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平成 16年度 第６回あわら市議会 定例会 

 

平成１６年１２月 ７日（火） 

午前９時３０分 開  議 

 

１．議長開会挨拶 

１．市長招集挨拶 

１．本会議成立宣言 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第１０５号 専決処分の報告を求めることについて 

（損害賠償の額を定めることについて） 

日程第 ４ 議案第１０６号 専決処分の承認を求めることについて 

（あわら市一般会計補正予算（第３号）） 

日程第 ５ 議案第１０７号 平成１６年度あわら市一般会計補正予算 

（第４号） 

日程第 ６ 議案第１０８号 平成１６年度あわら市国民健康保険特別会計 

補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第１０９号 平成１６年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計 

補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第１１０号 平成１６年度あわら市公共下水道特別会計 

補正予算（第２号） 

日程第 ９ 議案第１１１号 平成１６年度あわら市農業集落排水事業特別 

会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第１１２号 平成１６年度あわら市水道事業会計補正予算 

（第１号） 

日程第１３ 議案第１１３号 平成１６年度あわら市工業用水道事業会計補正予算

（第１号） 

日程第１４ 議案第１１４号 平成１６年度あわら市モーターボート競走特別会計

補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第１１５号 あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積

行為の規制に関する条例の制定について 

日程第１６ 議案第１１６号 あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程第１７ 一般質問 
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出席議員（３３名） 

１番 北 島   登     ２番 関 山 博 夫 

３番 向 山 信 博     ４番 坪 田 正 武 

５番 篠 﨑   巖     ６番 石 田 則 一 

７番 谷 川 光 雄     ８番 丸 谷 浩 二 

９番 加 藤 精 一    １０番 橘   則 雄 

１１番 牧 田 孝 男    １２番 卯 目 ひろみ 

１３番 宮 崎   修    １４番 宮 下 康 彦 

１５番 穴 田 満 雄    １６番 野 口 征 夫 

１７番 山 川   豊    １８番 海老田 州 夫 

１９番 幸 川 與 一    ２０番 北 出 重 雄 

２１番 宗 澤   彰    ２２番 見 澤 孝 保 

２３番 田 中 洋 行    ２４番 東 川 継 央 

２５番 田 島 ちゑ子    ２６番 渡 邉 重 夫 

２７番 山 下 忠 孝    ２８番 藤 田 守 榮 

２９番 橋 本 達 也    ３０番 林 田 彌三吉 

３１番 大 幸 幸 一    ３２番 永 井 隆 市 

３３番 竹 内 正 文    ３４番 杉 田   剛 

欠席議員（なし） 

 

 

 

地方自治法第 121 条により出席した者 

 市    長  松 木 幹 夫    副 市 長  坪 田 雅 一 

 教 育 長        児 島 博 光    総 務 部 長  伊 藤 清 明 
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 教 育 次 長  吉 村 幸 夫    芦原温泉上水道財産区管理者  竹 田 冨九一 
 

 

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長        笹 原 徳 明    事務局長補佐  志 田 尚 一 

 書    記  渡 邉 清 宏 
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◎議長開会挨拶 

○議長（渡邉重夫君） 第６回あわら市議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨

拶を申し上げます。 

１２月に入りまして今年もあと２０日余りを残すところとなりました。議員各位

には、ご健勝にてご出席を頂きまして、誠にありがとうございます。 

今定例会は３万２千人市民の熱い思いを乗せまして、県内８番目の市といたしま

して、３月に船出をいたしましてから、９ヶ月となりました。 

本年、最後の定例会となったところでございます。本定例会は２３号台風の災害

に対応する補正予算などと多くの議案がございます。どうか慎重なご審議をお願い

申し上げまして、一言ご挨拶とさせていただきます。 

（午後9時32分） 

 

◎市長招集挨拶 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） はい市長。 

○市長（松木幹夫君） 本日ここに、第６回あわら市議会定例会の開会にあたり、一

言ご挨拶を申し上げます。 

師走に入り、何かとあわただしさを増す今日この頃でございますが、議員の皆様

には、ご健勝にてお過ごしのこと、心よりお慶び申し上げます。 

今年１年を振り返りますと、最も大きな出来事は、やはり３月１日のあわら市誕

生でございます。昨年の今ごろは、合併まで残すところ３カ月を切り、合併協議会

での協議、様々な事務事業の調整作業等も最終段階を迎えた頃でございました。議

会におきましては、一部事務組合からの脱退や委託事務の廃止など、合併に関連し

た諸議案をご審議いただいた時期でもございました。 

議員の皆様をはじめ、合併協議会の委員の皆様さらには旧両町の職員が一丸とな

って、合併に向け突き進んでいた当時のことが、昨日のことのように思い起こされ

て参ります。 

さて、あわら市誕生以来、新市誕生記念イベントとして実施をして参りました

様々な事業も、順調に終了し、来年１月に創作の森で開催される「酒の器展」を残

すばかりとなりました。 

本年度は、あわら市誕生の年であり、市民の融和とあわら市誕生のＰＲを目的と

した事務事業を中心に展開して参りましたが、来年度以降は、新市建設計画に掲げ

る具体的な事業が実施されることとなっております。 

あわら市誕生以来、大きなトラブルもなく事務事業が進められて参りましたが、

その一方で、様々な課題も浮き彫りになって来ております。これらのことを踏まえ

ながら、あわら市建設に向け、議会との協議を密にしながら、新たな一歩を踏み出

して参りたいと考えております。議員の皆様には、更なるご支援、ご協力をお願い
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するものであります。 

ご案内のとおり、本定例会の上程議案といたしましては、専決処分の報告に関す

るもの１議案、専決処分の承認に関するもの 1議案、補正予算に関するもの８議案

及び条例の制定、一部改正に関するもの２議案の計１２議案の審議をお願いするも

のであります。 

各議案の内容、上程の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ慎重なご審議いただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

して、招集のご挨拶といたします。 

 
 

◎会議成立宣言 

○議長（渡邉重夫君） ただいまの出席議員は、３３人です。 

北出重雄君は、遅刻の届け出が出ております。 

定足数に達しておりますので、ただいまから第６回あわら市議会定例会を開きま

す。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

 

◎諸般の報告 

○議長（渡邉重夫君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

○事務局長（笹原徳明君） 諸般の報告を致します。 

今定例会までに受理いたしました、請願及び陳情についてはお手元の配布のとお

りであります。 

請願第１号、金津東部土地区画整理組合に対して支援を求める請願については、

去る１１月１０日に、請願第２号、年金制度の抜本的改善を求める意見書採択を求

める請願、及び請願第３号、利用者負担の大幅増など介護保険の改悪に反対し、改

善を求める意見書採択に関する請願については、１１月１９日にそれぞれ受理いた

しております。また、陳情第１号、危険物製造所設置計画の中止を求める陳情書は

去る１１月１２日に、陳情第２号、郵便局の現行経営形態（日本郵政公社）堅持を

求める陳情については１１月２２日にそれぞれ受理いたしております。 

以上でございます。 

 

 

◎行政報告 

○議長（渡邉重夫君） 市長の行政報告を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 
○市長（松木幹夫君） 行政報告を申し上げます。 
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まず、１０月２０日の台風２３号に関する報告を申し上げます。 

あわら市におきましても、この台風により細呂木区及び高塚区で４世帯が床下浸

水したほか、市内の道路、河川及び農林業施設に大きな被害を受けております。 

道路関係では、井江葭地係の市道井江葭４号線の法面が崩壊したほか、河川の被

害としては、清滝地係の清滝川において護岸の崩壊が発生いたしております。これ

らの被害は、災害復旧事業として国に申請中であり、その事業費を本定例会に補正

予算として計上したところであります。 

農林業施設では、農地１０箇所、農業用施設２６箇所さらに林道１箇所が被災を

いたしております。これらの被災箇所の緊急復旧対応策として、農地及び農業用施

設関係の小規模災害復旧に係る事業補助金の補正を専決処分したほか、災害査定に

より復旧事業費が確定したものは、１２月補正予算に計上いたしております。林道

の災害復旧に係る事業費についても、復旧工事予定額として併せて補正予算に計上

いたしたところであります。 

また、今回の台風に対する市の対応でございますが、総務課内に災害対策本部を

設置した後、両庁舎の全職員を招集し、市内各所のパトロール、被害状況の把握、

関係機関との連絡調整等に当たらせ、非常事態への対応に備えてまいりました。そ

の後、宮谷川や観音川の一部地域での氾濫、竹田川の増水に伴い、これらの河川の

流域地域をはじめ、水害の恐れのある地区に避難勧告を発しております。これと同

時に市内６箇所の学校、地区公民館等を避難場所として開設し、各避難場所には職

員を配置し、毛布や非常食の配備を行ったところであります。 

今回の台風に対する対応では、避難勧告の発令や避難場所の開設など、過去にあ

まり経験のなかった場面に遭遇したことや災害時の対応マニュアルが確立されて

いなかったことなどにより、職員に対する指揮命令や市民の皆様に対する情報の伝

達がスムーズに行かず、適切な対応ができなかった面も多々あったように感じてお

ります。現在、地域防災計画を策定中でありますが、今回の経験を生かし、災害時

の迅速かつ的確な対応ができる、実効性のある計画策定に心掛けてまいりたいと考

えております。 

続きまして、各部の所管事項についてご報告申し上げます。 

市長室関係でございますが、政策調整課所管では、１１月１３日に、ＪＲ芦原温

泉駅からお座敷列車を運行いたしました。 

このお座敷列車は、「市民融和の旅」と銘打ち、市民の皆様から参加者を募集し

たものですが、１２０人の定員に対し、７５０人余りの応募があり、その反響の大

きさに驚いたところです。 

列車内では「あわら市誕生記念式典」や「あわら市誕生までの両町の歩み」のビ

デオも放映し、今日に至るまでの両町の歴史を再確認していただきました。 

一行は、秋の京都・嵐山を訪れ、初めて顔を合わせる皆様同士が、道中、親しく

会話する光景も見られ、市民の融和という一定の成果が得られたものと考えており

ます。 
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次に、構造改革特別区域の認定について申し上げます。今般、構造改革特区の第

６次の認定申請の受付けが行われ、本市においては、旧芦原町の区域で試行されて

いた幼保一元教育について「あわら市幼児教育推進特区」として申請をいたしまし

た。そして、このほど内閣官房構造改革特区推進室からこれを特区として認定する

旨の内示があったところです。 

この認定により、各幼児園の短時間保育児の位置付けが明確になり、よりきめ細

やかな幼児教育を推進することが可能となるものであります。 

秘書広報課所管では、１０月２４日に仙台市の東北大学において「魯迅先生東北

大学留学１００周年記念事業」が開催され、私がこの式典に出席するとともに、吉

本東北大学総長や藤井仙台市長とも面談し、魯迅先生の関係団体として、今後の交

流を要請してまいりました。 

また、１１月６日には、トリムパークかなづにおいて、あわら市表彰条例に基づ

く功労者表彰、一般表彰を行っております。合併後初となるこの日の表彰では、功

労表彰者として７人を、一般表彰者として１人及び１団体をそれぞれ表彰したとこ

ろであります。 

次に総務部関係でございますが、財政課所管のモーターボート競走事業につきま

しては、本年度も厳しい事業運営が続いており、１１月の第８回開催終了時におけ

る売上状況は、昨年度同期と比較し、全体の売上金額で１４．５％、入場者数で９％

の減となっており、あわら市施行分についても同様に売上金額が１４．３％、入場

者数で６．５％の減となっております。このような状況のなか、施行者、競走会及

び施設会社が一体となって従事員の希望離職者募集をはじめとする経営健全化対

策に努め、一定の成果が期待されることから平成１７年度の競走開催にかかる指定

の更新事務を進めてまいりたいと考えております。平成１８年度以降につきまして

は、今後の状況を見極めながら、また、議会でご協議をいただきながら、来年度の

早い時期に方針を決めてまいる所存であります。 

次に福祉保健部関係でございますが、社会福祉課所管で公設民営化を進めてまい

ります細呂木保育所につきましては、社会福祉法人の名称を「さくら福祉会」に決

定し、１０月２８日には、県に認可申請を行ったところであります。今後、本年度

内に認可を得て、平成１７年４月１日から民営化による保育所の運営を開始する予

定となっております。 

金津東保育所の民営化につきましては、現在、運営母体となる社会福祉法人の役

員選任ができない状況にありますので、細呂木保育所より１年遅れとなりますが、

平成１８年度からの民営化を目指し、今後とも、議員各位及び地域の皆様のご協力

を得ながら、その実現に向けて取り組んでまいります。 

次に民生委員・児童委員の改選についてですが、民生委員推薦会より推薦のあっ

た６３人の候補者全員が国において承認され、１２月２日に厚生労働大臣からの委

嘱状の伝達式を行ったところであります。 

健康長寿課所管では、１０月１８日、１９日の両日、トリムパークかなづで「敬



 7 

老会」を開催いたしました。７５歳以上の対象者３，８１９人のうち約１，６００

人の皆様をお迎えし、保育園児の遊戯やプロによるアトラクションなどを楽しんで

いただきました。 

また、懸案事項となっておりました、介護認定者のうち障害者手帳を持たない人

の障害者控除については、障害認定基準取扱要領を１２月１日から施行し、市の認

定により税控除の対象とすることにいたしております。この取扱いは平成１６年度

中の所得申告から適用され、現在広報紙等に掲載し、制度の周知を図っているとこ

ろであります。 

本年度の住民検診につきましては、１０月をもって終了したところですが、受診

者数は、１，５６６人で、昨年度に比べ５００人程減少しております。これは、検

診日程の広報等が行き届かなかったことが原因と思われ、今後は、周知方法を検討

しながら受診率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

次に経済産業部関係でございますが、農林水産課所管の有害鳥獣対策についてご

報告申し上げます。 

まず、熊対策についてですが、本年は異常気象が原因で、山に餌となる木の実が

不足したため、民家の近くにまで餌を求め熊が出没する事態が多く発生いたしてお

ります。坪江地区や剱岳地区を始め、本荘地区や波松地区に至る広い範囲で目撃さ

れており、目撃や形跡の情報は１１月末までに８５件に及んでおります。 

これらの情報をもとに、猟友会やあわら警察署と連携し、周辺住民への注意喚起

の広報を始め、捕獲のための檻の設置を含めた出動回数は１３０回を数えておりま

す。これまでに１３頭の熊を捕獲し、そのうち危険性のある８頭を射殺し、２頭の

子熊を岐阜県の熊牧場へ搬送し、残りの３頭を奥山へ返しております。 

幸いにして本市では、人的被害が出ておりませんが、熊が冬眠するまでの間は、

出没の可能性がありますので、迅速かつ適切に対応できる体制を継続して整えてま

いりたいと考えております。 

また、猪対策につきましては、電気柵の設置期間が地区によって異なり、ソバに

被害を受けた地区もありましたが、電気柵と檻を併用することにより、これまで以

上の高い成果を上げております。本年度は、前年の１６頭を上回る２６頭の猪を捕

獲しましたが、来年度は檻の設置箇所を増やすなど、その対策の強化に努めたいと

考えております。 

観光商工課所管では「芦原温泉」の不当表示問題に関し、再発防止及び信頼回復

策として、あわら市独自の温泉マークを作成したところであります。 

このマークは、３本の湯煙の下に３つの輪を配置し、湯がわき出るイメージと、

「品質」の「品」を表現いたしております。また、「あわら」にちなんで２本の湯

煙でアルファべットの「ａ」をデザイン化し、オレンジと赤の２色で仕上げた温か

い雰囲気のマークとなっております。このほか、加温、加水、循環濾過等の状況も

併せて表示し、広く温泉利用者の皆様に情報を公開し、信頼回復に努めてまいりま

す。 
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次に土木部関係でございますが、建設課所管では、１２月１日から来年３月３１

日までの１２２日間、除雪対策本部を設置し、積雪期の効率的な除雪作業に備えて

おります。除雪方法につきましては、市の所有する除雪機械と民間業者への委託に

よる除雪作業を基本として、基幹道路を最優先に、生活道路や公共施設等へのアク

セス道路の確保を図ってまいります。除雪を効率かつ的確に実施するため、県及び

隣接町などの関係機関とも連携を密にして対応してまいりたいと考えております。 

上下水道課所管の公共下水道事業について申し上げます。本年度は、金津処理区

の川北幹線をはじめ、御簾尾、蓮ヶ浦及び指中地区、芦原処理区の北潟東及び北潟

西地区等での整備を進めるとともに、県施工による日の出橋左岸における流域関連

北潟幹線の接続工事に併せ、汚水管渠の布設工事を発注したところであります。 

現在、本年度事業費の概ね９１％を発注し、本年度末の供用開始に向け、整備を

進めているところであります。本市の認可区域１，３５２ｈａに対し、本年度末に

おける整備率は６３．３％となり、その普及率は７５．６％に達する見込みであり

ます。 

雨水対策につきましても、集中豪雨等による道路冠水及び浸水被害の解消を図る

必要性から、雨水幹線の整備のほか、都市排水路の整備を計画的に進めていく予定

であります。 

なお、平成６年４月に供用を開始いたしました、青ノ木・宮谷地区の農業集落

排水処理施設では、国の資源循環統合補助事業の採択を受け、防食工事等の改修

工事を実施しており、施設の安全確保と適切な維持管理に努めてまいりたいと考

えております。 

次に、水道事業についてですが、平成９年度から実施してまいりました石綿セ

メント管更新事業は、本年度末で総延長３６．５ｋｍに対し、全体の４６．２％

が完了する予定となっております。平成１７年度以降に整備が予定されている約２

０ｋｍにつきましても、計画的に更新を進め、安定した給水の確保と市民の皆様の

健康で文化的な生活環境の向上を図りたいと考えております。 

最後に教育委員会関係でございますが、教育総務課所管では、１１月１４日に、

坂野教育委員を団長とする１５人の「第７回金津中学校国際交流派遣団」を、１０

日間の日程で、米国オレゴン州ユージン市に派遣いたしました。 

翌１５日には、児島教育長を団長とする１６人の「第１９次あわら市日本中国友

好親善少年使節団」を、６日間の日程で、友好都市である中国紹興市をはじめ、北

京市、上海市に派遣いたしました。 

いずれも、ホームステイや現地の中学生との交流を通じて交流の輪を広げるとと

もに、それぞれの国の歴史と文化に触れるなど大きな成果を上げて帰国いたしまし

た。 

文化学習課所管では、１１月３日に中央公民館で江戸家小猫さんを講師に招いて

「生涯学習推進大会」を開催いたしました。講演会終了後には、あわら市誕生記念

事業として「食」をテーマとした「食べて伝えて ふるさと あわらの味」を開催い
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たしております。 

１１月６日、７日の両日には「第１回あわら市民文化祭」をトリムパークかなづ

で開催いたしました。 

文化祭では、３４０点の作品展示、お茶会、菊花展、３１団体の芸能発表が行わ

れたほか各種団体による模擬店も出展し、天候にも恵まれ、約５，０００人の来場

者がありました。 

また、１１月７日には、あわら市誕生記念事業として「中村雅俊コンサート」を

芦原観光会館で開催いたしました。市外からも多くの皆様にご来場をいただき、成

功裡に終了することができました。 

金津創作の森財団では、ビアマグランカイ５、入選作品展を前回に引き続き札幌

芸術の森の協力を得て、９月４日から２６日までの期間開催いたしました。今回は、

「カタチ／五感で／味わおう」をテーマに全国公募を行ったもので、会期中の入場

者は１，０６４人となっております。 

第７回クラフトマーケットは、１０月２日、３日の２日間アートコア全館を使用

して開催いたしました。今年から出店者の選考を行い、１１２店の出店申込者の中

から８０店を選考し、開催いたしました。２日間での入館者は５，３００人となっ

ております。 

また、今年のメイン企画展として「奈良美智展」を１０月１９日から１１月２８

日まで開催いたしました。入場者数は、９，９３４人で、１日平均２６８人で創作

の森オープン以来最高の入場者となりました。入場者に対して行ったアンケート結

果から、入場者の半数以上が初めて創作の森を訪れた人であったことや２０代の若

い年齢層の入場者が目立ったことなどから、新たな創作の森の魅力を発信できたと

ともに、あわら市のイメージアップが図れたものであると考えております。 

スポーツ課所管では、１０月３日、４日の２日間、第１７回全国スポーツ・レク

リエーション祭福井大会が開催されました。トリムパークかなづでは「エアロビッ

ク」が、北潟湖畔サイクリングパークでは「ターゲット・バードゴルフ」が行われ、

選手や役員総勢６００人の参加がありました。この大会を通じて、生涯を通した市

民のスポーツ・レクリエーション活動の振興に貢献することができたものと考えて

おります。 

１０月１７日には、あわら市誕生記念「第１回あわら市民体育祭」をトリムパー

クかなづで開催いたしました。新たに編成された１６ブロックでの対抗戦となり、

約３，０００人の市民の皆様が参加した盛大な大会となりました。体育祭を通じて、

交流と親睦が図られ、成功裡のうちに大会を終えることができました。 

以上で行政報告を終わります。 

 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（渡邉重夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、牧田孝男君、

１２番、卯目ひろみ君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（渡邉重夫君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１２月１５日までの９日間といたしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は本日よ

り１２月１５日までの９日間と決定しました。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりでありますの

でご了承願います。 

 

 

◎議案第１０５号の上程・提案理由説明 

○議長（渡邉重夫君） 日程第３、議案第１０５号、専決処分の報告について（損害

賠償の額を定めることについて）を議題とします 

提出者の報告を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 
○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第１０５号「専決処分の報告に

ついて」の提案理由の説明を申し上げます。 
議案第１０５号につきましては、市の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害

賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただいたものであります。 
去る１０月２０日の台風２３号により、市が設置した公共施設等の表示看板の落

下による車両、隣接社屋の損壊事故３件及び市が管理する樹木の倒壊による家屋の

損壊事故１件について損害賠償の額を定めたものであります。 
これらの専決処分につきましては、自治法第１８０条第１項に規定する議会の委

任による専決処分でありますので、同条第２項の規定によりご報告申し上げるもの

であります。 

○議長（渡邉重夫君） 議案第１０５号、専決処分の報告について（損害賠償の額を

定めることについて）は、以上をもって終結いたします。 

 

 

◎議案第１０６号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 
○議長（渡邉重夫君） 日程第４、議案第１０６号、専決処分の承認を求めることに
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ついて（あわら市一般会計補正予算（第３号））を上程します。 
○議長（渡邉重夫君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第１０６号「専決処分の承認を

求めることについて」の提案理由の説明を申し上げます。 
議案第１０６号につきましては、平成１６年度あわら市一般会計補正予算（第３

号）で、１，５７１万７千円の追加補正を専決処分したものであります。これに伴

い、歳入歳出予算の総額は、それぞれ１３９億５，０３２万５千円となっておりま

す。 
補正の内容につきましては、先の台風２３号の被害に伴う農地・農業用施設、道

路、河川等の災害復旧費８４４万９千円のほか、各公共施設の修繕料その他台風被

害に伴い緊急に予算措置が必要なものについて専決処分をさせていただいたもの

であります。 
これに伴う歳入につきましては、地方交付税１，３８５万円のほか、災害復旧事

業分担金、建物罹災共済金等を充てております。 
以上が専決処分の内容でございます。よろしくご審議をいただき、ご承認をいた

だきますようお願い申し上げます。 
○議長（渡邉重夫君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） ただ今、議題となっております議案第１０６号につきまして

は、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０６号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 討論なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） これより、議案第１０６号、専決処分の承認を求めることに

ついて（あわら市一般会計補正予算（第３号））を採決します。 

議案第１０６号は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１０６号については、原案のとおり承認されました。 
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◎議案第１０７号から議案第１１４号の一括上程 
・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（渡邉重夫君） 日程第５、議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計

補正予算（第４号） 
日程第６、議案第１０８号、平成１６年度あわら市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

日程第７、議案第１０９号、平成１６年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正

予算（第２号） 

日程第８、議案第１１０号、平成１６年度あわら市公共下水道特別会計補正予算

（第２号） 

日程第９、議案第１１１号、平成１６年度あわら市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号） 

日程第１０、議案第１１２号、平成１６年度あわら市水道事業会計補正予算（第

１号） 

日程第１１、議案第１１３号、平成１６年度あわら市工業用水道事業会計補正予

算（第１号） 

日程第１２、議案第１１４号、平成１６年度あわら市モーターボート競走特別会

計補正予算（第１号） 

以上８議案を一括上程します。 

○議長（渡邉重夫君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第１０７号「平成１６年度あわ

ら市一般会計補正予算（第４号）」から議案第１１４号「平成１６年度あわら市モ

ーターボート競走特別会計補正予算（第１号）」までの８議案について、提案理由

の説明を申し上げます。 

これら８議案につきましては、一般会計のほか、老人保健特別会計を除く７つの

特別会計の補正予算をお願いするものであります。 

議案第１０７号の一般会計補正予算（第４号）につきましては、２億６，６３７

万５千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１４２億１，６７０万

円とするものであります。 

歳出の主なものについてご説明いたします。各予算費目に給料、職員手当等及び

共済費の増減分が計上されておりますが、これらは共済組合負担金の負担率改定に

伴う追加分及び時間外勤務手当をはじめとする諸手当の過不足に伴う人件費の所

要の調整を行ったものであります。以下これらの説明につきましては、省略させて

いただきますので、ご了承をお願いいたします。 
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まず、総務費では一般管理費で、早期退職者の増に伴う退職手当組合負担金４，

３０７万７千円を、企画費で地域総合整備財団の助成金を活用した新分野進出等企

業支援補助金３００万円をそれぞれ計上いたしております。 

また、情報化推進費で、国の合併市町村補助金を活用した統合型地理情報システ

ム整備事業に１億３，４４０万円を計上いたしております。このシステムは、固定

資産情報、道路情報、農地情報等の各種データを統合した全庁型の地図情報システ

ムを構築するものであります。 

民生費では、保育所費で平成１７年４月からの細呂木保育所民営化に伴い、その

運営主体となる社会福祉法人設立に必要な基本財産及び運営資金に係る寄附金１，

４２０万円を計上いたしております。 

衛生費では、予防費で予防接種費用として６５万６千円を計上いたしております。

これは、結核予防法の改正に伴い、来年度予防接種の対象外となる乳幼児に、本年

度接種を行うためのものであります。 

土木費では、公共下水道費で公共下水道特別会計で財源更正行ったことにより、

同会計への繰出金１，０００万円を減額いたしております。また、住宅管理費で市

営住宅の管理事務の効率化を図るための公営住宅管理システム導入費として４７

２万５千円を計上いたしております。 

教育費では、体育振興費で市民体育祭時の各ブロックへの運営補助として、市体

育協会補助金１６０万円を計上いたしております。 

災害復旧費では、先の台風２３号に伴う農林業関係の復旧事業費として、農地災

害復旧費に２６２万４千円、農業用施設災害復旧費に６１３万５千円、林業施設災

害復旧費に３９５万７千円を、また、道路、河川関係の復旧事業費として、道路橋

りょう災害復旧費に３４３万円、河川災害復旧費に６７８万２千円をそれぞれ計上

いたしております。 

一方、歳入につきましては、国の合併市町村補助金をはじめとするそれぞれの事

業に伴う国及び県支出金１億７，４２７万３千円、法人市民税５，０００万円が主

なものとなっております。 

議案第１０８号の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、２

８万３千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億３，１５４万

２千円とするものであります。 

補正の主なものは、総務費の一般管理費での時間外勤務手当の減額となっており

ます。 

議案第１０９号の金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第２号）につきましては、

３２万１千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億６，２４２万

８千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、各予算費目において、共済組合の負担率改定に伴う

追加分及び通勤手当等の不足分を計上したものであります。 

これに伴う歳入につきましては、措置費収入及び介護保険収入を充てております。 



 14 

議案第１１０号の公共下水道特別会計補正予算（第２号）につきましては、６３

万７千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億５，８５３万２

千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、議案第１０９号と同様、総務費及び事業費において

共済組合の負担率改定に伴う追加分や時間外勤務手当の不足分を計上したもので

あります。 

これに伴う歳入につきましては、前年度繰越金を充てております。 

議案第１１１号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

１０万７千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億２，０６０万

７千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、総務費の一般管理費で人件費に関する所要の調整額

６万２千円を計上したほか、事業費の農業集落排水維持管理費で青ノ木・宮谷地区

が国の資源循環統合補助事業の採択を受けたことに伴う坂井地区農業農村整備事

業推進協議会特別賦課金４万５千円を計上いたしております。 

これに伴う歳入につきましては、前年度繰越金を充てております。 

議案第１１２号の水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支出

の営業費用において、時間外勤務手当等の人件費８０万３千円のほか、台風２３号

で被害を受けた配水場の修繕料８万４千円を計上いたしております。 

議案第１１３号の工業用水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益

的支出の営業費用において、人件費の補正として共済組合負担金５千円を計上いた

していります。 

議案第１１４号のモーターボート競走特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、１万円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３２億５，９６１万

円とするものであります。 

この補正につきましても人件費の補正で、競艇事業費の一般管理費で共済組合負

担金１万円を計上したものであります。 

これに伴う歳入につきましては、前年度繰越金を充てております。 

以上、８議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長（渡邉重夫君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

○１５番（穴田満雄君）議長、１５番、穴田。 

○議長（渡邉重夫君） １５番、穴田満雄君。 

○１５番（穴田満雄君） １５番、穴田。 

今ほど、市長の提案理由の中で補正４号ですけれども、確か総務課所管となると

思うんですが、統合型地理情報システムの整備事業に関してですけれども、これは

今ほどいいましたが総務課所管ですから、当然総務課所管では細かい事をやります

けれども、全議員の皆さんの前で概要だけについて質問をしてみたいと思います。 
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これは、略していいますとＧＩＳと、こういうふうになっておりますけれども、

このＧＩＳといいますと、グローバルインホメーションシステム、これはどっから

出たかといいますと、全地球的情報シムテムということで、アメリカが宇宙衛星を

上げまして、全世界的な地理の把握をすると、これが発端になったと、私はこのよ

うに聞いております。 

当市の場合に、これは事業費として１億３，４４０万ですか、全額国からの補助、

多分これは合併に伴う補助金じゃないかと思うんですけれども、ですがこのような

大きな事業をするにあたって、いきなり補正で持って提示してくると、こういこと

のやり方は、全議員の皆さんが納得できないんじゃないかと、といいますのは、今

ほども言いましたように、これだけ大きな事業をするにあたっては、前もってそれ

なりの資料を提示して、議員の皆様にご理解を得ると、私、こういうやり方をする

のが当然じゃないかと思うんですけども、これに対して、理事者側としてはどうい

う考えを持っておられるんですか。 

○総務部長（伊藤清明君） 議長、総務部長。 

○議長（渡邉重夫君） はい、総務部長。 

○総務部長（伊藤清明君） それではまず、ＧＩＳシステムの状況につきまして、ご

説明を申し上げます。 

現在、本市におきましては、固定資産情報管理、また、下水道、道路、農地等の

情報管理のほか、地籍情報システム等、六つのシステムにつきまして、それぞれ各

課で管理している状況であります。また、合併後のあわら市基本図が統合、また、

策定されておりませんので、その基となる航空写真撮影のデータも、また、平成８

年と大変古く、その作成が必要となっているところであります。 

今回、すべてのシステムの統合と基本図を作成しまして、統合型の地理情報シス

テムを構築するものでありまして、全庁職員が情報ネットワークに接続されている

端末を操作することによりまして、事務の効率化、利便性の向上、事務内容の高度

化が計られるものと考えたところでございます。 

また、インターネットを通じまして、地理情報を提供し、住民サービスへの向上

も図られるものと、このように考えているところでございます。 

また、今回の導入に当たりましては、今申し上げましたとおり、前段であわら市

の基本図作成が必要でありまして、併せて統合システムを行いたいと、こういう考

え方でございます。この業務につきましては、国の合併補助金の対象となりまして、

この度、その全額が認められましたことによりまして、平成１６、１７年の２ヵ年

に渡って導入したいと、このように考えた次第でございます。 

国の合併補助金につきましては、その採択状況につきまして、これまで数回とな

く、交渉をしてまいりました、今回、今申し上げましたように、その額が認めれた

事ことによりまして、補正計上となった次第でございます。 

そういう事で、国の採択状況と併せまして、推進することもありまして、そのよ

うな計上になったことをご理解していただきたいと思います。また、ご案内のとお
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り、合併補助金につきましては３ヵ年の限定であると、上限は３億円の３ヵ年の限

定でありますので、それも採択になった状況で順次した方が得策と考えましたので

今回、補正での計上をいたしたところでございます。 

ひとつ、よろしくお願い申しあげます。 

○１５番（穴田満雄君）議長、１５番、穴田君。 

○議長（渡邉重夫君） はい、１５番、穴田満雄君。 

○１５番（穴田満雄君） 今、総務部長からいろいろ説明を受けましたが、それはそ

れなりに理解できる面もあります。ですけれども、私としましては、確かに３年間、

３億円の国からの補助金、３年の内に使途を明らかにしなさいよと、それはそれな

りに理解できますけれども、１億３，４００万というと大きな金額になるんですね、

そうしますと、確かに２町が合併しまして、それなりに地理の情報、あるいは土地

の様子等を把握することも十分に理解できます。ですけれども、別に慌ててしなく

ても、例えばですよ、今各家庭に配布されております、ゼンリンですかね、ゼンリ

ンという会社が住宅地図を配布しております、これを見ても十分に理解できると、

理事者側は理事者側なりの仕事のやり方がありますから、そういう理解じゃないか

とも思うんですけれども、それとこういう大きな事業をするんですから、契約の仕

方がどうなっているかと、こういう事も疑問に思うんですけれども、それも一つ併

せてお願いします。 

○総務部長（伊藤清明君） 議長、総務部長。 

○議長（渡邉重夫君） はい、総務部長。 

○総務部長（伊藤清明君） 今回、そういう事で、補正で対応して２ヵ年でやるとい

うことでご説明させていただいたところでございます。そういう事で、また、この

システムにつきましては、現在非常にシステム状況が発展途上中にあるということ

もありまして、現在、事務局におきましては、この内容についてプロポーザルシス

テムを導入しまして、それぞれの業者から、ご提案を頂くと、こういう考え方で進

めております。 

そういうことで、市といたしまして大体の概要をご提示申し上げまして、それぞ

れの会社からご提案を頂いて、その内容を決定したいと、このようなシステムで進

めている所でございます。 

○１５番（穴田満雄君） 議長、１５番、穴田。 

○議長（渡邉重夫君） 他に、はい、穴田満雄君。 

○１５番（穴田満雄君） じゃすみません、もう一点だけお願いします。 

今の事はまた、委員会で改めていろいろ質問させていただきたいと思います。 

もう一点ですけども、環境衛生費関係なんですけれども、これは三国あわら斎苑

組合の負担金ですが、今回、約５４０万ほど増額されてきました。当初の予算によ

りますと、これが２，４５０万と当初予算ではそういう計上をしてあったんですけ

れども、今ほど言いましたように、５４０万あまりの増額をすると、そうしますと

この増額は、なぜこういうふうになったのか、やっぱり、その斎苑場を建設にあた



 17 

っては当初はっきりとした、そういう財源計画が持ってるのではないかと思うんで

すわ。にもかかわらず、途中で今言いましたように、５４０万余りの増額をしてき

てると、この根拠はどこにあるのですか。 

○市民生活部長（山田重喜君） 議長、市民生活部長。 

○議長（渡邉重夫君）山田部長。 

○市民生活部長（山田重喜君） 穴田議員のご質問にお答えします。 

５４０万円につきましてはですね、全体設計をくくってるわけでございまして、

これがですね、三国町が坂井郡４町で合併するということになりまして、全体設計、

確たるものではございませんけれども、ある程度のアバウトという感じのなかで、

工事を１６年度、１７年度中に発注したいという考え方の中で、取りあえず１６年

度中に出来る分の工事といたしまして、５４０数万を計上したわけでございますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（渡邉重夫君） 他に質疑はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） 以上で総括質疑を終結したいと存じますが、ご異議ありませ

んか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認め、総括質疑を終結します。 

ただいま議題となっています議案第１０７号から議案第１１４号までの８議案

は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に

付託します。 

 

 

◎議案第１１５号、議案第１１６号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（渡邉重夫君） 日程第１３、議案第 115 号、あわら市土砂等による土地の埋

立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例の制定について。 
日程第１４、議案第 116 号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について。 
以上２議案を一括上程します。 

○議長（渡邉重夫君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第１１５号「あわら市土砂等に

よる土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例の制定について」及び

議案第１１６号「あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」の提案理由の説明を申し上げます。 
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議案第１１５号につきましては、土砂等による土地の埋立てや盛土、たい積行為

に必要な規制を行い、環境の保全及び災害の防止を図ることを目的にこの条例を制

定するものであります。 
この条例は、旧両町の条例の罰則規定に差異があったため、暫定施行条例として、

合併後も旧両町の条例をそれぞれの区域で施行しておりましたが、今回、統合した

条例として、新たに施行するものであります。 
議案第１１６号につきましては、本年度の人事院勧告及び福井県人事委員会勧告

に基づき、この条例の所要の改正を行うものであります。 
内容につきましては、一般職職員の寒冷地手当の見直しが行われ、あわら市にお

いては支給対象外となったことに伴い、所要の経過措置を規定するものであります。 
以上、２議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいた

だきますようお願い申し上げます。 
○議長（渡邉重夫君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） 以上で総括質疑を終結したいと存じますが、ご異議ありませ

んか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認め、総括質疑を終結します。 

ただいま議題となっています議案第１１５号、議案第１１６号の２議案は、お手

元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託しま

す。 

 

 

◎請願第１号から請願第３号及び陳情第１号、陳情第２号の委員会付託 

○議長（渡邉重夫君） 日程第１５、請願第１号、金津東部土地区画整理組合に対し

て支援を求める請願 

日程第１６、請願第２号、年金制度の抜本的改善を求める意見書採択に関する請

願。 

日程第１７、請願第３号、利用者負担の大幅増など介護保険の改悪に反対し、改

善を求める意見書採択に関する請願 

日程第１８、陳情第１号、危険物製造施設設置計画の中止を求める陳情 

日程第１９、陳情第２号、郵便局の現行経営形態（日本郵政公社）堅持を求める

陳情。 

以上３請願、２陳情を議題とします。 

○議長（渡邉重夫君） ただいま議題となっています請願第１号から請願第３号、陳

情第１号、陳情第２号は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞ
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れ所管の常任委員会に付託し、審査願うことといたします。 

○議長（渡邉重夫君） 暫時休憩いたします。 

（午前 10時 28 分） 

 

○議長（渡邉重夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 10時 45 分） 

 

◎一般質問 

○議長（渡邉重夫君） 日程第２０、これより一般質問を行います。 

 

 

◇牧田孝男君 

○議長（渡邉重夫君） 一般質問は、通告順に従い、１１番、牧田孝男君の一般質問

を許可します。 

○１１番（牧田孝男君） 議長、１１番、牧田。 
○議長（渡邉重夫君） １１番、牧田孝男君。 
○１１番（牧田孝男君） 通告順に従い、１１番、牧田、一般質問をさせていただき

ます。 

本日は１日で１１人の議員さんが、一般質問をなさるということで、私は手短に

質問させていただきたいと思います。そして、要点を押さえた、簡潔なお答えを頂

きたいと思ってるわけであります。 

質問に先立ちまして、１０月２３日の日に、新潟県地方を中越大地震が襲いまし

た。お亡くなりになられた方に対しては、衷心により哀悼の意を述べさせていただ

きたいと思います。被災者の方々には一生懸命がんばって、復興をめざしていただ

きたいというふうに、思う次第であります。 

ついでながら私は昭和２４年の１月生まれであります。昭和２３年の６月１８日

の地震の時にはまだ生まれていなかったわけですけれども、被災地の先輩としてが

んばっていただきたいと思います。 

簡潔に短くせよと言うので簡単に入ります。 

本日の私の一般質問は、高齢社会における生きがいとそして健康維持ということ

について、質問をさせていただきます。 

この日本列島は、すでに高齢化社会を通り越して、高齢化社会に突入したという

ことが言えると思います。他の自治体と同じように、ここあわら市でも高齢化の指

数というのがどんどん上がってきているというのが、今の状態であります。 

平均寿命は今や男女ともに、８０歳をはるかに越えて、いわゆる長寿社会になっ

ているわけですけれども、例えば大正、昭和の頃の平均寿命５０歳プラスアルファ

と比較しますと、誠に隔世の感があるというふうに思います。食料事情が好転した

とか、あるいは医学が発達したり、栄養学が発達したということで、私達は今まで



 20 

に類を見なかったような、人生、つまり第２の人生というのを想定することができ

るようなそういう時代に突入してきているということも言えると思います。 

それで、長寿であるということは、もちろん喜ばしいことでありますが、しかし、

中身がまた、問題ではなかろうかと私は思う次第であります。長寿になった一方で、

また、長寿になったがゆえの心配とか不安とか、そういうものが増えてきているの

ではないでしょうか。 

私はですね、一部事務組合、坂井郡の介護保険広域連合の議会に所属しておりま

して、先だってその議会が開かれたわけですけれども、その場で平成１７年度にお

ける、介護保険の見直しについての意見がいろいろと取りざさたれておりました。 

１０年後というと、例えば私は今、昭和２４年生まれで、５５歳であります。ち

ょうど１０年後には、要介護の資格者となるわけですが、我々の世代というのは団

塊の世代と呼ばれて、たくさん、たくさん人がおります。今の状態でそういうよう

な状態でなっていったら、例えば介護の保険料を上げるとか、あるいは施設を拡充

するとか、あるいは、保険者の年齢を引き下げるとか、いろんなことがクローズア

ップされてきているわけであります。それをできるだけ抑えようというようなこと

で、予防介護が大切であるというような、そういうような声もあちこちできかれて

おります。 

そこで、私は思うのですけれども、予防介護というのは、介護の世話にならずに

今自立して、自分の生活をこなしていけるような、そういう形での長生きを目指す

わけで、それ自体はとってもいいことだと思うわけですけれども、この場合に体だ

けでの問題ではなくって、心の方のはりを維持できるかどうかというような事も、

とても大切なのではないかなというふうに思う次第であります。 

体と心、この二つが車の両輪のようにあってこそ、生きがいのある人生、生きが

いのある長寿人生というものが実現できるのではないかなというふうに思う次第

であります。 

さて、今年の３月に新生あわら市が誕生いたしました。市政を採用する事になっ

たということで、福祉事務所というものが必置ということで出来上がりました。例

えば福祉施策、福祉行政等に関しましても、今までであれば県の方の指示によって

その施策が動かされていたわけですけれども、福祉事務所を持ったということで、

自治体としての独自の施策というものを、盛り込むことも出来るようになったはず

であります。そして、新生あわら市は、ゆうゆうとという、そういうタイトルのも

とで、高齢者が生き生きとして生きていけるようなまちづくりというのも、また、

基本的な柱としてうたっていたはずであります。高齢者が生き生きと感ずる、そう

いうようなまちづくり、その実現のために、今、例えばどのような施策を講じてい

るか、そして、講じて来た施策というのがどのような成果があったか、あるいは、

今後、どのような施策を考えておられるか、かなり獏とした質問ではありますが、

そのあたりのことに関しましてのお答えを頂きたいと思います。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 



 21 

○議長（渡邉重夫君） はい、市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 牧田議員のご質問にお答えいたします。 

あわら市におきましても他の自治体と同様に高齢化が進んでおります。６５歳以

上の人が人口に占める割合は２２．８７％で、県平均の２１．５９％を上回ってい

る状況であります。 

特に８８才以上の人は、４７９人いらっしゃいますが、元気で長生きしなければ

本当の意味での長寿とは言えないものでございます。 

新市建設計画の中でも「生涯をとおして健やかに生きる悠々元気のまち」を目標

として、在宅福祉の充実、社会参加の促進等を掲げておるところでございます。 
現在、在宅介護支援センターや社会福祉協議会に委託した転倒骨折予防教室、高

齢者の生きがいと健康づくりを推進するためのパソコン教室の実施をはじめ、各地

区においての健康教室やレクリエーション等の地域支え合い事業を行い、高齢者の

体と心のケアに努めております。 
また、各地区老人クラブの育成強化を図り、地域の高齢者が生きがいと健康づく

りのため、スポーツ大会をはじめとする各種大会や手芸教室等の文化事業にも積極

的に参画できるよう、行政といたしましても支援を充実して参りたいと考えている

ところです。 
このほか、健康増進及び疾病予防のための各種検診、健康教育等の実施や様々な

老人保健事業についても取り組んでいるところであります。 

今後もこれらの事業を継続し、一層の充実を図るとともに、時代の流れに即した

パワーリハビリなどの介護予防対策も先進地事例を参考にしながら、実施に向けて

の十分な検討をしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○１１番（牧田孝男君） 議長、１１番、牧田。 
○議長（渡邉重夫君） １１番、牧田孝男君。 
○１１番（牧田孝男君） 今、いくつか出てきました。例えば、パソコン教室等とい

うのはどういうのか、手を動かす事によってボケ防止になるとか、そういうことで

いいんだというような話もよく聞きます。今の中で、ちょっとわかりにくかった用

語がいくつかあったので、もう少し詳しく教えていただきたいんですけれども、転

倒骨折予防教室というのは具体的にどういうことをやっているのか。それから、健

康教室に取り組んでいるという部分ていうのは、どこかへ出向いてやっているのか、

どっか施設へ集めてやっているのか、その辺をもう少し、詳しい所を教えていただ

きたいと思います。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 議長、福祉保健部長。 

○議長（渡邉重夫君） はい、清水部長。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 牧田議員の質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

まず、転倒骨折予防教室でございますけれども、これはあくまでも転倒を予防す
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るというようなことで、例えば施設の中で、老人保健、特養施設なんかでですね、

デイサービスなんかをやっているわけでございます。そうした中で転倒骨折の予防

というようなことで、若干リハビリを交えたデイサービス、そういうものを行って

いるところでございます。 

また、健康教室でございますけれども、これにつきましては、当然デイサービス

の中でも健康教室をやりますけれども、あくまでも地域に出向いて、それぞれの集

落センター、あるいは、各公民館等におきまして、職員が出向いてそれぞれの教室

をやっているわけでございます。 

先ほど、議員さんおっしゃたように、やはり高齢者の方の福祉といいますと、や

はり、引きこもりがちでございますので、出来るだけ皆さんが参加できるような体

制をできればとっていきたいなと、いう具合いに思ってるわけでございますので、

そうした健康教室なり、予防教室、それぞれＰＲ等に広報等で周知をしていきたい

という具合にも思ってるところでございますので、よろしくお願いをいたしたいと

思います。 

○１１番（牧田孝男君） 議長、１１番、牧田。 
○議長（渡邉重夫君） １１番、牧田孝男君。 
○１１番（牧田孝男君） はい、市の方でいろんな施策を講じているということはわ

かりました。先ほどのパソコンンの話とか、あるいは教室とか、こういうのもとい

うのが趣味を活かしたというような形での生きがいづくりに役立っているという

のは当然のことで、それはそれでいいと思うんですけれども、しかし、僕がいつも

思うんですけれども、それにもましてその重要なことっていうのは、日々の生活の

あり様というか、どういうような生活環境で生活をしているかということがとって

も大事なんではないかなというふうに個人的には思っております。 

私はですね、毎年、トリムパークで開かれる、敬老会で渡される名簿の中に、８

８歳以上のお名前を見るのが楽しみだったというのか、いつも楽しみにしていたわ

けであります。ところが、今年の敬老会では、そのリストが載らなかったので、こ

れは市長に言わせれば、印刷が大変という事で載らなかった、仕方なく私は自分で

その実態というのを調査したわけであります。 

人口３１，５４０人のあわら市は、１３２の行政区を持っております。そして、

おのおのの行政区の８８歳以上の高齢者の人口に占める割合、そして世帯に占める

割合、その統計的な数値を計算してみました。かなり時間がかかりました。しゃべ

る分は簡単にします。で、この中で雲雀ヶ丘と、メロン園とニコニコ村とケアハイ

ツ芦原、これはどこで育ったということがわからないので、これは省きまして、そ

して、各行政区のそれぞれの数値を出したわけであります。それをここでしゃべる

時間はもちろんないので、それを非常におおざっぱに、まとめて、旧金津町の町内、

旧金津町の郡部、旧芦原町の町内、旧芦原町の郡部ということで、４種類にわけた

わけであります。まず、旧金津町の町内の場合の人口８，４４６人、２，７８６世

帯の中に８８歳以上のお年よりというのが８６人いらっしゃいます。人口比でいう
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と１００人に対して、１．０２人であります。これが世帯になると、１００世帯で

３．０９人ということになります。旧金津町の郡部、これでいきますと、人口９，

１３５人、２，４０７世帯に１６３人いらっしゃいます。人口比でいくと、１００

人の中に、１．７８人です。そして１００世帯の中に、６．７７人ということにな

ります。それでは旧芦原町の場合はどうかというと、旧芦原町の町内は５，１９５

人、２，０９５世帯で６５人、１００人の中に１．２５人いらっしゃいます。１０

０世帯の中に３．１人いらっしゃいます。旧芦原町の郡部の場合はどうかといいま

すと、６，９９０人、１，８９１世帯の中に１０６人いらっしゃいます。これは１

００人の中に１．５２人、１００世帯野中に、５．０６人ということになります。 

非常に顕著にその傾向が現れると思います。例えば、金津町でいうと、町内の場

合と郡部の場合の長寿率が町内１．０２に対して、郡部は１．７８であると、芦原

町の場合は似たような数字ですが、町内が１．２５人に対して、郡部は１．５２人

であると、この違いがどこから出てくるのかということは、例えば町内の場合であ

れば核家族が多い、そういうこともあるだろう、郡部であれば二世帯、三世代同居

が多いというようなことも関係しているのかもわかりませんが、しかし、８８歳と

いう数字にこだわっていってるわけではないけれども、これは生活環境というもの

を考える上で、ひとつの指標になるのではないかなと思うわけであります。 

あたりまえの話となるかもわかりませんがですね、郡部の場合だと、自分の家の

屋敷の中に畑があって、とれたての野菜を日々食べる事が出来る、地産地消の実践

であります。あるいは畑仕事をするということで、日々の十分な運動にもなってい

るでしょう。あるいは畑で土を踏んだり、近くの森林のエキスを浴びて森林浴をす

るというようなことが、健康維持に繋がっているというような事が、こういう数字

の差として表れているのではないかなというふうに思う次第であります。 

なぜ、そういうことを私が今しゃべってるかというと、こういうところに生きが

いのある長寿社会を目指す、ひとつの鍵があるのではないかなと思うからでありま

す。半月ほど前に、私は能登の方へちょっと旅行に行きました。輪島に行ってきま

した。かの有名な輪島の朝市を見てきました。大変な賑わいでした。しかし、そこ

で私が一番感じたことは、地場の海産物、あるいは地場の野菜なんかを持ちこんで

売ってる主役はおばちゃん達であります。おばちゃんていうかおばあさん達であり

ます。しわの入ったおばあさん達が、掛け声威勢よく売っているあの姿というのは、

高齢者が完全に主役になっている場ではないかと私は思ったわけであります。そこ

で、例えばの話、このあわら市の場合でも郡部で取れたそういうものをどっか街の

中央の方で、それこそ、廃店舗、野外でもいいんですけども、そういう所で朝市を

やるというようなことも、活性化のひとつの方法になるのでなはないかなというふ

うに思うので、そういう事も含めて生活を重視するような、そういう視点から行政

がそういうことをサポートしてくれたらいいのではないかなというふうに思う次

第であります。 

そういう事で、数値統計も出しましたし、私の統計に対して市長、なんか思う事
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がありましたら一言お願いします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 大変参考になる数字を教えていただきましてありがとうござ

います。郡部っていうんですか、農村部とまちの中との高齢者の違いというのは、

若い方がどんどん進出してくるからかなと思います。何世帯かありますと、若い世

帯がまちの方に来てですね、お年よりが郡部の方に残っておられるということで、

お隣の丸岡や春江が、若い方がすでに多いっていうような現象が、あわら市の中で

も行われているのかな思っております。 

今、議員ご指摘の高齢者の方も元気に働く、あるいは生きがいを持って働くため

には、そういうような農産物っていうんですか、そういった物をまちの中心部で売

るっていうんですか、そういうような活性化を図ったらどうかという問題等につき

ましては、また後ほど、他の議員さんからもご提案があるようでございますが、そ

ういったことは、高齢者だけでなくてですね、農産物の売買等につきましては、何

か考えていきたいなと思っているところでございます。 

答えになったかどうかわかりませんけれども、よろしくお願いします。 

 

 

◇橋本達也君 

○議長（渡邉重夫君） 続いて、通告順に従い、２９番、橋本達也君の一般質問を許

可します。 

○２９番（橋本達也君） 議長。 
○議長（渡邉重夫君） ２９番、橋本達也君。 
○２９番（橋本達也君） 芦原中学校の建設問題について質問をいたします。 
ご案内のとおり、芦原中学校の老朽化は激しく、その新築は旧芦原町時代からの

最大懸案でありました。旧町時代に設計作業は終わり、合併協議会における新市建

設計画にも謳われている課題であります。 
すこし振り返りますと、そのような中、去る１月２１日付けの新聞紙上において、

当時の松木町長は「心配なのは懸案となっている芦原中の建築問題。建て替えだけ

では特例債は使えない。校区変更など計画を練りなおさないと、かえって負担がお

おきくなる。」と述べられました。これは明らかに一中化を想定した発言であり、

当時設置されていた合併協議会のなかでは触れられていなかった内容でありまし

た。当時の芦原町議会としては全く寝耳に水の驚嘆事であったわけであります。 
当然のことながら、芦原町議会としては再三にわたって松木町長に抗議を申し入

れました。そのようなことが続いたのち、２月１７日開催の芦原町議会全員協議会

に、市長選挙に立候補をされることを前提にしてご挨拶に来られました。その席上、

松木町長は、合併後は芦原中学校新築が最大の課題であると認識している旨を述べ

て、議員の協力を求められました。芦原町の議員はこのご発言を聞いて安心し、そ
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の後の協力体制を確認したところでありました。そして、ＰＴＡをはじめ町民の皆

さんにも芦原中学校新築が進むという話をお伝えしてきたのであります。 
そのような流れがあった一方で、合併と同時に中高一貫教育問題が浮上してまい

りました。特に福井型一貫教育のもつ矛盾点につき、多くの議論が重ねられてきま

した。その議論のなかから、福井県はそう遠くない時期に併設型一貫教育を導入す

るのではないかとの見方が常任委員会でも有力になってきたのであります。 
もしそうなると、これは当然に芦原中学校の新築問題にも大きな影響を及ぼしま

す。将来の生徒数の減少に加え、併設中学を希望する生徒数も考慮しなければなり

ません。さらには、併設型一貫教育を念頭に置く場合とそうでない場合の将来の財

政負担には雲泥の差が出てくるからであります。 
さて、以上のような経緯と状況について、特に旧芦原町の議員は十分に意見交換

を尽くしてまいりました。その結果、旧芦原町に対する思いには絶ちがたいものが

あり、さらには、自分たちが町民の皆さんにお伝えしてきたことへの議員としての

責任にも忸怩たるものがあります。しかし、新しいあわら市の議員として、市全体

の将来を見据える心構えもできているものと、私は確信いたしております。政治は

現実であり、あらゆる要素を総合的に勘案し、最大利益を指向して事を決すべきで

あります。本件についても、多くの要素を戦略的に組み立てるならば、一日も早い

決断が必要であることは、理事者、議会、共通の認識のはずであります。 
そこで市長に申し上げます。 
我々議員は、議員として辛い議論を重ねてここまで到達いたしました。議会の側

はいつでも市長の決断を受けて立つ用意があります。芦原中学校新築問題につき、

市長の決断する条件はすでに整ったのであります。もし、さらに決断を先延ばしさ

れる理由があるとすれば、それはいったいどこにあるというのでしょうか。これ以

上、教育行政を無用に遅延されるのであれば、その責任は一にかかって市長にある

との批判の前に立たされるというべきであります。 
芦原中学校新築問題につき、市長のご決断を求めて質問を終わります。 
○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 
○市長（松木幹夫君） 橋本議員のご質問にお答えいたします。 

議員ご指摘のとおり、芦原中学校校舎の老朽化の現状は相当なものであります。

私も市長就任後早々に現場へ足を運び、状況を確認し、現在学校側がお困りの状況

を少しでも解消するため、補修工事等の応急的な措置を取ったところであります。 

校舎の改築問題につきましても新市建設事業の中でも最優先の課題として、担当

部局に対して早々に取り組みを指示しており、教育委員会でも協議をいただいてお

ります。 

この中で、既に芦原中学校改築の実施設計書が旧芦原町の時代に作成され、約３

０億円の事業予定額であるという事も報告を受けております。議員はじめＰＴＡそ

して旧芦原町の皆様が中学校改築を待ち望んでいることは私なりに実感いたして



 26 

いるところです。 

新市建設計画におきましても学校施設の整備は市民の皆様の期待が大きいもの

であります。しかし、８年前に改築されたました細呂木小学校以外の学校では、校

舎の改修や耐震補強工事が必要な時期となっております。芦原中学校と同時期に建

設された金津中学校でも、体育館や校舎の改修さらには耐震補強工事を迫られてい

る状況であります。 

これらの学校施設整備事業を計画通りに実施した場合の事業費は、相当な規模の

金額になるものと見込まれており、大きな財政負担となるものであります。 

このような状況のなかで、近隣の春江町や丸岡町では県都福井市のベットタウン

として人口の社会増が期待され、学校建設が急がれております。一方、あわら市に

おきましては、このような人口増は望めず、全国平均１．２９人の出生率が示すよ

うに、１２年後の平成２８年には両校の中学校の生徒数が、現在の１００人弱から

７００人を割る見込みとなっております。 

学校教育は、規模の大小により、それぞれに特色を出すことがより重要なことで

ありますが、生徒同士が切磋琢磨することやクラブ活動が盛んになる生徒数は確保

されるべきものと考えております。 

国も三位一体の改革の中で、義務教育費に対する補助金改革を掲げ、地方に効率

的な支出負担を求めてきております。私はこの際、両中学校の統合も視野に入れな

がら、この問題を判断すべきものと考えております。 

このことにつきましては、議員の皆様もそれぞれ、お考えをお持ちのことと思い

ますので、今後ご意見を交換しながら、ＰＴＡや市民の皆様のご意見も十分にお聞

きして、教育委員会の意向を尊重して検討してまいたいと考えております。そして、

皆様のご賛同を得られるならば早急に計画に着手していきたいと考えております。 

○市長（松木幹夫君） 議長。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 今ほどの、現在の生徒数が、１，０００人のところ、１００

人と申し上げたところ、間違いでございますので、訂正いたします。 

 

 

◇篠﨑 巖君 

○議長（渡邉重夫君） 続いて、通告順に従い、５番、篠﨑 巖君の一般質問を許可

します。 

○５番（篠﨑 巖君） 議長。 
○議長（渡邉重夫君） ５番、篠﨑 巖君。 
○５番（篠﨑 巖君） ５番、篠﨑。議長のお許しを賜りましたので、早速、質問に

入らせていただきます。 

竹田川河川美化について、お伺いをいたします。 

地球温暖化から世界各地で、干ばつ、洪水、高温と異常気象が発生をしておりま
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す。本件においても７月の福井豪雨、８月からの相次ぐ大型台風の上陸等、局地的

な集中豪雨により、未曾有の災害が発生をしております。 

あわら市においても、先の台風２３号では、下金屋観測所において、時間雨量３

６ミリ、連続雨量２３８ミリを記録したと伺っており、避難勧告の発動や道路河川

や農作物等に甚大な被害を被り、その災害復旧のための予算が今回、計上されてお

ります。 

改めて自然の脅威を痛感いたした次第ですが、自然災害は必ずやってきますから、

常日頃から道路河川の安全度を高め、水防に対する備えを万全にしておくことが行

政側の責務でありますので、この意味では天災というより人災の側面が大いにある

のではないかと思われます。 

そこで竹田川の河川管理状況、環境美化対策について、３点質問させていただき

ます。 

第一点目といたしまして、私達は竹田川の川辺を故郷として、その流域に昔から

暮らし、多くの生き物と共存しながら、多くの恩恵を潤ってまいりました。しかし、

近年その大切な河川が雑草が繁茂して、美観的に見苦しくなっています。堤防の草

刈は河川と美化愛護活動として各地区毎で行っていますが、年々草刈の回数が増え

てきております。他町村の方法はわかりませんが、各集落、地区毎に草刈の方法も

違っていて、色々と草刈対策に苦慮しているのが現状でございます。 

そこで、堤防の草刈清掃をより一層推進し、河川美化を計らねばならないと思い

ますが、方法、対策についてどのようにお考えか、お尋ねをいたします。 

二点目としまして、台風２３号の時に流れてきたと思われる、空き瓶、空き缶、

ビニール類、発砲スチロール製品等、浮いて流れるあらゆるゴミの大半が、海に流

去ったと思われますが、しかしながら、現在もなお、大量のゴミが河川敷にゴミ捨

て場のように残っています。 

観光都市あわらとしてもイメージダウンです。そこで、河川ゴミの不法投棄と清

掃対策についてお尋ねをいたします。 

三点目といたしまして、河川には多数の係留ボートがあり、ゴミのポイ捨て等、

色々な面で迷惑をしております。三国にヨットハーバーマリーナが完成したと聞い

ておりますが、河川管理面でも問題となっている不法係留ボートの移動撤去につい

てどのような対策、指導が行われているかお尋ねをいたします。 

最後に龍が鼻ダムができ、下流の河川改修が行われ、昔のような洪水に怯える事

は今では考えられなく少なくなりましたが、竹田川の治水、安全度はまだまだ、万

全のものではないですし、維持管理、環境美化対策も十分といえないと存じます。

流域住民が故郷の川に親しみを持ち、安心して暮らしていけるように、河川管理者

と連携を蜜にし、万全な対策を講じていただきたいと存じます。 

以上、いかがお考えかをお伺いをし、私の一般質問とさせていただきます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 
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○市長（松木幹夫君） 篠崎議員のご質問にお答えいたします。 

河川の堤防の維持管理は、本来、河川管理者が行うのが原則となっております。

しかし、管理延長が広範囲に及ぶため、従来から軽微な堤防の草刈り、清掃作業等

の維持管理業務は、地域の皆様のご協力を得て行っているのが現状であります。 

あわら市管内におきましては、宅地や農地が隣接している箇所については、地域

の皆様が自主的に草刈り等行っている箇所もありますが、竹田川をはじめ北潟湖、

観音川、権世川及び熊坂川の各河川の流域には「ふるさとの川竹田川をきれいにす

る会」や「竹田川右岸・左岸を美しくする会」をはじめ、４つの団体が河川の環境

づくりを推進する事業を行っております。 

この事業は、県が管理する河川で地域の皆様が行う河川の堤防の草刈り、清掃作

業等に要する経費を県が補助することで、地域全体で河川環境を保全することを目

的に実施されているものであります。あわら市も河川美化愛護活動事業補助金とし

て、応分の支出をいたしているところでございます。 

平成１５年度までは、年１回分の草刈りに係る経費しか補助対象としておりませ

んでしたが、本年度からは２回分の経費を対象とし、補助制度の充実が図られたと

ころであります。市といたしましては、今後とも積極的に河川美化活動の推進を図

ってまいる所存であります。 

また、台風２３号により漂着した竹田川河川敷のゴミ等につきましては、流下能

力に阻害を及ぼす粗大漂着物については、既に三国土木事務所で撤去しているとこ

ろであります。 

このほかのゴミにつきましては、美観上の問題もありますが、県として対応しが

たい状況と聞いておりますので、今後ともその撤去につきましては、地域の皆様の

ご協力もお願いする次第であります。 

河川への不法投棄につきましては、河川管理者が定期的にパトロールを実施して

いるところでありますが、竹田川の堤防は、車の通行が可能な所が多く、また河川

敷が広いためゴミの不法投棄や野焼きが行われやすい環境となっております。 

ゴミの不法投棄は、ゴミ処理の有料化やモラルの低下などが原因と考えられます

が、防止をするための有効な手段がないのが現状であります。 

しかし、河川の美化を図る上では不法投棄を防止することが必要であり、今後も

パトロールの強化による不法投棄の監視や不法投棄が多い所への不法投棄禁止看

板の設置を行うなど、環境美化に努めてまいりたいと考えております。 

最後に竹田川河川に係留されているボートの撤去についての問題でございます

が、河川管理者の三国土木事務所によりますと、九頭竜川合流地点からあわら市角

屋地係までに約１５０隻の不法係留があり、河川管理や美観上の問題となっている

ようであります。 

しかし、その撤去につきましては、公的な係留地がないため困難な状況でありま

したが、平成１２年度から建設に着手しておりました三国マリーナが来年の４月に

完成いたしますので、この時期に合わせて不法係留の一掃を図るということでござ
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いますのでよろしくお願いを申し上げます。 

 

 

◇加藤精一君 

○議長（渡邉重夫君） 続いて、通告順に従い、９番、加藤精一君の一般質問を許可

します。 

○９番（加藤精一君） 議長、９番、加藤。 
○議長（渡邉重夫君） ９番、加藤精一君。 
○９番（加藤精一君） 本来なら昼からしていただきたいと思うのは、今日は大応援

団が来るという約束をしていたんですが、どうも再質問がなかったもんで、午前中

に回ったものでございます。 

早速、通告順に従い、９番、加藤精一が一般質問をさせていただきます。 
まず、第一点目。あわら温泉の魅力アップについてでございますが、あわら温泉

は、明治１６年の開湯以来、関西の奥座敷と表され、北陸屈指の名湯としられてお

り、多くの文人や著名人に愛されてきました。また、福井県唯一の温泉地でありま

す、あわら温泉は地元はもとより、全国各地から年間１００万人近い方々が利用さ

れているところであります。 
本年は開湯１２０周年を迎えた記念すべき年でもあり、多彩な催しが開催されて

いるところであります。このような状況の中で、宿泊客の話を耳にしますと、温泉

に来て市街地を散策しても何も見るところがない。旅館へ入館してから、入浴する

までの間、あるいは、夕食までの間で、一時間ぐらいで散策する所があればよいな、

という声が聞こえてまいります。 
そこで、現在、舟津地係にあります、観光会館、国際交流センター及び藤野厳九

朗記念館は、歩いていくのには少々遠いと思われます。また、道路幅が狭いなど、

道路事情が悪く、特に冬場には融雪装置がないため、大型の観光バス等の乗り入れ

が困難だと思われます。更には、藤野厳九郎と魯迅の師弟愛を記念として、昭和５

８年５月以来、２１年間の交流を続けてきた中国の紹興市とはあわら市誕生を期

に、この関係を継続し、更に発展させていくことで、あわら市、紹興市友好都市関

係の継続発展に関する議定書に両市長が署名したことも踏まえ、今後更に中国との

関係の重要性を鑑みますと、これらの施設をえちぜん鉄道あわら湯の町駅前にあり

ます、遊休地に移転し、温泉客に散策しながら利用していただけたらどうかなと思

う次第であります。 
また、近くには泉源もありますので、足湯を設置し、癒しの場があれば、さらに

いうことはないかと思います。更には全国各地から入れ込みをしておりますので、

全国的にもあわら市のＰＲが出来ると思われますので、これらの施設の移転並びに

に設置について市長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 
つぎに二点目の、元気のあわら市のＰＲについて質問したいと思います。 
本年の７月以降は、集中豪雨による災害の発生、関西電力美浜発電所の蒸気噴出
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事故の発生など、福井県全体が全国に悪いイメージを印象付けた年となった次第で

あります。更には、平成の大合併として本年３月１日に福井県内第一号の合併とし

てあわら市が誕生しましたが、半年後にはあわら温泉不当表示問題が発生し、あわ

ら市としても、わるいイメージを印象付けられた次第であります。 
先般、温泉不当表示問題の再発防止、利用客の信頼回復に向け、市の観光協会、

旅館協同組合が合同で温泉の状況を統一基準で表示する独自のマークも制定され

たことでもありますし、ここで心機一転、回復したとして、東京都港区にあります、

福井県の施設で、福井県ビジネス支援センター｢ふくい南青山２９１｣を利用し、東

京をはじめ、全国に向けて元気のある、あわら市の情報を発信して、あわら市の活

性化対策の一環としてはどうかと思う次第であります。 
この施設にはレンタルスペースがありまして、このスペースを利用してあわら市

の特産品、工芸品などを展示し、あわらブランドのＰＲの他、観光客誘致対策とし

て、観光情報コーナー、更には企業誘致コーナーなどを設けてはどうかと思います。

開催期間としましては、一ヶ月ぐらいとして、土、日曜日にはＪＡとタイアップし

ながら特産品の食売コーナーを設け、イベントとしては芦原太鼓などを開催し、特

にあわら温泉旅館協同組合女性部、女将の会、あるいは、あわら温泉の若女将で作

る若草会の方々にも、参加していただき、花を添えていただく方策もあると思いま

す。また、多額の開催経費が必要かと思いますが、補助事業の対象になるかどうか

につきましても、なんらかの方法があるかと思いますので、いろんな財源の調達方

策を模索しながら、ぜひ開催して欲しいと思います。このようなイベント開催につ

いて、市長の考え方をお聞きしたいと思います。 
以上二点、よろしくお願いいたします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 
○市長（松木幹夫君） 加藤議員のご質問にお答えいたします。 

まず、観光会館、国際交流センター等の移転問題に関するご質問でございますが、

国際交流センター及び藤野厳九郎記念館につきましては、友好都市の紹興市から寄

贈品や藤野厳九郎先生に関する貴重な資料が保存され、展示されたあわら市の貴重

な財産でございます。しかし、温泉街からやや離れた北の高台に位置しているため、

各温泉旅館に来られたお客様にご利用いただくには、いささか不便な場所となって

おります。 
一方、芦原観光会館につきましては、昭和４５年の建設以来、県内外の各種大会

やコンサート、観光客誘致に向けた各種会議等に利用されてまいりましたが、築後

３５年が経過し、建物、設備ともに老朽化が進んでおります。 

しかし、約７５０人を収容する大ホールを備えるなど、現在でも各種コンサート

や集会など様々なイベント等に利用されております。 

このことから、当会館は当分の間、現施設を有効に活用すべきとの判断から、施

設の一部改修を行い、各種コンサートの開催のほか、市内の音楽グループや芸能愛
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好者の皆様の活動拠点として、利用しやすい施設となるよう整備してまいりたいと

考えております。 

なお、あわら湯の町駅前多目的用地につきましては、関係団体を含めた検討委員

会を早急に組織し、当面の活用方策として、議員ご指摘の「足湯」など温泉を有効

に利用した施設の設置のほか、市民の皆様の協力を得ながら定期的にイベントを開

催するなど、観光客が気軽に散策し、ひと時を楽しめるような利用方法を検討して

まいりたいと考えております。 
また、国際交流センターに保存、展示されている資料等につきましても、空店舗

を活用して、また、セントピアあわら等に展示スペースを確保するなど、観光客だ

けでなく市民の皆様にも気軽に見ていただけるような方法を検討してまいりたい

と考えております。 
いずれにいたしましても、この多目的用地への新会館の建設や国際交流センター

の移設につきましては、関係団体や市民の皆様の幅広いご意見を伺うなど、もう少

し時間をかけて、慎重に検討していく必要があるかとと考えておりますでよろしく

お願いを申し上げます。 
次に福井県ビジネス情報センター「ふくい南青山２９１」の利用に関するご質問

にお答えいたします。 

芦原温泉の県外客の地域別入込み状況は、平成１５年実績で、関西方面で４３％

で、中京方面の２６％と併せて全体の６９％を占めております。一方、東京を含め

た関東方面からの観光客数は、１０％に過ぎない状況となっております。 

しかし、関東方面は、日本の総人口の約３割、３，０００万人を超える人口を擁

するなど、観光のまちあわら市にとりまして、魅力のある巨大な市場でもあります。

今後観光客の誘致に最も力を入れるべき地域であると認識をいたしております。 

これまで、県ビジネス支援センター「ふくい南青山２９１」の利用につきまして

は、閑静なビジネス街に位置していることから、福井県の東京事務所を通して、観

光ポスターの掲示やパンフレットの設置等をお願いしてきたところであります。 

今後も、福井県産業の情報発信基施設である同センターにつきましては、観光ポ

スターやパネルの設置のほか、あわら市の産業・企業情報、市特産品の常設展示や

イベントホールを利用した小イベントの開催など、市観光協会とも協議し、有効な

活用方法を検討してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げ

ます。 
○９番（加藤精一君） 議長、９番、加藤。 
○議長（渡邉重夫君） ９番、加藤精一君。 
○９番（加藤精一君） 今、答弁いただき、ありがとうございます。少し疑問点が一

つありますので、お答えをしていただきたいと思います。 
一点目の観光会館のことですが、先般、全員協議会で１０月の１０日でし

たね、市長が会館を県から打診がありまして、７千万円で取り壊す。もし、

あわら市が引き受けてくれるのだったら、３千５００万円のお金を差し上げ
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るとおっしゃっておりました。 
あの会館は３５年ってご答弁の中で、だいぶ古いと思います。そこで、例

えば椅子なんかにしても、昔はあの大きさでよかったんだと思います。今は

年数が経ちますと体も大きくなっています。椅子が多少狭いと思います。ま

た、それから修繕するのはどうかなと、３千５００万円ではできないかな、

音響施設もあることですし、それと、管理費なんですがね、管理費は旧芦原

町が２００万円程捻出していた、県からは一切管理費はもらっていない、こ

の点について、せっかく旧芦原町が折半して、出損金を出し合っております。

その点を、何で県から維持管理費を貰ってなかったのか、その点を聞きたい

と思います。 
それから、今観光交流センターの中にある、魯迅の資料館並びに写真点、

今のあそこもだいぶ老朽化して、保存方法が悪いと聞いております。せっか

く、紹興市からいただいた、また、預かってるそういうものに対してはやっ

ぱり、いいところでせっかく今年のあわら市と姉妹都市締結も行ったことで

すので、先ほどはあわらセントピアでそういう展示をしたいといっておりま

すが、それは出来るまでの間はそうしていただきたい、ぜひ、今の遊休地に

ぜひ、移転していただきたいと思います。 
それから藤野厳九郎さんの、台風２３号によって修繕を、１０万円の補正

が上がっておりますが、その分も一緒に移転していただきたいと思っていま

す。 
それから、その点も質問、お願いいたします。それから、１０月の議会運

営委員会の研修視察の中で、研修を終えた後に、東川議員が声をかけて、足

湯を一回浸かってみんかと、足湯ってどんなもんかなと、まず、旅館には内

風呂があるんですけども、屋外に足湯っていうのはどんなもんかなと、美浜

町にあります、千鳥苑、いわゆる五木茶屋でございますが、そこで足湯を浸

かっておりました。１５分ぐらいすると、あったかくなるなと思いまして、

それからそのちょうど入ってきた時に団体さんの予約が入りまして、生ビー

ルとセットということで２０人のお客さんがありました。これはいい商売に

なるな、これを利用したらどうかなと思っておるところです。そこは美浜町

にある温泉の大久保ってところから２キロぐらいはなれているんですわ。そ

こで、今の遊休地は泉源が３本もあると聞いております。その温度も６０度

以上の温度があると。ぜひ、その場に、せっかくその自然な泉源があるので

すから、ぜひ取り付けていただきたいと思います。その点についてもご答弁

をお願いいたします。 
○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
○議長（渡邉重夫君） 市長、松木幹夫君。 
○市長（松木幹夫君） 加藤議員の再度の質問にお答えいたします。 

観光会館の問題につきましては、これまで県と財団を作って管理をしてき
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てまいりました。私も詳しいいきさつはわかりませんけれども、当時県が建

てて芦原町に移管したいという話があったそうでございますけれども、北川

県会議員がだいぶんがんばって、その財団を作る話になってですね、今日に

いたったという話を聞いている。その辺のいきさつについては詳しくはわか

っておりませんけれども、県がある程度、大幅な修繕の時にはお手伝いをし

ていただけるというようなお話があったんかなと思いますけれども、現在、

県としましては財団を解消したいと、いわゆる福井県下にありますそういっ

た第三セクターっていうんですか、県が関与しているそういった事業団を全

部解消していきたいっていうことで、この観光会館の財団につきましても、

ずいぶんと前からお話がございました。今ほど議員ご指摘のように、壊しま

すと、ざっと見積もりで７千万円ぐらいかかるだろうということで、今交渉

している最中なんでございますが、半分ぐらいは出していただけるのではな

いかと、壊す場合ですね。市としましては先ほども申し上げましたように、

引き続き今の会館を利用して、いろんな形でイベント等に有効活用していき

たいということでございますので、今のままでは非常に利用しにくい部分も

ございますので、改修をしたいということで県から一部、壊す金を当ててで

すね、それと市の特例債を検討しているところです。それらがうまくいけば、

観光会館の改修に踏み切りたいとおもっています。 
今のところ予算額で、試算、見積もりをしましたところ、１億２千万から

３千万ぐらいかかるんじゃないかなっていうお話です。なぜこれを議会の皆

さんにも詳しく、合併特例債等のその関連が認められるっていうか、そうい

うようなことになれば、またご相談したいなと思っておりますが、そういう

形でこれから観光会館をもっと有効利用できるような物にしたいと思ってま

す。ただ、今、議員言われるように、椅子が狭いので椅子を広げるとかなり

の大改造になるかなと思うんで、その辺はちょっと問題点はあるかと思いま

すけれども、たくさんの方にもっと積極的に利用していただくようにしてい

きたいと考えております。 
それから交流センターの話でございますが、保存状態が非常に悪いってい

うことでございます。これは私も何回か見させていただきましたし、担当の

秘書広報課の方でも非常に保存状態が悪いので、大変貴重な資料をあのまま

飾っておくのは劣化する恐れがあるのでございますので、大事なものについ

ては復製品を掲示しておいて、しかるべき所へ預けたらどうかって話を今、

検討いたしております。 
交流センターの陳列につきましては少し考えて行きたいなと思っておりま

す。ただ、今議員ご指摘のように有楽荘跡地に移転したらどうかと、藤野厳

九郎さんの屋敷等についても移転したらどうかっていうことでございますが、

これについては有楽荘跡地をどういう具合に将来利用していくかってことの

計画っていうんですか、皆さんのいろんなご意見を元にして、決めて行きた
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いなと思います。 
交流センターとか藤野厳九郎さんの屋敷等については下に降ろしていかな

ければ温泉のお客さんが見にこれないというそういったこともございますの

で、将来的には考えていきたいと思っておりますけれども、今は新しく合併

したばかりでございますので、他のやることもたくさんございます。そうい

ったことで、同時にはちょっと進めにくいかなと思いますので、十分皆さん

のご意見を聞きながら有効活用をして行きたいと思います。 
それから、もう一点の足湯つきまして、非常に足湯についてはこの前あわ

ら温泉の女将さんの会ともお話をさせていただきまして、ご提案がございま

した。それらについては私も先週１２月３日から５日まで坂井郡の町長さん

方と嬉野温泉に視察に参りまして、嬉野温泉の泊まった旅館が入る所に喫茶

コーナーがございまして、喫茶コーナーの中に足湯があり、お茶を飲みなが

ら足湯につかって、来たお客さんが楽しんでいると、宴会が終わりましてか

ら二次会で居酒屋風のところにも、足湯がありましてビール飲みながら、歓

談しながら、足湯に浸かりながらっていうことで、非常にお客さんが喜んで

おりましたし、私も非常に楽しかったので、これらを参考にしながら、今、

先ほども申し上げましたように委員会を立ち上げてですね、そういったこと

も検討してまいりたいなと思っております。 
○９番（加藤精一君） 議長、９番、加藤。 
○議長（渡邉重夫君） ９番、加藤精一君。 
○９番（加藤精一君） 今、前向きな、近い将来にはやっていくということでござい

ます。 
話は戻りますが、観光会館のことで、もう一回聞きたいんですけど、今、

合併特例債で、その、使えたら使うって、修繕費に１億３千万ほどかかる、

そのような金をかけるぐらいやったら、そこへ、新規な場所へ建てるなり、

その方が私はよかろうかと思います。その間、壊している間は、いろんな、

トリムパークとかございますので、そういう所を利用していただきたいと思

います。 
次の二点目について、再質問をさせていただきたいと思います。 
二点目の元気のあわらＰＲについてということで、たしか９月の、丸岡町

主催で２日間イベントを行っております。それは大盛況でございまして、そ

の費用というには、やっぱり文化事業振興団から捻出しているそうです。そ

ういう補助金があると思いますので、今度、副市長が県から来たとなってお

ります。県とのパイプをうまく利用して、その点、副市長にその点をお答え

していただきたいと思います。 
それから、この前、新幹線問題で、２５、２６日って行ってきまして、研

修を終えた後、私だけ別行動をさせていただきまして、そこで南青山にある

県産業支援センターを一回、今度二度目ですが、どういうふうになっている
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かと、一回この目で確かめに行きました。 
そこに前回、金津町議会の時、広報委員会で視察にも寄らせていただきま

したが、その３年前ところっと変わりまして、一階は福井県の特産、めがね

とかそういうなものが置いてありまして、問題のパンフレットとか、それを

前回もなかったので、今回もあるかなと思ってみたら、やっぱりないいんで

すわ。それが芦原町のだけ、ちょっとね、旧芦原町のマップ、パンフレット

とありました。今回あわら市となりまして、あわら市のパンフレットを大至

急作っていただきたい、そこがまずＰＲの根底かなと思います。 
また、あわら市観光協会も、来年２月を目指して作っているところでもあ

りますので、どうか一つ、作っていただきたいと思います。 
その点を一回、もう一度お聞かせ願いたいと思います。 

○副市長（坪田雅一君） 議長、副市長。 
○議長（渡邉重夫君） 副市長、坪田雅一君。 
○副市長（坪田雅一君） 加藤議員のご質問にお答えをいたします。 

ふくい南青山２９１の活用にですね、その中でもイベントをそこでやった

らどうかということで、その補助金等も考慮せよということございますが、

先ほど文化振興事業団の補助金があるのではないかとのご質問でございます

が、これらにつきまして私も今一度、調査をしまして、もしそういう物があ

りましたら、市の観光協会、旅館組合を通じまして、いろいろと協議をして

まいりたいと思います。 
それから、パンフレット等の展示につきましては、今後、観光商工課とも

協議しまして、有効にですね、南青山２９１を活用できるように検討を重ね

て行きたいというふうにう思いますので、よろしくお願いいたします。 
○９番（加藤精一君） 議長、９番、加藤。 
○議長（渡邉重夫君） ９番、加藤精一君。 
○９番（加藤精一君） 有効に使わせていただきたいと思います。 

あと一回ということで、副市長からの答弁、誠にありがとうございます。

そういう補助をね、職員らも一生懸命、取れる物は取る、丸岡町は本当に勉

強しております。その点も職員上げて、ぜひ補助制度を勉強して、少しでも

たしにしていただきたいと思います。 
こんな訳で、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。 
○議長（渡邉重夫君） 暫時、休憩いたします。 

（午後 11時 57 分） 

 

 

○議長（渡邉重夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 13時 00） 



 36 

 

 

◇関山博夫君 

○副議長（見澤孝保君） 続いて、通告順に従い、２番、関山博夫君の一般質問を許

可します。 

○２番（関山博夫君） 議長、２番、関山。 

○副議長（見澤孝保君） ２番、関山博夫君。 

○２番（関山博夫君） ２番、関山で御座います。 

議長からご指名を頂きましたので、私の一般質問をさせていただきます。 

「光陰、矢の如し」とは、聞き慣れた諺でございますが、この三月市町村合併さ

らに、市町村合併から早九カ月が経過いたしました。合併記念祭も無事に終了しつ

つあると実感しております。しかし、災害に見舞われた今年でもございます。残す

ところ半月弱となりました。 
あわら市、さらに福井県下にて、又全国各地で発生し被災された皆様には、この

場をお借り致しまして心から、お見舞い申し上げたいと思います。 
私も生をいただき、後になって知った訳でございますが、先ほど、牧田議員から

もご紹介がございましたが、私は阪神大震災の年に生まれております。失礼しまし

た、福井大震災の年に生まれております。先の阪神大震災、そして今の中越地震と、

地震という物がいかに私たちの生活に突発的に脅かされるかということは、昨日の

北海道の地震を見ても、よく自分の身につまされるところでございます。子供心に

おきましては、旧芦原町では大火というものに見舞われました。子供心に驚愕しな

がら、黒い煙、あるいは真っ黒な煙さらに、真っ赤な炎に怯えながら鞄を担いで逃

げ惑ったということも、今、震災の話を聞きます度に、そういう思い、更に水害の

思い、そういうものが本当に身近にあるものだと、災害が身近であるということを、

今の情報でですね、切々と蘇ってまいります。 
さて、私が申すまでも有りませんが、昨今の社会は、本当に日々刻々と目まぐる

しく変化をとげております。この社会の変化に、我があわら市民各位も、精一杯が

んばっていらっしゃることだと思います。そのご努力を心からお察し申し上げると

ころでございます。 
さて、質問に入らせて頂きます。 
学校給食に、地産の農産物を積極的に取り入れられるお考えは無いでしょうか。 
先程触れました災害は、農業者の方々が我が子のように手塩に掛け、育み、慈し

まれた宝物であるところの、自慢の農産物を度重なる風水害にさらされて、天候そ

のものがまた、大きな変調を来すことになったのでしょうが、本当に心痛むもので

ございます。 
幸せは、待つことで訪れた時代は過ぎ去り、安心な生活は待っているだけでは、

確保できない時代に入ったのではないでしょうか。「待って幸せは来る。」穏やかな

時代は遥か遠くに去ってしまった感が致します。 
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学校給食に地産の米、また地産の野菜などを子供たちの成長のために、「食育」

として、実施出来ないでしょうかとお尋ねしたい訳でございます。 
私が申し上げるまでも無く、我があわら市には先人が築き上げてこられた、広大

な水田と同時に畑作園芸地が存在している訳でございますその北部丘陵地は、名実

共に、福井県が誇る農業の最適な場所であると私は信じております。 
昨今の子供たちの教育現場を鑑みても、内に籠もって、或いは他人に殺傷される

というような、そういう事が日々報じられている訳でございますが、その北部丘陵

というものがですね、農業適地が今、虫食いの状態であるということも聞いており

ます。 
その様な中、子供達にとって、食は健康で健全な発育のためであり、欠かすこと

は出来ないわけでございます。幼児、児童、生徒、先生が一同に食する共通の食材

をもって、食するところの給食というものが、いかに重要なこれからのファクター

になろうかというふうに存じております。 
賑やかで話題の一つになるのです。それが産地、いわゆる地産というものを、例

えば先生からの紹介、そして子供達は家のおじいちゃん、あるいはおばあちゃん、

自分のお父さん、お母さん、あるいは兄弟の人たち、お兄さんが作ったものだよ、

そういうふうな物が口に出てくるということは、我が地に対するプライドの一つ、

あるいはブランドの一つであると存じます。そして、郷土の誇りであると存じます。 
例えて申すならば、鮭は、育ったその川に帰って来る。ツバメも育てられた、元

の巣に帰って来る。郷土とは自分の遺伝子であり、愛され育てられた地域の親の愛、

友人の愛、友人との友情で交換された思い出とか、近所の付き合い他者の情、いろ

いろそういう物で成り立ってくるんではないかなと、そういうふうに存じておりま

す。 
人間形成には、欠かせない故郷の食事、一日三回の食事の中でですね義務教育に

課せられた、今は小さい子供の時から預けられた、その他人の場で与えられる食事

というものが、いかに重要なファクターになっているか、そういうふうにも存じて

おります。そう考えますれば、物心が付く保育園から始まる義務教育終了までの１

４、５年間の間、学校給食は、教育にとって最も重要なファクターの一つであろう

と存じます。 
自分たちの土、自分たちの土地で、出来た産物、自分たちの祖父母、自分たちの

父母たちが、手塩に掛け、慈しみ育んだ我が子のような宝物、それらの食材が、子

供たち自分自身の血となり、肉となり、さらには、活動の源になり、知恵となるの

ではないでしょうか。健康的で、健全な子供たちの成長に欠かすことが出来ません。 
また、都会に暮らす子供たちがいくらうらやんでも、満たすことが出来ない元体

験ではないでしょうか。学校給食に地産を取り入れたメニューづくりこそ、我が市

が誇れる教育であり、食育でありませんか。 
そこでお尋ねを申し上げます。教育が機会均等であるならば、食こそ共有出来る

少ない教育の場では無いでしょうか。自分が住む場所の再発見を含め、我が市が、
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如何に素晴らしい場所であるか、学校給食にさらに積極的に、地産の食材を取り入

れるかの、お考えをお聞かせ頂きたいと存じます。 
さらに学校給食を通した、我が市の素晴らしさを広く知らしめるためにも寄与す

るのではないでしょうか。地産の食材をふんだんに使ったそれぞれの家庭食の食卓

だけでは無く、全員が一同に味わうことの出来る学校給食の現場で、地産を味わう

体験、同時に喜び楽しみは、郷土あわらを、実感出来る数少ない場面ではないでし

ょうか。 
地産を味わうことの出来る学校給食と農業という産業に専門特化せず、幼児時か

ら、児童、生徒さらには生涯にわたって我が地に生きる者の暮らす住民のプライド

とブランドの一つでありませんか、とお尋ねをさせていただきたいと存じます。 
さらにもう一つ、お尋ね致します。我が市が誇る、あわら市のイメージアップの

為に、老朽化し、膨大な管理費用が年々嵩む、街路灯を総合振興計画に盛り込まれ、

整備されるお考えはございませんでしょうか。 
新市誕生時、新生なる我があわら市は翩翻と翻る新あわら市の誕生祭のペナント

がたったのが、本当に記憶に新しい、春まだ浅き日差しのよき日でございました。

私もその現場に行って、旗付けをさせていただいたわけでございますが、その旗付

けをさせていただいた、その街路灯というのは、外見には満足に見えるが、既に、

役目を果たしている感がございます。 
実は、この街路灯は大規模な修繕というものを行いまして、昭和五十年代に元芦

原町長斎藤五郎右衛門町長の時代でございました。この街路灯は、観光資源の数少

ない観光地あわらは、おしゃれなの湯の町で柳と街路灯で、数少ない観光資源に花

を添えて来たわけでございますが、これは観光あわらで、勤しむ者、暮す者、生ま

れ育まれて来た者の生活に無くてはならない公共の明りでございます。 
他所にいって、夜戻って来た時にほっとする明かり、お帰りなさいと優しく迎え

てくれる、懐かしい安心と安全の明かり、学生たちが学習塾から帰り道を急ぐ学童

たちの明日の再会への約束をする明かり、観光客が連れだって、温泉街を闊歩する、

下駄の音が響く明かりであります。和服姿で、ほろ酔いの芸妓さんや、接待さんが

勤め帰りの道を急ぐ安心安全の道の明かりでもございます。仕事に向かうマッサー

ジ師さんたちが白い杖を付いているその状況も目に鮮やかでございます。家族と共

に日々の疲れを取り、明日の暮らしのために、急ぐセントピアへの足取、風呂帰り

に蕎麦屋さんの暖簾をくぐり抜けるそういう状況もその明かりの元でなされてい

る訳でございます。夜間に集う人達の、湯の街の風情であり、いすれも、芦原温泉

街の日々の営みのためであり、大切な街のパブリックモニュメントであり、重要な

観光資源でございます。 
我々の暮しを、営みを３６５日、一日も欠かすことが出来ない街路灯。しかし、

老朽化は進み、水位が高く、湿気が強く、塩分の強い温泉場に、この鉄製であり、

電食に弱い鉄製の街路灯の老朽化は一斉でございまして、風化し、さらに一斉に倒

れることにもなります。経過する時間と共に、危険と風化が進み、その復旧には毎
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年多額の経費や危険が及ぶようになっております。 
そこで、お尋ねを致します、生活者、通学者、観光客が、気持ち良く和やかに、

穏やかに、行き交うために、市長公約の安心と安全のまちづくりに対して、農業と

観光、そして工業の町づくり、新市あわら市のさらなる発展のために、新市誕生に

ふさわしい明かりの整備、明かりの街導入に向け、それを総合振興計画に盛り込ま

れるおつもりはございますでしょうか。以上二点につきまして、私の質問とさせて

いただきます。 
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○教育長（児島博光君） 議長、教育長。 
○副議長（見澤孝保君） 教育長、児島博光君 
○教育長（児島博光君） 関山議員のご質問にお答えいたします。ちょっと声を痛め

ておりますのでお許しを願いたいと思います。聞こえますか。 
まず、学校給食への地元産の農産物の使用に対するご質問でございますが、もと

より学校給食は、栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、成長期にあ

る児童生徒の健康の保持増進と体位の向上を図るほか、食事に対する正しい知識、

望ましい食習慣等を理解させ、日常の生活に生かすことができる能力や態度を育て

ることを目的としております。 
さて、あわら市の学校給食は、金津地区は自校給食、芦原地区はセンター方式の

二つの方式を利用しております。 
この中で、議員お尋ねの地場産品の使用につきましては、県の調査によりますと、

平成１５年度５月分の県の調査によりますと、金津地区では中学校と５つの小学校

で穀類、芋類、豆類、野菜類などの食品数３２７品目の内、市内産６品目、県内産

３３品目の計３９品目が使用されております。一方、学校給食センターでは、青果

物５７品目のうち、市内産３品目、県内産９品目の計１２品目が使用されておりま

す。 
今後とも、学校給食の目的を十分尊重し、安全、安心を基本に、地元産品を今ま

で以上に取り入れてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 
○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
○副議長（見澤孝保君） 市長、松木幹夫君。 
○市長（松木幹夫君） ２点目のご質問にお答えいたします。 

議員ご指摘のとおり、芦原温泉の街路灯は、昭和５０年代後半に整備されたもの

で、老朽化が著しく、一部支柱の腐食等が目立つ状況でございます。 

芦原温泉は、県内外から年間１００万人余りの観光客が訪れる宿泊観光地であ

り、温泉街の景観の一つのポイントである街路灯の整備は、観光の街として、大変

重要なことと考えております。 

さらに、田園地帯に位置し、自然景観や街並の風情に乏しいことから、街路灯の

整備にあたっては、車道や歩道、街路樹などと調和を図るなど温泉街全体の修景色

に考慮した構想のなかで、検討していくべきものと考えております。 
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このことから、今後策定を予定しております金津、芦原両市街地に係る中心市街

地活性基本計画の中で、街路灯整備も十分考慮して、取り組んでまいりたいと考え

ております。 
一方、平成１４年５月に、芦原温泉観光協会を中心に、商工会青年部と行政担当

者で構成する中心市街地活性化検討委員会が組織され、翌年５月には最終報告がな

されているところであります。 
この中で「おしゃれ湯のまち、あわら」の遊歩空間づくりという考え方がまとめ

られております。この報告書でまとめられているとおり、街路灯の整備だけでなく

て、既存の景観を取り込んだ一体型修景整備として進めることが重要であると考え

ておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 
 

 

◇穴田満雄君 

○副議長（見澤孝保君） 続いて、通告順に従い、１５番、穴田満雄君の一般質問を

許可します。 

○１５番（穴田満雄君） １５番、穴田。 

○副議長（見澤孝保君） １５番、穴田満雄君。 

○１５番（穴田満雄君） ただ今、議長の指名がありましたので、次の事について質

問をさせて頂きます。 

その前に、本日、たくさんの傍聴者がおられる中で、質問ができることは、誠に

光栄に思っております。ありがとうございます。 

ところで、最近、地球環境保全という言葉をよく耳にしますけれども、環境問題

の憲法ともいうべき環境基本法では、次のような定義がなされております。地球環

境保全には、人の活動による地球全体の温暖化、又はオゾン層の破壊の進行、海洋

の汚染、野生動物の種類の減少、その他の地球全体、又は、その広範な部分の環境

に影響を及ぼす事態に係わる環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに

国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいうとしてあります。 

又、この法律において、公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他

の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音公害、

振動、地盤沈下、及び悪臭によって、人の健康、又は生活環境に係る被害が生ずる

ことをいうとあります。これらを典型７公害とも規定されております。 

日本の環境問題は、自然保護問題を出発点とするアメリカとは違い、地域住民の

生活環境を破壊し、健康に被害を与えた公害が社会問題化し、環境への意識が高ま

ったと言われております。 

戦前期の公害の中では、足尾銅山における足尾鉱毒事件、富山におけるカドミウ

ム汚染に起因するイタイイタイ病、戦後では産業公害で熊本水俣病、新潟水俣病、

四日市喘息等、交通公害では空港、新幹線の騒音公害、道路公害、それから都市及

び生活型公害では自動車の排気ガス、生活排水、ごみ問題等があります。薬害、食
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品公害では、森永ヒ素ミルク、カネミ油症、サリドマイド渦、スモン病等があり、

殺虫剤に使われるＤＤＴ等のよる農薬汚染等が、１９５０年から１９６０年に続発

しております。 

これらの公害問題に対して、ようやく実効的な公害規制の体系が確立されました

のは、７０年１２月の国会で公害関連１４法案が一挙に成立してからです。ですが

近年においても、産業廃棄物問題、ダイオキシン問題、ハイテク汚染問題、薬害エ

イズ問題が続発しており、公害問題は途絶えることなく今日も続いている問題です。 

これらの中で、地域住民の生活環境までも破壊する産業廃棄物に関する問題があ

ります。産業廃棄物の定義は、事業活動に伴って生じた廃棄物で公害防止のため、

燃穀、汚泥廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等ですが、これらは原則と

して事業者自らの責任において処理しなければなりません。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、目的として、廃棄物の排出を抑制し、

及び廃棄物の適正な分割、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生

活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを

目的とすると定められております。これは、廃棄物の排出を抑制するとともに、廃

棄物を適正に処理することによって、生活環境を清潔に保持し、公衆衛生の向上を

図るものです。 

又、廃棄物の処理の内容として、その保管や収集、運搬、再生、処分等を明示し、

処理する場合にも廃棄物として排出されたものを焼却等によって中間処理するな

どの最終処分に止まらず廃棄物の排出を抑制するとともに、廃棄物の減量化や再生

を積極的に推進することが重要であるとされています。 

本市にも廃棄物処理業者がたくさんあります。しかしこの業者の中には、地域住

民の要求を無視して、老朽化の激しい施設を利用しているため、強烈な悪臭が発生

し、カラス等がたくさん集まって収集された廃棄物等をエサとしているとのことで

す。地元地区を始め、周辺地区の皆様が一致団結して、生活環境の破壊を防ぐ為、

この悪質業者に対し、再三再四にわたり撤退、改善、修繕等の申し入れをしており

ます。 

本市は観光と農業並びに工業を主として発展させていかなければなりません。先

般は温泉の不当表示により、観光面で大きな打撃を受けたところです。これに追い

討ちをかけるように、今述べた問題のような悪い風評が蔓延しますと致命的となる

ばかりでなく、環境基本法にもあります、住民の健康で文化的な生活の確保にも影

響が出てきます。 

公害撲滅の観点から市当局として、この様な悪質業者の事業内容をどこまで把握

しておられるのか、又、どのような監督指導をしているのかお聞かせ願いたいと思

います。 

次に、登下校中の児童の安全確保、安全対策についてお尋ねいたします。 

先般、奈良市の小学生１年生、有山楓ちゃん７歳が、下校中に誘拐され、殺害さ

れた事件が発生しましたが、いまだに犯人に直接結びつく手がかりがつかめていま
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せん。日を追うにつれて、これまでに例を見ない残虐な手口が明らかになっており

ます。 

女児殺人事件は殺された女の子が安全のために持っていた携帯電話で殺害した

写真をメールで母親に送りつけるという、残酷非情な犯行だといわれています。捜

査本部は、殺害された女児の母親の携帯電話に送信した位置やメールに送らた写真

を割り出し、犯人逮捕に全力を挙げているということですが、今のところ犯人は見

つかっておりません。 

この事件が起きる事前に現場付近では不審な男が目撃されたという情報もあり、

奈良県教育委員会は、市町村教育委員会から提供された不審者情報も子供を守るべ

き安全対策に活かされておらず、杜撰な管理が問題になっています。 

全国的に子供をターゲットにした凶悪犯罪が多発しております。県内でも連れ去

り未遂や暴行などの被害が相次いでいます。県教育委員会のまとめによりますと、

県内でも今年４月から１１月上旬までに不審者による被害は、４３件発生し、前年

度の３５件を大きく上回っています。特に集団下校をしていても最終的には一人に

なる場所が狙われやすいとなっております。 

１０月に入って不審者によると見られる事件について触れてみますと、１日には、

鯖江市内の小学校に子供を川に放り込むという脅迫電話があり、一時は騒然となり

ました。１１日には、福井市内の中学３年生が何者かに襲われ、けがをするという

事件が発生しております。これを受けて県教育委員会は１２日に県内、小中学校に

対して登下校時の児童の安全確保を徹底するよう呼び掛けております。登下校中の

安全確保は、まず子供たち自身が自分の身を守るという意識を徹底させることも必

要です。しかし、それと同時にＰＴＡや地域の人達の協力を得ることも欠かせませ

ん。 

空恐ろしい事件を都会で起きた特異な事件として片付けるわけにはいきません。

どこでも起こりうる危険性を認識する必要があります。登下校中の児童の安全確保、

特に下校時の安全確保は困難であります。なぜなら、低学年と高学年で下校時間が

異なり集団下校が難しい。下校時は開放感から子供の気が緩む等の意見もあります。 

しかし、このような残酷非情な事件を教訓に、本市として通学路対策をどのよう

に考えているのかをお聞かせ願いたいと思います。 

以上を持ちまして、この場からの質問をおわります。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○副議長（見澤孝保君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 穴田議員の一つ目のご質問にお答えいたします。 

まず、産業廃棄物対策に関することでございますが、産業廃棄物処理施設には、

焼却、破砕、選別、発酵など数種類の処理内容の施設があり、その業種ごとに施設

設置の許可や処分業の許可、収集運搬業の許可等を県から受けて事業者が事業を行

っているわけでございます。 

これらの事業者は、廃棄物に関する法律や公害に関する法律を尊守し事業を行わ
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なければならず、ダイオキシンや排水の水質、臭気などの環境基準値を上回らない

よう努めることが義務付けられております。 

市や県では公害が発生しないよう随時パトロールを行い、また、市職員５人が県

知事から併任辞令を受け、産業廃棄物処理施設への立ち入り調査も行うほか、事業

主に公害防止協定を締結するよう働きかけております。 

必要な事業所に対しては、定期的な公害測定調査を行わせ、その測定結果を報告

させております。また、市独自でも公害測定調査を行い、監視に努めているところ

であります。 

なお、これらの調査により基準値を超える測定結果が出た場合には、県が業務改

善勧告や業務改善命令を発し、施設の改修等を行わせております。 

基準値を超えない場合でも、例えば臭気などでは、地域住民の多くが悪臭と感じ

るようであれば、生活環境に影響を及ぼさないよう、事業主に対し、適切な改善措

置を講ずるよう指導を行っているところであります。 

議員ご指摘の件につきましては、横垣地係で平成１４年９月に県の処分業の許可

を得て、汚泥、木くず及び動植物性残さの３種類の産業廃棄物を発酵させて堆肥化

を行っている施設において、平成１６年７月頃から臭いが強くなり、宮王区、向ヶ

丘区などの周辺住民から苦情の電話が入るようになり、８月２７日には宮王区の役

員、１１月８日には、老人ホーム「ケアハイツ芦原」施設長が苦情相談に来庁され

ております。 

市の対応といたしましては、再三にわたり坂井健康福祉センターとともに現場確

認を行い、脱臭装置の増設をはじめとする改善指導を行ってまいりました。 

また、１１月１６日には、市議会環境対策特別委員会が現場の状況を確認し、今

後の対応について検討いたしております。 

さらには、１１月１８日に県廃棄物対策課、坂井健康福祉センターとともに３機

関で現場確認を行い、２９日に今後の対策について事業者から事情を聴取したほか、

１２月１日には県畜産課も交えて発酵作業状況を主とした現場調査を行っており

ます。 

これらのことを踏まえ、今後の改善策について文書で回答するよう事業主に指示

をいたしておりますのでよろしくお願いを申しあげます。 

○教育長（児島博光君） 議長、教育長。 
○副議長（見澤孝保君） 教育長、児島博光君。 
○教育長（児島博光君） ２点目のご質問にお答えいたします。 
全国的に子供を狙った凶悪犯罪が多発するなか、奈良市の小学校１年生が下校時

に誘拐、殺害される事件が発生しております。この事件に伴いまして、県教育委員

会から１１月２４日付けで、登下校時における幼児、児童・生徒の安全確保に関し

「不審者に対する登下校時の安全確保の徹底について」の通達がきております。 
教育委員会では、これを受けて直ちに学校長に周知し、学校や地域ぐるみで子供

の安全確保に万全を期すよう指示をしたところであります。 
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さらに、去る１２月３日には臨時の校長会を開催し、児童の安全対策について、

学校や地域での取り組みを強化し、不審者の犯行から子供を守るための取り組みに

万全を期すよう、重ねて指示いたしております。 
これまでも不審者対策につきましては、各学校や保護者会で独自の安全対策を講

じておりますが、特に今回の凶悪犯罪を契機に、ＰＴＡが腕章をはめ、保護者の皆

様の巡回を検討している学校もございます。 
また、子供の下校時の「声かけ犯罪」への対処法として、あわら警察署員やあわ

ら市防犯隊員が学校へ出向き、児童に注意を促すなどの安全対策を実施いたしてお

ります。 
今回の事件は、どこでも起こり得る危険性をはらんでいるものでありまして、「目

をかけ、声をかけ、愛をかけ」を念頭に、地域の皆様のご協力を最大限にいただき、

地域ぐるみの大きな取り組みをすることが不審者に対する最大の防御であると考

えておりますのでよろしくお願いいたします。 
○１５番（穴田満雄君） １５番、穴田。 

○副議長（見澤孝保君） １５番、穴田満雄君。 

○１５番（穴田満雄君） 今ほどは市長から答弁を受けたんですけれども、私が聞き

およんでいるとこによりますと、その、固有名詞は差し控えます。横垣地区にある、

悪質業者なんですけれども、平成１３年の創業開始の時には、ある町のある町会議

員が役員として、名前を連ねていた。町会議員の方がそうやって、名前を連ねてお

りますと、地域住民といたしましては、えらい人が付いているのかと、えらいかど

うかわかりませんけれども、町会議員さんが付いているのかと、それでは余り、目

に余ったようなことはやらないであろうと、それを信用しまして、それともう一点

は、ここに永久的にここで創業するわけではないと、近い将来いい場所が見つかれ

ば、そこに移転するんだと、この二点でもって、地区住民の方は、一時的なら仕方

ないやろうと、あるいは、町会議員さんが付いているんなら仕方ないやろうと、こ

ういうことでオーケーサインを出したと、ですが今ほど答弁の中で触れましたよう

に、時間が経つにつれて、悪臭がひどくなってくると、あるいはカラスの発生がひ

どくなってくると、そうしますと地元住民としても耐え兼ねてですね、地元だけじ

ゃなしに、全部で１０戸ぐらいあるんですかね、風向きによっては私も二面に住ま

いしておりますけども、私らのところまで悪臭が飛んでくると、そうしますと、先

ほども私、一般質問の中で言いましたが、国民は健康で清潔な生活をすることが補

償されております。ですが、そういう悪質業者がいるばっかりに、その環境を破壊

してしまうと、ですから市長はそれなりに、県あるいは保健事務所ですか、そうい

う方々といろいろな相談をしてやね、対応を考えています。そういう物の言い方さ

れておりましたけれども、私、スタートの把握が間違っているんじゃないかと、と

言いますのは、今言いましたように、平成１３年度にスタートした時には、ある町

の町会議員の名前を連ねてあった、あるいは一時的な物ですと、永久的にここで操

業、事業するつもりはありませんと、この言葉に、この二点でもって、地元住民の
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方は騙されてしまったと、そうしますと、これはあくまで口約束ですけれども、そ

ういう地元住民にしてみれば、そういう書類を交わす、書類を交換すると、おそら

くそこまで深く考えなかったじゃないかなと、といいますのは何回もいいますよう

に、ある町の町会議員の名前が書いてあったと、そうなると信用せざる得ないと、

私もがその立場におれてば信用します、ですからスタートの把握が間違っているん

じゃないかと、だからある面では、生ぬるい対応をしているんじゃないかと、私は

こういう捉え方をしているんですが、市長、いかがなもんですか。 

○市民生活部長（山田重喜君） 議長、市民生活部長。 

○副議長（見澤孝保君） 市民生活部長、山田重喜君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 穴田議員の質問にお答をいたします。 

たしかに、平成１３年頃、旧芦原町時代にですね、事業者が進出したということ

は間違いございません。 

先ほど申しましたように、当初は、一時的なものであるということで、昨日１１

集落関係団体が来まして、事情をお聞きしました。しかしながらですね、臭いにつ

きましては、一向に良くならないということでございまして、スタート時点のこと

も問題でありますが、現時点ではですね、県の所管する廃棄物対策課、坂井保健所、

市役所と、１１月２９日、それから、１２月２日、そして昨日と、事業者を呼びま

して、文書で回答を求めるように要求をしてきました。 

しかしながら、あまりにもですね、文書の回答がずさんであるということでござ

いまして、県といたしましても、いわゆる廃棄物処理業の許可権者といたしまして、

近々厳しい措置がなされるものと期待してるわけでございます。 

以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○１５番（穴田満雄君）１５番、穴田。 

○副議長（見澤孝保君） １５番、穴田満雄君。 

○１５番（穴田満雄君） 今ほどの部長の答弁によりまして、私もそれなりに納得を

いたします。ですけれども近い将来に、厳しい処分が下されるであろうと、それに

期待しておりますから、地域住民のことを考えて、先ほどもいいましたように、芦

原町は観光と農業それに工業でこれから発展していくんですよ、そんな中で、芦原

町へ行くと、芦原温泉に行くと、あわら市へ行くと、ひっどい臭いが漂っているん

だと、こういうやね、やっぱり悪評、あるいは不評を蔓延しますと大きなマイナス

になりますから、十分なこれからも対応方お願いしておきます。 

それから次に、先ほど教育長から答弁をいただいたんですけれども、全国的にこ

の子供の誘拐、あるいは悪質ないたずらってやつは増えております。これは教育長

の答弁のとおりでございます。 

昨日、一昨日、二日前ですね、この春江町において４件の事故が発生していると、

４件ですよ、その中にな不審者が写真を撮ったり、あるいは自動車に連れ込もうと

したんですけれども、未遂に終わっていると、ほんの近くまで来てしまっているん

ですは。ほんの近くまで。これ、今日の質問の内容を見ますと、今の問題は取り上
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げておりませんけれども、私、熊が出た時にも、これは、集落座談会っていうやつ

があったんですわ、学校の校長先生が出席されて、その中でも、うちの区長が声を

大にして言ってくれたんですよ。被害が起きてからでは遅いんだぞと。子供達に絶

対、熊が近寄らないようにするためのはどうしたらいいんだと。音を出す物を付け

なさいよと、それから２、３日後に芦原小学校の全児童に、もちろん金津もそうだ

ったと思いますけれども、鈴を付けさせたと。ですから今ほど言いましたようにそ

ういう被害が出た時点で、対応を考えますと、そういう時代じゃないんですよ。ま

してやあわら市は、先ほど各議員から出てますように、３月１日に福井県で第８番

目の市となったと、そんな中であわら市からそういう不祥事を起す、あるいは、そ

ういう被害を起すと、こういうことは私、絶対あってはならないことだと、私は思

っております。ですから、教育長、今ほどいいました昨日、一昨日、二日前に、春

江でそういう不審者が出て、不祥事も起きております。これに対して教育長は各学

校長なり、そういう関係各所にどういう指示を与えたんですか。 

○教育長（児島博光君） 議長、教育長。 

○副議長（見澤孝保君） 教育長、児島博光君。 

○教育長（児島博光君） 先ほどの回答でもお話しましたように、１２月３日に集め

て話しをしました。その時にも、いわゆる一人になる時、子供達が一人になる時、

集団はいいんですね、一人になった時どうするかを話ました。その時は畑、田んぼ

にいたお年よりにも、密接な関係になって、声かけ運動、お帰んなさいとか、そう

いう声をかける事によって、その不審者も、この辺はあぶないなってことがわかっ

てくんじゃないかと、そういうことが一つと、もう一つは子供自身が、不審者の車

に乗らないと、絶対断る勇気ですね、この二つが大きなポイントだと思います。 

今日の新聞でしたか、奈良市の場合も、子供が車に黙って乗ったと、不審者は降

りてこなかったと言うようなことが出ております。そう考えると、やっぱり子供自

身が自分で絶対乗らないということの二点がポイントだと思いますので、今後更に

各校長を集めて指導していきたいと思っております。 

○１５番（穴田満雄君） 議長、１５番、穴田。 

○副議長（見澤孝保君） １５番、穴田満雄君。 

○１５番（穴田満雄君） ちょっとしつこくなりますけど。 

過去に大阪府、大阪市でしたか、不審者が学校に侵入しまして、やっぱり支障が

出たと、池田小学校でしたかね。そうしますと、それから約１０年ほど経ってます。

また今回は、今回でもって全国的に子供をターゲットにした不審者が出てきている

と、そんな中において、あわら市独自の、あわら市独自ですよ、独自のそういうマ

ニュアルを作成してみようかと、作ってやね、各学校の校長はもちろんのこと、子

供らにも徹底させよう、あるいはＰＴＡの方にもお願いしよう、地域住民の方にも

お願いしようと、そういう気持ちは持っておられますか。 

○教育長（児島博光君） 議長、教育長。 

○副議長（見澤孝保君） 教育長、児島博光君。 
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○教育長（児島博光君） 今、資料を集めておりますので、早急に対応して考えて生

きたいと思います。 

一応今は、調べているのは一人で子供が帰る下校時に、一人になる所、１００メ

ートル以上一人になる所、そういう資料を集めております。かなり今進んで、対応

を考えて行きたいと思います。 

○教育長次長（吉村幸夫君） 議長、教育長次長。 

○副議長（見澤孝保君） 教育長次長、吉村幸夫君。 

○教育長次長（吉村幸夫君） 穴田議員の第二点目のいわゆるマニュアルにつきまし

て、私の方から具体的に説明させていただきます。 

ちょっと余談になりますが、児童に対します非常時の学校通学上の安全はいくつ

もあります。交通安全、最近では熊、それから先ほどの不審者でございますが、い

わゆるマニュアルでございますが、これは金津町時代のことになりますが、昨年も

この不審者が学校に入るっていうことで、まずハード面から直しております。まず、

学校における、いわゆる不審者が入らないということで、学校におきます門に鍵を

掛ける、常に鍵を掛けるわけにはいけませんけども、登録されたものしか入れない

と、こういうふうな徹底をしております。さらにそういった不審者が入った場合の

通報でございますが、教室から、いわゆる職員室、校長室へ連絡体制、こういった

ハード面は整備いたしております。これは旧金津関係でございまして大変申し訳ご

ざいませんが、その他にいわゆる不審者に対するマニュアルは作って、昨年度も出

しております。 

教育長が先ほど答弁しましたものにつきましては、いろんな要素がございますの

で、再度、いわゆるそういった対象に速攻するようなマニュアルを改めて作りたい

と思っております。これにつきましては早急にさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

 

 

◇田島ちゑ子君 

○副議長（見澤孝保君） 続いて、通告順に従い、２５番、田島ちゑ子君の一般質問

を許可します。 

○２５番（田島ちゑ子君） 議長、２５番、田島。 
○副議長（見澤孝保君） ２５番、田島ちゑ子君。 
○２５番（田島ちゑ子君） ただ今から、通告順に従い、日本共産党の田島ちゑ子、

三つの質問をさせていただきます。 

第一点目は介護保険制度の見直しについて質問をいたします。 

２０００年に始まりました介護保険制度は、来年の４月に５年目の見直しを迎え

ることになります。政府は来年の２月の通常国会に、見直し法案を提出する予定で

あります。すでに、平成１７年度の国の予算編成の中にはこの見直しの基本的な考

えが、示されております。介護保険法の改正は２００６年より施行のようでござい
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ますが、検討されている内容は、介護への国の財政支出を抑制し、高齢者のサービ

ス利用を制限しつつ、国民負担を一層増やすという大改悪の内容となっております。 

今明らかになっている見直しの中には、５つほどございます。一つ目は介護保険

料の徴収を現在４０歳でございますが、これを２０歳から徴収する。二つ目は障害

者の支援費と介護保険を統合してしまう。三つ目には現在の利用者一割負担を、医

療保険並みの２ないし３割負担に引き上げると。四つ目は特別養護老人ホームの入

所者から、ホテルコストという、いわゆる部屋代とか食事代を徴収をしていきます。

五つ目には要支援、要介護度１の介護保険サービスや、医療を制限していくという

ような内容でございます。以上のように厚生労働省は、見直しと称してより利用の

しにくい制度への改悪を準備をいたしております。 

国民が介護保険制度にもっとも願っている事は、保険料や利用者の負担金がこれ

以上重くならないことであります。保険あって介護なしが一番不安でございます。

０５年度の見直しに向けて、安心して利用できる介護保険制度となるよう、むしろ

自治体としても改善の声を上げていかなければいけないと考えております 

実態として介護保険利用者の立場に立った、国に対して改善を要望していただき

たいと思います。２０００年の介護保険導入の時には住民に対して説明会を行いま

した。今回の見直しについても、内容を解説し、議論や提言作りができる説明会や

学習の場を設けていただきたいと考えます。 

これらについてどのように考えておられるかご答弁よろしくお願いいたします。 

次には、２点目でございますが、除雪対策について質問させていただきます。 

師走に入りましたけれども、非常に気温も高く、現在のところ、雪の降る気配は

ございません。暖冬の予想とはいえ、それなりの降雪はあるわけで、冬への備えを

怠る事は出来ません。毎年の事ながら降雪のあとの除雪について、住民の皆様から

の苦情がたえません。今のところ降雪はまだでございますけれども、住民の安全と

生活環境の保全のために、市の雪害対策について質問いたします。 

まず、あわら市の除雪対策としては降雪に対応して除雪車が稼動し、重要箇所、

幹線道路、一般市道の順で除雪が行われるわけでございますが、これはあくまで車

道が優先でございます。このため除雪された雪は歩道に残され、小中高生の通学道

路は雪の山となり歩行できません。除雪された車道は大型車の通行で危険でござい

ますし、解けた雪の跳ね返りもあります。やもえず積もった雪の山を歩くわけです

が、何とかならないのかのと、苦情は殺到いたします。 

私は議員として、市の除雪対策を説明してまいりました。いろんな言い訳もして

まいりましたけれど、ここでひとつの提案をさせていただきます。最近、降雪時に

あちこちでスノーロータリーという小型の除雪機を見かけます。この小型除雪機を

市として主要箇所に配備をし、区民の協力を得て、歩道の除雪を行い、通学路を確

保するシステムはいかがでしょうか。また、集落の密集地は市の除雪以外に委託業

者が請け負う除雪の箇所がありますけれど、住民の期待するような除雪にならない

場合もありまして、これまで苦情やトラブルが発生しております。市内の区長さん
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との連携はどのようになっているのか、除雪計画そのものをお尋ねいたします。ま

た、市営住宅、公民館等への小型除雪機械の配備を含め、除雪対策の全体の流れを

お尋ねいたします。 

３点目は路線バスの通らない集落の方々から、市役所や商店、病院等へ気軽に利

用ができる乗合タクシーを走らせて欲しいという要望が、私のところに寄せられて

おります。こうした要望に答えた事例がないかと、新聞に注意していましたら、福

島県の小鷹町が実施している、戸口から戸口まで送迎する乗合タクシー、その記事

が目に入りました。現在、あわら市には福祉バスや特定地域に限られた路線バスは

あっても、バス停まで遠いなどの利便性に欠けております。特に車を持たないお年

よりから、コミュニティーバスか乗合タクシーを走らせて欲しいとの声が届いてお

ります。福島県の小鷹町では買い物や通院に最高の足として喜ばれ、まちの活性化

の大きな力になっているとのことでございます。 

また、福井市を走っているコミュニティーバス、このバスも買い物や通院のほか、

通勤や通学にも利用されていて、まちづくりに大いに貢献していると、県立大学の

教授からも高く評価されております。 

あわら市でもお年よりを始め、住民に喜ばれる多目的な交通システムをぜひ導入

していただきたいと思います。市として住民の足、交通手段をどうように改善しよ

うと考えているのか、市の構想計画の一環としてお答えをお願いいたします。 

以上、３つの点、質問といたしますので明解なご回答をお願いいたします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○副議長（見澤孝保君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 田島議員のご質問にお答えいたします。 

まず、介護保険制度の見直しに関するご質問でございますが、この制度は平成１

２年４月のスタート以来、現在５年目を迎え、制度が定着してきております。要介

護認定者やサービス量は年々増え、介護保険給付費も増加の一途をたどっている状

況にあります。 

今後、各保険者は、ますます厳しい財政運営を強いられることは必至であり、そ

れに対しての対策が必要となっているところでございます。 

現在、国の社会保障審議会介護保険部会では、法施行後５年を目途とする制度見

直しに向けまして、従来の自立支援型から予防給付型による費用削減が検討されて

いるようであります。これに伴いまして全国市長会は、６月９日に介護保険制度の

基本的見直しに関する決議を行い、同月１８日には、国に対し財政基盤の強化をは

じめ、支援費制度の統合等の介護保険制度の見直しに向けての緊急申入れを行って

おります。 

今のところ、厚生労働省からは、県及び市町村に対し、具体的な内容の提示、指

示等はございませんので、現時点では、予測に沿った対応はいたしておりません。

今後とも介護保険部会の議論等を慎重に見守ってまいりたいと考えております。 

制度改正の内容が明確になれば、当然その周知については十分配慮すべきもので
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あります。また、制度改正に伴い、仮にサービスが低下されるものについては、財

政事情を勘案しながら、市単独事業としても実施できるよう検討してまいりたいと

考えております。 
２点目の除雪対策に関するご質問にお答えいたします。 
この冬の市道除雪対策といたしましては、先般、あわら市道路除雪対策基本計画

を策定し、去る１２月１日付けをもって除雪対策本部を設置したところであります。 
この計画では、市道３２２ｋｍうち、最重点路線の金津芦原線他７路線１７ｋｍ

については積雪深５ｃｍ以上で、その他の主要幹線１１１ｋｍについては積雪深１

０ｃｍ以上で除雪を開始することになっております。また、それ以外の一般市道に

ついては、積雪深２０ｃｍ以上に達した場合に市内の除雪委託業者２５社に出動を

要請し、市民の皆様の足を確保する計画となっております。 
なお、市民に身近な生活道路を優先的に除雪をできないかとのご質問ですが、市

の除雪能力にも限界がありますので、交通量が多く、緊急車両の通行に欠かせない

幹線市道の除雪を優先せざるを得ないのが実情であります。 
このような状況の中で、生活道路の早期除雪対策といたしまして、市では「雪に

強いまちづくり支援事業」を創設して、区が購入する除雪機械等に対して助成を行

うなど、各区での自主的除雪活動を支援いたしております。 
次に、通学路の確保についてでございますが、県では平成１５年度から、小学校

から５００ｍの範囲内の通学路にかかる県管理道路の歩道除雪に取り組んでいる

ところであります。 
市といたしましても、通学路となっている市道については、幅員の確保に努める

とともに、地域の皆様にもご協力をお願いしながら、通学路の確保を図ってまいり

たいと考えております。 
また、公共施設の除雪に関するご質問でございますが、市では道路除雪体制とは

別に、公共施設の除雪体制を６班体制で編成し、除雪機械２台で市内公共施設の除

雪作業を順次進めてまいります。 
昨年までは、施設を管理するそれぞれの所管課が独自に実施したり、道路除雪の

中に組み込まれたりと旧両町で取り組みに差異がありましたが、これらを一元化す

ることにより、効率的な作業ができるものと考えております。 
実際の作業につきましては、総務課において連絡調整を図りながら、積雪状況に

応じて優先施設から着手し、その後順次各施設管理者からの要請に基づき除雪する

計画となっております。 
いずれにいたしましても、道路除雪担当の建設課とも連携を図りながら、速やか

な除雪が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

最後の乗合タクシーの導入に関するご質問でございますが、核家族化や高齢化が

進む中、公共交通機関の存在は、運転免許のない皆様にとりまして、生活の足とし

て重要な位置を占めるものであります。 
しかし、マイカーの普及による公共交通機関利用者の減少は、公共交通機関の存
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続に大きな影響を及ぼし、路線バスの廃止、撤退等を生み出しております。 
あわら市におきましては、路線バス等が廃止された地区に対しましては、現行で

は高齢者のために福祉バスを運行いたしております。 
また、浜坂区等に対しましては、バス路線廃止代替タクシー乗車助成券を発行し、

初乗り運賃の割引等を行っており、市民の皆様の利便を図っているところでありま

す。 
ご質問のありました乗合タクシーの導入につきましては、路線バス等公共交通機

関が撤退して行く中、市といたしましては、路線バスとの競合を考慮しながら、市

内全域を対象としたコミュニティーバスの運行と合わせて、検討してまいりたいと

考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 
○２５番（田島ちゑ子君） 議長、２５番、田島。 
○副議長（見澤孝保君） ２５番、田島ちゑ子君。 
○２５番（田島ちゑ子君） 今ほど、私の冒頭の質問のご回答をほとんど頂いたよう

な感じでございますので、このように手落ちなくやっていただければ、十分かなと

思いますが、さらなる努力をお願いしたいと思っております。 
それから、広域連合の介護保険の議会で、非常に介護保険が見直しということで、

このことは今でもわかりにくい制度でございまして、これがさらにわかりにくい制

度に変わろうとしていることは認めていただくというか、確認していただけるかな

と思うんですが、しかも基本的な改正の内容が、特に坂井郡の旧町関係で行きます

と、坂井郡６町から出発いたしました連合議会の枠内の中で、いろいろとそういう

ことが決められてきたということがございますので、住民は決まった後に説明を受

けるというような事になっているんじゃないかと思います。国民に負担を強いる制

度の見直しにあたりましては、基本となる福祉の原則を明確にしながら、福祉の向

上に沿う立場で、個々の内容を見直ししていただいて、改善を図ることが極めて重

要と私は思っております。いつでもどこでも誰もが経済的心配をしないで、必要な

介護を受けることができる、こういうしくみ作りが福祉で最も求められることでな

いかと思っております。あわら市独自で介護制度の見直しに対して、問題点とか改

善点を明らかにするべきと思っております。坂井郡内で唯一の自治体運営の特別養

護老人ホームであります雲雀ヶ丘寮が政府の改悪によって、今度の見直しによって

ですね、経営が困難にならないように、特段の配慮を検討していただきたいと思っ

ております。 

政府は介護保険財政危機論、いわゆる年々増える社会保障費の削減をターゲット

にしてるわけですが、事実、自己責任を振りかざしているように思ってなりません。

特に昨年度からスタートいたしました障害者の支援費制度、障害者が直接事業者や

施設と契約を結んで、自己負担を除くサービス費用を市町村が負担していますけれ

ども、これが措置から契約になったことで、市町村のサービス提供責任がなくなり

ました。ですから行政の公的責任と福祉機能が後退したと感じております。 

今後、介護保険が統合となりますと、利用料が応益の負担から応能の負担に変わ
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ることも考えられ、ただでさえ収入の少ない障害者の方々が利用をあきらめなけれ

ばならない状況が生まれないかと、私心配をいたしております。現在示されいる見

直し案は保険財政の危機を受益者負担で乗り切ろうとの発想が出発点だと私は思

っております。 

弱者にやさしいあわら市を具体的に示すために介護保険制度が良くなるように、

国に先ほど全国の市長会で決議をして、緊急に国に対し、申し入れをしたとおっし

ゃてますけども、あわら市といたしましても国への単独の要望を突きつけて、どう

いう現状にあるのかをきちんと踏まえて、もう一度、そういう取組を市としてやっ

ていただきたいというので、その点どうかということをもう一度、お尋ねをいたし

ます。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 議長、福祉保健部長。 

○副議長（見澤孝保君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 田島議員の質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

全国市長会におきましては、それぞれ申し入れを行ってるところでございますけ

れども、市単独で申し入れをしてはどうかというようなことでございますが、これ

につきましては先程、何か請願が出てるようでございますので、それはそれで、ま

たご検討されるものでないかなという具合に思ってございます。 

特にこの介護保険の見直しにつきましては、施行者、すなわち、広域連合が主に

主体となるべきものでございまして、特に市の方といたしましては、この介護保険

の見直しによりまして、今受けているサービスが、もし介護保険から適用除外にな

るというようなことになれば、先程申しましたように市の単独事業としてでも、ぜ

ひやっていきたいという具合に担当としては思ってるところでございます。 

そういうことでございますので、今後もまた、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

○２５番（田島ちゑ子君） 議長、２５番、田島。 
○副議長（見澤孝保君） ２５番、田島ちゑ子君。 
○２５番（田島ちゑ子君） 今ほど、部長の答弁は私、予測したとおりの答弁でござ

いまして、請願については議会で意見書を上げるということを考えますけれども、

市の独自としての、取り組みはどうかということの質問でございますので、余り回

答になってないかないうふうに思います。 

多分、国が決める事だからということで、何でも国の言うとおりに従うじゃなく

て、自治体の長として国に対し、誰もが費用の心配なく、安心して介護が受けられ

るよう国庫負担の増額、こういう改善を求める事が住み良いあわら市の市長として

の輝きであると、いうふうに私は期待しております。 

この問題はこれで質問は終わりますけれども、そういう思いで市長は、これから

取り組んでいただきたいと思っております。 

それから、２点目です。先程の答弁の中で、１２月１日には雪害対策本部が設置
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されたとのことでございます。市の道路除雪対策基本計画策定では重要な箇所、主

要の道路、一般市道については先程の説明で、出動態勢に問題はないと理解をいた

しました。通学路については地域住民の協働を得るとか、学校関係の対応等で歩道

の確保に努めていくというようなご答弁でありましたけれども、答弁の中に、やは

り学校関係のＰＴＡの動き等が伝わりませんでしたので、教育長か次長さん、お答

えがお願いできましたら、ぜひＰＴＡではこういう話し合いがあったというような

中身のものまでお知らせいただければありがたいかなと思います。 

やっぱり、いつも学校に通うお子さん達が非常に、一番被害を被ってるじゃない

かなと、水を浴びたり、除雪した融雪の水を浴びたり、歩道が詰まっている、そう

いう中で非常に困難、支障をきたしておりますので、そういう問題がＰＴＡの中で

多分、話されたということも私、聞いておりますので、そういう点での各小中学校、

高校に至るまで、どういう指導をしたいかなということ、思いをお答えしていただ

きたいなと思います。 

○教育長次長（吉村幸夫君） 議長、教育長次長。 

○副議長（見澤孝保君） 教育長次長、吉村幸夫君。 

○教育長次長（吉村幸夫君） ただ今の田島議員の再度の質問に対して、お答えいた

します。 

市になりまして、あわら市とＰＴＡとの今年は、会合を持つことがたくさんあり

ます。ＰＴＡの方々にはいろんな事でお願いしてきたわけでございますが、先程の

除雪の件でございますが、基本的には土木サイドでお願いしているわけでございま

す。 

いわゆる細部に渡りましては、教育委員会サイドでは機動力は持っていませんの

で、その点はこれまでもＰＴＡにお願いをしております。ＰＴＡがどれほどのご理

解を持っているかということにつきましては、今後ともお願いしていくしかござい

ませんが、これにつきましてはこれからも機会がございますので、再度そのように

お願いしていく次第でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○２５番（田島ちゑ子君） 議長、２５番、田島。 
○副議長（見澤孝保君） ２５番、田島ちゑ子君。 
○２５番（田島ちゑ子君） ご答弁、ありがとうございました。 

余談になりますけれども、私は１１月の始めに新日本婦人の会の人たちと、長野

県の栄村を視察いたしました。これは個人的な視察でございますけれども、栄村は

昭和２０年に７メートル８５センチの積雪を観測したところでございます。平年積

雪が３メートル以上の豪雪地帯でもありまして、雪害対策の救助員とか、それから

除雪機械の充実で、非常に冬季の生活環境維持の施策に努力されているということ

で私非常に感銘いたしました。 

当市も区長と一体となって、雪に強いまちづくりの推進に努めていただくことを

お願いいたしまして、この質問は終わります。 
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次に最後の質問でございますが、なかなか路線バスの廃止とか、公共交通の廃止

とか、福祉バスとか代替えタクシーって今いろいろ出ましたけれども、これは非常

に私、なぜこういうことを申し上げますかといいますと、やはり、本当に路線バス

が通ってない小高い山の集落の住んでられる奥様から、私達は下に下りていくまで

に、若い者は仕事に行っていて、買い物も、病院に行くことも、役所に行くことも

できないと、いうことで乗合タクシーっていうのが、どこかに新聞に出ていたんだ

けども、田島さん調べて欲しいということで、かなり、半年ほど前から相談を受け

てるんですが、つい先日そういう記事がありまして、それではこのいろんなことに

気にかけておこうと思いましたら、新聞が目に入りまして、これを取り上げたわけ

でございます。 

この福島県の小鷹町の、この乗合タクシーっていうのは、電話で予約をいたしま

すと、情報センターのコンピューターの画面に電話がかかってきた場所とタクシー

の場所が表示されて、そしてオペレーターが配車を指示すると、料金は役場や病院、

商店街があるまちの中心地域以外なら１００円、それ以外は町内どこまで乗っても

３００円ということになっております。利用者は年々増えて、今日では１日平均、

１１０人、ここは人口が少ないところですけども、１４，０００人程度のところだ

と思いますが、旧金津町とすれば匹敵するんじゃやないかと思うんです。 

幼稚園児の帰宅にも使えるようになったということで、喜ばれているそうですし、

経費の半額は町が補助金で負担しているというような、非常に前向きな取り上げの

仕方であります。誰でも利用できますけれども、やはり利用者の８割が７０歳とか

８０歳の高齢者で、５割あまりが医療機関で下車をして、帰りは４割が商店から乗

っていると、あちこちの商店にはタクシーを待つ椅子やベンチが置かれていて、病

院の帰りに商店で買い物をして帰る人が多いと、町中へ出てくる人もそれで増えて

きたと、非常に町の活性化の大きな力になっているそうでございます。 

ですから、｢いいまちタクシー｣という、乗合タクシーですけど、｢いいまちタク

シー｣という名前がついて、請負先は商工会が多目的交通システム開発ということ

で、手がけているそうでございます。 

ぜひ、この町でもそういった、市がやるんでなくて、外郭団体とか、そういうと

ころにお願いするとか、シルバーさんにお願いするとか、いろんな検討が加えられ

るんじゃないかと、加えていける問題じゃないかなと思いますので、ぜひ商店街の

空洞化をくい止めるためにも、市の活性化の大きな力になると私は確信しています

ので、よく検討の上、前向きに住民サービスに乗り出していただくことをお願いし

て質問を終わります。 

○副議長（見澤孝保君） 暫時、休憩いたします。 

（午後 14時 19 分） 

 

○副議長（見澤孝保君） 再開します。 

（午後 14時 31 分） 
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◇田中洋行君 

○副議長（見澤孝保君） 通告順に従い、２３番、田中洋行君の一般質問を許可しま

す。 

○２３番（田中洋行君） 議長、２３番、田中。 
○副議長（見澤孝保君） ２３番、田中洋行君。 
○２３番（田中洋行君） 田島議員に引き続きまして、私の方から４点目の質問とし

まして、実際に市民の方から要望を受けました、公共施設への洋式トイレの設置に

ついて、市長に質問いたします。 

高齢者や障害者が健康な人と同じように、地域の中で社会生活をできるように、

物理的な障壁をなくすようにということで、いわゆるバリアフリーということがい

われております。段差の解消や、スロープの設置、トイレの洋式化等、今では街の

あちこちにこうした配慮が見受けられるようになりました。 

さて、その中で公共施設における洋式トイレの設置状況はどうなっているでしょ

うか。実際に市内の公共施設を回ってみましたところ、比較的新しい施設や社会福

祉協議会、老人センター等、福祉施設については当然のことながら洋式トイレとな

っておりました。また、様々な活動のために人が集まる公民館については、中央公

民館やゆのまち公民館等、まちの中心部の公民館は洋式が設置されております。し

かし、その他の街の中心部以外の公民館については設置されていないのが実情であ

ります。 

特に、高齢者の方が様々な地域活動や、文化活動を元気にやっていただくのはた

いへん望ましいことだと思うのですが、そのためにもトイレの問題で不自由を感じ

る事がないようにしていくことを、公共施設の設置者として配慮していくことが必

要だと思います。 

また、街の中心部と周辺部でこのようなバリアフリーという点で不均衡が生じて

いるのを放置すべきでもないと思います。よって公共施設のトイレの様式化、特に

高齢者が比較的よく利用する施設については、早急に様式化することを求めますが、

市長の考えはどうでしょうか。 

トイレの改修となりますと施設自体の建て替えや、改修の時に合わせてというこ

とも考えられますが、予算の関係で先延ばしになることも懸念されます。その場合

にも例えば、ポータブルの洋式便器というものがあります。こういう物も活用して、

早急に対応することを提案し、私の質問を終わります。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○副議長（見澤孝保君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 田中議員のご質問にお答えいたします。 

あわら市における公共施設のトイレの数は、現在６５施設で、４１９箇所ござい

ます。その内洋式トイレの設置数は、３２施設、１１６箇所となっており、約２７．

７％の設置率となっております。 
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洋式トイレの設置につきましては、近年新設した施設や老人福祉施設は、ほぼ設

置されておりますが、建築年次の古い施設には設置されていないため、利用者の皆

様からも設置のご要望をいただいているところであります。 

議員ご指摘のように、高齢者が利用しやすい施設にするには、洋式トイレの設置

や段差の解消など、バリアフリー化をすすめる事が大切であると考えております。

これまでにも、洋式トイレが設置されていない施設につきましては、公共下水道に

接続する際などに洋式トイレの設置工事を進めてまいりました。 

厳しい財政状況の中、なかなか性急な改善は厳しい状況ではございますが、議員

ご指摘のように、ポータブルな洋式トイレを配置するなど、計画的な改修を今後、

進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いを申し上げます。 

 

 

◇石田則一君 

○副議長（見澤孝保君） 通告順に従い、６番、石田則一君の一般質問を許可いたし

ます。 

○６番（石田則一君） 議長、６番、石田。 
○副議長（見澤孝保君） ６番、石田則一君。 
○６番（石田則一君） 議長のお許しを得まして、６番、石田が質問に立たせていた

だきました。 

タイトルといたしましては、長期展望に立った人材育成というタイトルでござい

ます。だいぶ時間もたっておりますし、私も簡単直入に、ご質問をしたいと思いま

す。 

あわら市が誕生いたしまして、まだ１０ヶ月かと、また、もう１０ヶ月かという

見解の相違があるかと思いますが、私は後者の方、いわゆる、もうすでに１０ヶ月

も経っているのかという立場を取りたいと思っております。 

皆さんご存知のように、地方分権、あるいは三位一体の改革がなされつつありま

す。そうしますと、市独自でまちをいかに発展させるか、あるいはいかにあわら市

を立派な人が住めるまちにするかということは真剣に取り組まなければならない

問題がもう、目前に来ていると思います。地方分権が出てきますといろいろな問題

が地方に負担がかかってきます。それで、まず私はこれらをやるには、人材の育成

だろうと思います。金も時間も十分ある今こそ、人材育成にたいへんなお金と時間

をかけると、かけたらどうかと思っております。 

時間と金は個々にあります。いわゆる合併当初の適正配置の職員数が推定ではご

ざいますが３１８名と設定されております。今現在はそれをはるかにオーバーして

おります。３１８名になるには、あと５年かかります。１７年度、１８、１９、２

０、２１年目に初めて３１８の定数になるかと思います。３１８でもって今の現在

の行政ができるかどうかということは、これはまた別問題でございますけれども、

今この５年間で人件費、労力、いわゆる時間ですね、これは驚くべき数字になろう
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かと思います。この人件費、及びこの時間を有効に、私は活用すべきだろうと考え

ております。 

簡単に言えば特別研修制度を設置し、地方自治体において、いわゆる役場におい

て１０年以上、あるいは１５年以上ぐらいの経験を持った中堅の職員を、１０名、

あるいはそれ以上の人間でもいいと思います。県庁及び国、県の出先機関へ特別に

派遣させることだろうと思います。 

なぜ、こういうことが必要かといいますと、今や知識や意識の伝達があまりにも

形式的になりすぎている。いわゆるパソコンでもって休みますと言えば、担当者は、

はい了解というような簡単なことで休暇が取れます。また、今から行きますと言え

ば、はい了解といえばそれで済んでしまうんです。あまりにも感情のない、こうい

う世界になってきたように私は考えております。 

しかし、このような形式的な方法も必要かもしれませんけれども、ただし文字や

数字で伝えることのできない重要なこともたくさんあると思うんです。いわゆる主

観でもって直感にて判断すると、いわゆる、例えば、優れた職人がその技を伝える

には、言葉や数字ではなくして、弟子が実際に自分の目で確かめ、自分の耳で聞き、

そして自分の手で触れて初めて、その達人の勘所が掴めるんだろうと思います。い

わゆる現場に行き、実際に自分で見、自分で聞き、自分で体験してくることだろう

と思います。これはいわゆる短期間の１０日とか２０日とかいうんじゃなくして、

２年なり、３年、思い切って私は派遣すべきだろうと思います。３年か３年するの

ならば、特別研修に行った方は、大きく成長し、各部署に戻り、指導的な立場に立

てるんじゃないだろうかと思います。 

いくら職員に、今からたいへんだから、意識改革をやれと、いくら号令をかけて

も、それをやはり指導する、誰かがいらなくてはならない、指導者によって大きく

変わります。そういう指導者の養成を今がちょうど時期だと思います。ここ２、３

年、先程言いましたように５年内に適正人員配置になってしまうんですから、この

間、余剰の人の変わりに、優秀な人間が勉強しに行くという発想を私は前々からし

ておりましたけれども、ここでもし、多くこういう問題が取り上げられて、勉強で

きるならば、私はあわら市の将来において大変有効になるじゃないだろうかと考え

ております。 

理事者側のご意見をひとつお聞かせ願いたいと思います。以上です。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○副議長（見澤孝保君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 石田議員のご質問にお答えします。 
昨今の地方行政は、地方分権や市町村合併など、地方行政のあり方やその仕組み

について大きな変革の節目を迎えているところでございます。 
このような中で、地方行政が、高度化・多様化する行政ニーズに適切に対応して

いくためには、分権時代の地方行政の担い手である職員一人ひとりが、創造性や経

営感覚を備え、前例にとらわれない視点で仕事に取り組む意欲と能力が従来にも増
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して求められてきております。 
こうした観点から、あわら市におきましては、職場研修と職場外研修を組み合わ

せながら、分権時代を担う高い資質と能力を身に付けた職員の育成を目指している

ところであります。 
今年度の研修計画について申し上げますと、まず職場研修といたしましては、主

体的な行政を展開するための政策形成能力の向上を目的としたもののほか、最近社

会問題化しつつあるメンタルヘルス対策や特に今年度はあわら市誕生の年である

ことから職員の融和とあわら市職員としての心構えを学ぶ講座等を盛り込んでお

ります。 
また、各職場単位では、所属長が中心となって日常業務の見直し改善を進めてい

るところであります。 
次に職場外研修といたしましては、県職員と市町村職員の研修機関である「福井

県自治研修所」や全国規模の研修機関であります「市町村職員中央研修所」が実施

します研修に、計画的に職員を派遣いたしております。 
特に「福井県自治研修所」の研修は、主任以下の職員を対象とした一般職員研修、

課長補佐以上の職員を対象としたマネジメント研修、役職や階層に関係なく全ての

職員を対象としたパワーアップ研修の３つで構成されており、これらの研修には、

民間企業の役員等が講師を務め、顧客主義や成果主義など民間の経営感覚を指導す

る講座や論理的な説明能力を育てるプレゼンテーション講座など時代に即した内

容となっております。 
本年度は、これら職場外研修に約１００人の職員を派遣する計画であり、来年度

以降も継続的に職員の派遣を計画しているところであります。 
今後も社会情勢や国・県の施策の変化に合わせて随時、研修の体系や内容の見直

しを図りながら、分権時代を担う職員の育成に努めてまいりたいと考えております。 

また、県との人事交流制度につきましては、現在一人を派遣しており、これまで

にも１４人の職員を派遣してまいりました。 

今後におきましても、県等と協議しながら、継続的な派遣に務め、資質向上を図

っていきたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 

○６番（石田則一君） 議長、６番、石田。 
○副議長（見澤孝保君） ６番、石田則一君。 
○６番（石田則一君） ただ今、市長さんからたいへん、色々なご説明をいただきま

したけれども、確か外部研修の参加促進というような計画もあるようでございます。

それには、民間企業への派遣することも検討するというようなことも聞いておりま

すけれども、長期間に渡る、いわゆる１年なり、２年という長期に渡っての派遣と

か、そういうものは考えておられないのかどうか、ひとつお尋ねしたいと思います。 

○総務部長（伊藤清明君） 議長、総務部長。 

○副議長（見澤孝保君） 総務部長、伊藤清明君。 

○総務部長（伊藤清明君） ただ今のご質問でございますけれども、市長がお答えし
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ましたとおり、県との人事交流につきましては、一人の若い職員は２年というよう

な限定でございます。また、当然、受入先の交渉も必要でございますので、全県下

におかれましても、県におきましては、大体１０名前後の受け入れでなかったかな

とこのように思っております。 

また、ご質問の中には民間企業との対応はどうかということのご質問もありまし

たんですけれども、今のところ民間企業に派遣した実績は旧両町ともございません。 

確かに大きな自治体におきましては、そういう対応もあろうということで、聞き

及んでおりますけれども、今のところはそういう計画は全くないのが現状でありま

す。 

ご提案ありましたように県並びに国、民間等につきましては、どのようなものが

あるか、ご意見の趣旨に沿って研究してまいりたいと、このように考えております

のでよろしくお願いを申し上げます。 

 

 

◇卯目ひろみ君 

○副議長（見澤孝保君） 続いて、通告順に従い、１２番、卯目ひろみ君の一般質問

を許可します。 

○１２番（卯目ひろみ君） 議長、１２番、卯目。 
○副議長（見澤孝保君） １２番、卯目ひろみ君。 
○１２番（卯目ひろみ君） 議長のお許しを得ましたので、私の質問をさせていただ

きます。 

今朝の市長の行政報告の中にも一部出てきたと思うんですけども、行政が人を集

めて開催する各種催し物、講演会ですとか、大会等は、年間を通じるとかなりの数

になると思います。それらは市民に対して、人と人の融和を目的として開催される

のだと思うんですけれども、私はひとつ気にかかっていることがあります。 

現在、私は婦人会に所属しています。その一員として、いくつかの催し物に参加

をする機会がありますが、そこの集まってくる人達が結構、同じ顔ぶれの時のこと

が多いんです。そのことがちょっと私は気にかかります。 

会員への参加の依頼を受けますと、会員へ案内をします。でも、仕事と重なって

いたり、出る回数が多くなったりしますと、どうしても役員から順番に声をかける

ようになってしまいます。きっと他の団体も似たような声のかけ方になっているん

だと思うんですけども、結果集まってくる人はいつもの顔ぶれとなることが多いよ

うに思います。 

特に講演の内容がいい時などは、もっとたくさんの市民の方がこの場に居たらい

いのになとか、こんないい話もったいないなとか思います。と同時に人集めの難し

さも、よくわかっているつもりです。ですので、本当にもどかしい思いにかられま

す。 

また、そういった集まりには、いろいろな層の方が参加することによって、顔見
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知りとなって、交流が始まって、融和が生まれます。そして参加すれば自分にとっ

て必ず何かはプラスになるものです。ですから、各種団体外のたくさんの人たちに

も行き渡るようなチャンスを広げる方法はないかなとそう思います。 

また、人集めの方法がそれだけで終わっているとは決して思いませんし、そのた

めには、やっぱり普段からの地道な活動、それしかないのかなと私なりにも、また、

それを続けて行かなくてはいけないのかなと思っています。ただ、各種団体を通じ

て集める動員の方法の欠点は、地域にはいろんな団体があるんですけれど、一人の

人がいくつもの会に所属しているということです。そして全体の述べ人数は多いん

ですが、実質の人数は少ない所、そういう所に欠点があると思います。全体の市民

から比べてみると、やはり一部の人達ということになってしまいます。 

私はここで、ひとつ提案したいと思うんですが、人と人とのふれあい事業とか、

人材育成にもつながる事業としまして、当初の事業計画を企画するときにですね、

そんなときにその年に何かひとつテーマになる柱を決めて、目標を作って、その行

政全般的に見て、例えば似たような話の内容があれば、そういう事業は合体させて

行い、また、減らした分といいますか、魅力のある講師を呼ぶなどして、多くの市

民の方に話題を投げかけて考えていただいたり、話し合っていただいたりしたり、

また、市民が逆に参加したくなる方策というものを、いろんな角度から探っていく

必要があると思っています。そういったことについて、人作りのひとつにする必要

があると思っています。今後についてはいかがでしょうか。 

市主催の講演会や講座という、ソフト事業は合併のテーマのひとつである、人と

人とが溶け合う｢融｣ですね、その架け橋を行政がするものではないかと思っていま

す。ソフト事業は人の内面のことですね、その教育とか、人材育成とかにも繋がっ

ていくものですので、こういった事業を立ち上げる時の方法とか方針等、集客対策

はどのように考えられていますか、質問いたします。 

２番目のイベント事業に対する民間活力の導入についてということで質問をい

たします。 

あわら市が合併しまして、記念イベント事業がこれまでにいくつかありました。

開湯１２０周年夏祭りですとか、観月の夕べ、文化祭等、市が中心となって行うイ

ベント事業がいくつかあります。ただ地理的に言いますとトリムパークとか北潟湖

畔公園、中に創作の森等も入るかもしれませんが、市街地から少し離れたところに

あるために、先程からもも出ていますが、いわゆる運転免許証のない方、交通弱者

と言われる方の交通の不便さをこれまでにもいくつか聞いております。そしてイベ

ントのバザーについても、これから考えていかなければならないことがあるという

ことを、いっぱい教わりました。 

無料のシャトルバスを出したり、いくつかの団体に声かけしてバザーの協力をし

ていただいたりしてきたことかと思いますが、私から見ていますと、どの事業につ

いても合併をして人口が増えたからかもしれませんが、本当にこれまで以上の賑わ

いを肌で感じております。 
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合併したから、人口が増えたから参加する人が増えるのはあたりまえ、そうでし

ょうか。私は違うと思います。そこに行ってみたいと思うから人が集まって、盛り

上るんではないでしょうか。シャトルバスについていえば、発着場所にもうひと工

夫あったらと言う声を聞きます。交通の問題はこれから先も増えることを想定して、

民間のバス会社ですとか、タクシー会社等にも人を運ぶ、呼びかけて有料でも便利

なら、人は利用するものだと思いますので、そういうところへの協力もお願いして

みてはいいのではないでしょうか。 

バザーについては、品数が少ない上に、人数に対しても提供する数が少なかった

ように思います。食べ物や商品を扱うバザーについては、一般的に広く出店希望者

を募ってみることはできないでしょうか。例えば食べ物についても、同じ種類があ

っても、それぞれの味ですから重なっても、そんなに問題はないと思います。 

さっき、牧田さんの質問にもありましたように、近郊の農家の人が自分の作った

野菜を売るチャンスを、チャンスの場を作る、また、民間の方がいろんなことがバ

ザーに繋げていくような、いろんなことが出来る場を作ってあげる、それが市が主

催するイベントの大きな役割でもあると思います。 

市場方式というんですか、朝市のような形式にすれば、その中には自分の作品を

並べて、売りたいと思う人が出てくるかもしれません。また、あわら市内の商店で

も参加しやすくする場を作れば、たくさんの人がもっと楽しめて、賑わうことだと

思います。 

夏祭りはこれに近い方式でされていたようです。夏祭り、観月の夕べ、文化祭、

そういったもののうち、こういった民間の活力を生かしたイベントとして市民の中

に定着させるような方式はとれないものでしょうか。どうしても行きたい場所なら、

お金を出してでも、乗り物に乗ってでも行くと思います。身近なところでは、三国

花火がそのいい例だと思います。 

バザーについて言えば、トリムパークも北潟湖畔も、周りはお店が少ないです。

極端に少ないです。なおさらのこと、これから考えていかなくてはならないのでは

ないかと思います。 

１年間のうちの本当にたった１日か２日かのことかもしれませんが、民間の中に

その事業が楽しい、ああ楽しかったという充実感や達成感があったとしたら、民間

の中に少しずつ経済波及が起きてくるのではないかと思います。 

あわら市が持っている自然、また、資源ですね、それから自然を最大に利用して、

人と人との融和を作る場を作るということ、今人社会に求められている物は市民同

士が触れ合える、その心の繋がりだと思います。そしてそれをイベントにまで発展

させて欲しいなと思います。 

今後の取組方について方法をお聞かせいただきたい、また、考えかたをお聞かせ

いただきたいと思います。 

質問を終わります。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
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○副議長（見澤孝保君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 卯目議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、各種行事の集客対策に関するご質問でございますが、議員もご指摘のとお

り、各種催し物、講演会等につきましては、市長部局、教育委員会の各課において

実施をいたしております。 

これらの事業の市民の皆様への周知の方法としては、各地区掲示板へのポスター

掲示、市広報紙や市のホームページへの掲載、チラシの全戸配布、回覧などを行っ

ております。 

本年の新市誕生記念事業につきましては、テレビやラジオでのスポット放送や、

新聞掲載などを継続的に行ってきたところであります。このほか、行事の実施主体

や関係者、各種関係団体を通じて参加のお願いや周知を図り、集客対策に努めてい

るところでございます。 

今後、各種催し物等については、「観る」「聞く」という受け身の形から、自らが

参加し、楽しめるようなものを取り入れ、市民の皆様が参加していけるものにして

まいりたいと考えております。 

また、講演会では、県内外の市町村の情報を得ながら、より良い講師の選定を行

い、例年、幅広いジャンル、年齢層等を考慮して、興味のあるテーマや魅力ある講

演内容になるよう努めるようにしながら開催しているところでございますが、議員

ご指摘の参加者の固定化も見受けられるように感じております。 

今後は、なお一層、集客性の高いテーマやジャンル、興味の動向等を見極め、多

数の市民の皆様に参加いただける内容のものを実施してまいりたいと考えており

ますのでよろしくお願いを申し上げます。 
次に２点目のご質問でございますが。イベントの交通手段の確保に関するご質問

でございますが、今年、あわら市誕生記念事業として実施をいたしました様々なイ

ベントでの会場までの送迎手段といたしましては、シャトルバスを運行したところ

であります。 
このようなイベント開催時に民間企業の持つノウハウや活力を導入することは、

今後のイベント運営上重要なことであり、十分検討すべき課題であると認識をいた

しております。 
議員ご提案の交通弱者の交通手段確保策として民間バス会社等のイベント参加、

参入をお願いすることは、有効な手段の一つであると考えております。今後は、経

費面を含め、その可能性を検討してまいりたいと考えております。 
次に、バザー等への一般参加者の出店に関するご質問でございますが、一例を申

し上げますと「あわら温泉開湯１２０周年祭」では芦原会場、金津会場におきまし

ても、各種団体以外の一般参加者からの出店もございました。他のイベント開催時

におきましても一般参加者の出店を制約していない限り、出店が可能であったもの

であります。それぞれのイベントで性格が異なる面もございますが、誰でも出店が

でき、多くの皆様が集えるようにすることは、集客対策にもつながるものでありま
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す。 
今後、可能な限り一般参加者に対する出店の募集につきましても、それぞれのイ

ベントの実行委員会等で検討してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願

いを申し上げます。 
 

 

◇宗澤 彰君 

○副議長（見澤孝保君） 続いて、通告順に従い、２１番、宗澤 彰君の一般質問を

許可します。 

○２１番（宗澤 彰君） 議長、２１番、宗澤。 
○副議長（見澤孝保君） ２１番、宗澤 彰君。 
○２１番（宗澤 彰君） 通告順に従い、本日最後の質問者となりました。２１番、

宗澤 彰でございます。 

今回の質問につきましては、えちぜん鉄道の経営内容と今後の支援策についての

取組を質問させていただきたいと思っております。 

ご存知のように、えちぜん鉄道は平成１４年の９月１７日に設立され、平成１５

年の１０月５日に全線開通運転を再開されております。営業再開から１ヵ年半ほど

経過しておりますが、乗客数並びに運賃収入等、えちぜん鉄道株式会社の経営状態

を把握されておられるのか、当面、平成１５年より２４年まで、およそ１０年間で

会社経営としての欠損見込み、約２７億円の補填として福井県との合意により、関

係する市町で負担することとなっていると聞いております。 

えちぜん鉄道株式会社の資本金、５億３，７００万円は福井市ほか８市町と民間

出資で、当あわら市は市町出資分の１０分の１の比率で、出資個数７５０組で３，

７５０万円、他にＪＲ福井駅高架乗り入れ負担として、１，１３３万円余り必要で

あると聞いております。 

本市内ではあわら湯の町駅、番田駅、本荘駅の３駅を有し、当あわら市も沿線自

治体として、また株主として、一員として、また経営者の一員として、早期の黒字

化を目指して、経営支援して行かねばなりません。しかしご存知の通り、車社会の

増加は今後もさらに拡大していくのではないでしょうか。 

こんな現状に合って、利用者の増加対策は至難なことであります。毎日恒常的に

利用される福井市内への通学生も今後減少していくのではないでしょうか。また、

通勤される方々の車利用も増加していくことでしょうし。そして運賃の値下げをし

てでも利用していただくということになれば、会社としての経営上として至難と思

っております。 

会社の経営者の一員として、増加対策として今後どのように取り組まれて行かれ

るのか、また、現状における会社の経営状態はどのように推移してきているのか、

お聞かせを頂きたいと思います。 

なお、質問の２点、３点については答弁を頂いた後、自席の方から申し上げたい
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と思います。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○副議長（見澤孝保君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 宗澤議員のご質問にお答えいたします。 
えちぜん鉄道の内容でございますが、平成１５年７月の部分開通以来、８月１０

日に三国芦原線が、１０月に勝山永平寺線が全面開通し、１年５カ月が過ぎたとこ

ろであります。 
平成１５年度の乗車数は、当初計画１０３万人に対し、１３８万人と約３４％の

増となっております。４億１千万の運賃収入となっています。また、平成１６年度

に入り１０月末までにおいて、乗車数１４０万人、約４億円の運賃収入となってお

ります。 
今後の支援策といたしましては、経営欠損額を沿線９市町村が補助金の形態で助

成することになっています。あわら市の負担割合は、１０％であります。本年度分

の約３、２００万円を含め、平成２４年度までに約１億９千万円の支援を行う予定

になっておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 
○２１番（宗澤 彰君） 議長、２１番、宗澤。 
○副議長（見澤孝保君） ２１番、宗澤 彰君。 
○２１番（宗澤 彰君） はい、ただ今の答弁によりまして、乗客数とか売上げはあ

る程度把握できたと思っております。 

２点目の沿線自治体として来年度以降の支援策、並びに３点目として沿線自治体

としての利用促進対策はどのように今後講じられていかれるのか質問をさせてい

ただきます。 

経営支援事業として、平成１５年度の旧芦原町の一般会計の決算書では、２，２

２０万３，５００円、合併後のあわら市の決算書で、２，２１９万６，５００円、

合計４，４４０万円を補助、支出を行ってきております。 

ちなみにあわら市の人口約３２，０００人で計算しますと、新あわら市の市民一

人当たり、１５年度で１，４００円ぐらいを負担をしておるとゆうような計算にな

ります。 

なかなか厳しい財政事情の中での経営支援でございます。また、沿線の８市町村

も同じことでないかと思っております。 

新聞報道によりますと、再開前の８０パーセントぐらいの利用客増加と報道され

ております。再開前１００パーセント以上の利用客の確保を目指しまして、今後、

えちぜん鉄道株式会社としてどのような対策を考えておられるのか、それから平成

１６年度のあわら市一般会計補正予算でもえちぜん鉄道の経営支援金として、３，

１００万円を補助すると見込んでいますが、会社経営上からは利用客増加対策が先

決でございます。当然、会社として企業努力に力を注ぐ、早期に赤字経営から脱却

し黒字経営を目指していかなければなららいと思っております。 

これらに伴います利用客増加ということで、沿線の市町が各自治体がおのおのの
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発想の下、利用客増加のためのいろんなイベントの開催等を推し進めて行く等、会

社としてのこういうことに対してのお話合いがないのかどうか、また、あわら市も

沿線自治体として、経営支援をしていくことになれば当然、沿線自治体サポート協

議会との一体となった中で、利用客増加を計らなければならないと思っております。 

ちなみに沿線自治体のあわら市として、サイクリング用の自転車を車内に積み込

んででも、北潟湖畔にあるサイクリングロードへ誘致するとか、こういうようなこ

ともひとつの方法ではないかと思いますし、新聞報道で度々でるわけですが、福井

鉄道の福武線との総合乗り入れ、この件につきまして会社として、今現在どのよう

な考えかたをされておられるのか、わかっている範囲で結構でございます。 

それから沿線あわら市として当然、これは旧芦原町の皆さん方で利用していくの

が主になろうかと思います。あわら市になっても旧金津町の地域としては、地域性

の関係でなかなか利用ができないというような形の中で、これらも踏まえた先程申

し上げました沿線自治体としてのあわら市独自の今後利用客増加、こういうことを

お考えになっているのか、ひとつ回答をいただきたいと思います。 

この２点について、回答を頂いた後で私の質問を終わらせていただきます。 

以上よろしくお願いをいたします。 

○市民生活部長（山田重喜君） 議長。 

○副議長（見澤孝保君） 市民生活部長、山田重喜君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 宗澤議員の質問にお答えをさせていただきます。 

えちぜん鉄道の企業努力といたしましては先般の定期総会でも、株主総会でもご

ざいましたけれども、人件費の削減ということでございまして、いわゆる専務取締

役の廃止、常勤監査員の３人から２人への縮小。それからいろいろな事業といたし

ましては、観光梨園、あるいは観光イモ掘り等の、いわゆるフリー切符等の対策で

ございます。 

それから、三国の花火大会、あるいは海水浴場のお客とも見込んでおりまして、

企業自体といたしましてはですね、京福電鉄が１２年当時でございますけども、２

３０万人という乗客でございましたけれども、現在におきましてはですね、約１４

０万の人員ということでございまして、目標のいわゆる３月の年度末には達成でき

るんではないかという考えかたを持っております。 

それから、サイクリングロードの利用ということでございますけども、えちぜん

鉄道株式会社があわらの湯の町の駅にですね、自転車を１０台置きまして、これを

レンタルサイクルして、いわゆる近くの観光に利用していただいている現状でござ

います。 

それからサポート関係でございますが、旧芦原町時代にサポート協議会がござい

ましたけれども、新あわら市になりまして、今立ち上げを行っているところでござ

いますので、ご了承願いたいと思います。 

それから福武線の取次ぎでございますが、これにつきましては福井鉄道とえちぜ

ん鉄道が話し合いをいたしまして、将来的にはそういうジョイントをいたしまして、
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武生の方まで行けるような話と伺っております。 

次に沿線利用ということでございますが、あわら市もですね、いわゆるえちぜん

鉄道利用をいたしまして、福井県庁、あるいはフェニックスプラザでの会議等にお

きまして、それを利用していただくことでございまして、１１万３，３３０円の予

算措置を利用いたしまして、これを利用している現状でございます。 

それから、今後いろいろ、えちぜん鉄道に変わったときはですね、一般乗客、そ

れから通勤通学のいわゆる乗客は減っていたわけでございますが、現在におきまし

ては、だいたい現状どおりに推移しているということでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 

◎散会の宣告 

○副議長（見澤孝保君） これをもって、本日の会議を終了します。 

１２月１５日は、午後１時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会をいたします。 

（午後 15時 20 分） 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

平成１７年 ２月  日 

議  長 

 

署名議員 

 

署名議員 
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平成 16年度 第６回あわら市議会 定例会 

 

平成１６年１２月１５日（水） 

午後１時３０分  開  議 

 

１．会議成立宣言 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第 ６５号 平成１５年度芦原町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ３ 議案第 ６６号 平成１５年度芦原町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ４ 議案第 ６７号 平成１５年度芦原町老人保健特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ５ 議案第 ６８号 平成１５年度芦原町モーターボート競走特別会計歳

入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第 ６９号 平成１５年度芦原町公共下水道特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ７ 議案第 ７０号 平成１５年度芦原町上水道事業会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ８ 議案第 ７１号 平成１５年度金津町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ９ 議案第 ７２号 平成１５年度金津町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第１０ 議案第 ７３号 平成１５年度金津町老人保健特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１１ 議案第 ７４号 平成１５年度金津町公共下水道特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１２ 議案第 ７５号 平成１５年度金津町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第１３ 議案第 ７６号 平成１５年度金津町雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１４ 議案第 ７７号 平成１５年度金津町水道事業会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第１５ 議案第 ７８号 平成１５年度金津町工業用水道事業会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１６ 議案第 ７９号 平成１５年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
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日程第１７ 議案第 ８０号 平成１５年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第１８ 議案第 ８１号 平成１５年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１９ 議案第 ８２号 平成１５年度あわら市公共下水道特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２０ 議案第 ８３号 平成１５年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

日程第２１ 議案第 ８４号 平成１５年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第２２ 議案第 ８５号 平成１５年度あわら市モーターボート競走特別会計

歳入歳出決算の認定について 

日程第２３ 議案第 ８６号 平成１５年度あわら市水道事業会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２４ 議案第 ８７号 平成１５年度あわら市工業用水道事業会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２５ 議案第 ８８号 芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定につ

いて 

日程第２６ 議案第 ９０号 芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算による剰余

金の処分について 

日程第２６ 議案第１０７号 平成１６年度あわら市一般会計補正予算（第４号） 

日程第２７ 議案第１０８号 平成１６年度あわら市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

日程第２８ 議案第１０９号 平成１６年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正

予算（第２号） 

日程第２９ 議案第１１０号 平成１６年度あわら市公共下水道特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第３０ 議案第１１１号 平成１６年度あわら市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号） 

日程第３１ 議案第１１２号 平成１６年度あわら市水道事業会計補正予算（第１

号） 

日程第３２ 議案第１１３号 平成１６年度あわら市工業用水道事業会計補正予算 

（第１号） 

日程第３３ 議案第１１４号 平成１６年度あわら市モーターボート競走特別会計

補正予算（第１号） 

日程第３４ 議案第１１５号 あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積

行為の規制に関する条例の制定について 

日程第３５ 議案第１１６号 あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を
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改正する条例の制定について 

日程第３６ 請願第 １ 号 金津東部土地区画整理組合に対して支援を求める請願 

日程第３７ 請願第 ２ 号 年金制度の抜本的改善を求める意見書採択を求める

請願 

日程第３８ 請願第 ３ 号 利用者負担の大幅増など介護保険の改悪に反対し、改

善を求める意見書採択に関する請願 

日程第３９ 陳情第 １ 号 危険物製造所設置計画の中止を求める陳情 

日程第４０ 陳情第 ２ 号 郵便局の現行経営形態（日本郵政公社）堅持を求める

陳情 

日程第４１ 発議第 ６ 号 平成１７年度地方交付税所要額総額確保に関する意

見書 

日程第４２ 発議第 ７ 号 郵政事業の現行公社経営形態の堅持に関する意見書 

日程第４２ 発議第 ８ 号 議員の問責決議 

 

１．閉議の宣言 

１．議長閉会挨拶 

１．市長閉会挨拶 

１．閉会の宣言 

 

 

 

出席議員（３４名） 

１番 北 島   登     ２番 関 山 博 夫 

３番 向 山 信 博     ４番 坪 田 正 武 

５番 篠 﨑   巖     ６番 石 田 則 一 

７番 谷 川 光 雄     ８番 丸 谷 浩 二 

９番 加 藤 精 一    １０番 橘   則 雄 

１１番 牧 田 孝 男    １２番 卯 目 ひろみ 

１３番 宮 崎   修    １４番 宮 下 康 彦 

１５番 穴 田 満 雄    １６番 野 口 征 夫 

１７番 山 川   豊    １８番 海老田 州 夫 

１９番 幸 川 與 一    ２０番 北 出 重 雄 

２１番 宗 澤   彰    ２２番 見 澤 孝 保 

２３番 田 中 洋 行    ２４番 東 川 継 央 

２５番 田 島 ちゑ子    ２６番 渡 邉 重 夫 

２７番 山 下 忠 孝    ２８番 藤 田 守 榮 

２９番 橋 本 達 也    ３０番 林 田 彌三吉 
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３１番 大 幸 幸 一    ３２番 永 井 隆 市 

３３番 竹 内 正 文    ３４番 杉 田   剛 

欠席議員（なし） 

 

 

 

地方自治法第 121 条により出席した者 

 市    長  松 木 幹 夫    副 市 長  坪 田 雅 一 

 教 育 長        児 島 博 光    総 務 部 長  伊 藤 清 明 

 市民生活部長  山 田 重 喜    福祉保健部長  清 水 芳 文 

 経済産業部長  小 林 幸 夫    土 木 部 長  神 尾 秋 雄 

 教 育 次 長  吉 村 幸 夫    芦原温泉上水道財産区管理者  竹 田 冨九一 
 

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長        笹 原 徳 明    事務局長補佐  志 田 尚 一 

 書    記  渡 邉 清 宏 
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◎会議成立宣言 

○議長（渡邉重夫君） ただいまの出席議員は、３４人です。 

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

○議長（渡邉重夫君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

（午後 2時 30 分） 

 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（渡邉重夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、牧田孝男君、

１２番、卯目ひろみ君の両名を指名します。 

 

 

◎議案第６５号から議案８８号及び議案第９０号の 

委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第２から日程第２６までを、会議規則第３５条の規定に

より、一括議題とします。 

これらの議案につきましては、決算審査特別委員会に付託し、審査願っておりま

すので、決算審査特別委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

○３番（向山信博君） 議長。 

○議長（渡邉重夫君） ３番、向山信博君。 

○３番（向山信博君） ただ今、議長のご指名がありましたので、決算審査特別委員

会の審査についてご報告を申し上げます。 

去る、９月開催の第４回あわら市議会定例会において、当委員会に付託されまし

た議案第６５号、「平成１５年度芦原町一般会計歳入歳出決算の認定について」の

ほか、議案第６６号から議案第９０号までの２５議案について、去る、１０月６日

から１１月１５日までの延べ７日間にわたり審査いたしましたので、その経過と結

果についてご報告申し上げます。 

ご承知のとおり、決算の認定は、地方自治法第９６条に規定する議会の権限のう

ち、極めて重要な議決事項の一つとして定められております。 

決算は、重要な経営成績の表れであります。予算が如何に執行されているかを監

視し、「その行政効果が本来の目的に適合しているか」、「住民負担とその使途が適

正かつ効率的に行われているか」等に審査の重点をおき、主要事業の成果の確認と

併せその処理及び対応について、審査してまいりました。 

特に、今回は、旧芦原町と旧金津町、そして合併後のあわら市の三本立ての決算

状況となっていることから、それぞれの歳入歳出の内容及びその執行状況をはじめ、

これらが合併後の市政運営、特に、長期的な財政計画にどのように結びつくかを主



 72 

眼として審査したところであります。 

決算書の計数的な内容につきましては、先の議会において監査委員から専門的な

立場での意見書が提出されております。そういうことで、総括的な事項につきまし

ては次に申し上げます。 

先ず一般会計につきましたは、三つの決算の合算額で申し上げますと、歳入決算

の総額は、１３６億５，５９５万６千円、歳出決算の総額は、１３２億７，１８０

万９千円で、形式収支は３億８，４１４万７千円となっております。 

以下、歳入歳出決算の主な内容について申し上げます。先ず、目的別歳入決算の

うち、市（町）税は４１億５，９４４万１千円で、固定資産評価替え等により対前

年比１億３６５万８千円、２．４パーセントの減となっており、また、地方特例交

付金で、７．５パーセント減となる１億２，１６５万１千円、地方交付税は、６．

７パーセント減となる２９億９，０６０万５千円など、いずれも前年度を大きく下

回っておりますが、これらは、本市の財政窮迫の恒常的な要因であることから、今

後とも、三位一体の改革など十分に見据え、これらの財源確保に万全の努力を願う

ものであります。 

特に、市、町税の収入済額は、４１億５，９４４万で、その収納率は８２．１パ

ーセントであります。収入未済額も８億８，８４５万７千円となっていることなど、

昨今の社会情勢から、今後とも市税の累積滞納額の増加が懸念される中、これらの

収納対策にあたっては特段の取り組みを行うよう、委員全員の強い意見が出された

ところであります。 

次に、歳出決算について申し上げます。目的別決算のうち、総務費は２１億９，

７１６万２千円で、前年比３５パーセントの大幅伸びとなっておりますが、これは

ケーブルテレビ施設整備事業及び合併推進事業に係る経費が突出したものでござ

います。 

審査の過程で、ケーブルテレビ加入率については、本年９月末で、２７．７パー

セントとのことでありますが、多額の経費を投入している事業であることから、そ

の投資効果を十分踏まえ、加入率向上に万全を期されたいとの意見があったところ

でございます。また、藤野厳九郎記念館の利用状況に鑑み、魯迅と藤野厳九郎に関

わる「国際交流」の高揚と当該施設の有効活用などについて、論議が出されました。

理事者においては、中国からの観光客誘致等も含め検討したいとのことでありまし

た。次に、「えちぜん鉄道」の運営補助金の執行に関して、今後の利用促進策につ

いて論議が集中したところでございます。理事者におきましては、採算割れのない

よう事業者努力を求める一方、地域の公共交通機関としてその利用促進を進めてい

くということでございますが、このほか、公用車及び各施設の管理についても、そ

の見直しなど適正な維持管理に十分留意されたいとの意見が出されました。 

次に、民生費は２４億４，２０１万５千円で、前年度比１３．６パーセントの増

となっておりますが、その要因は、旧芦原町における幼児園の新たな運営のほか、

身体障害者、知的障害者に関わる入所措置費が当該市町村の支援費制度に移行され
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たことにあります。審査の過程で、公立保育園と幼児園及び私立保育園のそれぞれ

の運営について論議が出されました。特に、園児送迎バス負担金のあり方や幼児園

に係る財源問題等について、理事者からは、当時の地域条件等を踏まえ検討するこ

と、幼児園については「構造改革特区」の申請中でありこれを見据え、対応したい

とのことであります。また、高齢者福祉に関して、介護予防事業や緊急通報事業の

効果的推進についてその適正化を願いたいとの意見が出されております。 

次に、衛生費は保健衛生費及び清掃費において、ほぼ前年と同額の１３億４，８

５１万５千円となっております。労働費は市民生活安定資金など、１億５，４１２

万８千円で、対前年比５２．３パーセントの伸びとなっております。 

次に、農林水産業費でございますが、総額７億２，７０９万２千円となるもので、

農業振興費では水田農業経営確立対策事業、農地費では土地改良事業償還補助等が

主なものであります。審査の過程では、丘陵地の遊休地対策、水産業における観光

事業との連携など意見が出されたところであります。 

次に、商工費は、３億４，９９３万１千円で、前年比２０．１パーセントの増で

あり、市商工業者経営安定資金のほか、観光費においてセントピアあわらの運営に

要する経費が主なものとなっております。 

審査の過程で、セントピアあわらの運営状況及び芦原温泉観光入込の動向につい

て議論がありました。今後の広域観光ルートの市内観光地のネットワークなど意見

が出されております。 

次に、土木費は１９億５，７６４万７千円で、前年比９．０パーセントの減とな

っております。これは合併前年度のこともあり継続事業のほか、新規事業を控えた

結果であり、北潟湖畔公園整備事業、公共下水道特別会計繰出金、宮谷川河川改修

事業などが主な内容であります。審査の過程で、市営住宅及び都市公園の管理につ

いて論議が出されました。特に、東部土地区画整理組合区画整理事業において、そ

の精算見込み及び当該区画整理組合への人件費補助の適否について、理事者から、

組合の精算事務が遅れていることから、これの計画変更を県との協議中である、ま

た、人件費補助は過去の経緯を踏まえ検討するとのことであります。このほか、南

部区画整理事業に係る精算金の取扱いについても質疑が出されております。 

次に、消防費は、嶺北消防組合負担金のほか、旧芦原町の常備消防費など総額５

億６，２０３万２千円であります。 

教育費は、１２億４，３２５万１千円で、対前年比７．３パーセントの減となっ

ております。小学校１０校、中学校２校、幼稚園４園に係る運営管理及教育振興の

経費のほか、社会教育、社会体育に係る経費が主なものでございます。審査の過程

で、教育コンピューターの導入について、リース方式、買い取り方式など含めて、

その適正化を検討されたいとの意見がございました。また、金津東小学校のスクー

ルバス運行に関し、通学区域の見直しなどの意見が出されました。理事者では、今

後の検討課題としたいとのことであります。このほか、学校給食のあり方など論議

が出されております。特に、芦原中学校の改築に伴う実施設計費の執行に関し、今
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後の見通しはどうかとの質疑に対し、理事者からは、現在の設計が活かされるもの

かどうか十分検討していくとのことであります。委員全員から、多額の経費が無駄

な投資とならぬよう取り組んで欲しいとの意見がございました。 

次に、公債費について申し上げます。総額は、１５億５，５２５万４千円となり

対前年比２．１パーセントの減となるものでありますが、今後、新市建設計画に基

づく各種事業の推進が見込まれる中で、起債の対象など特に配慮願うものでありま

す。合わせて高金利債の借り換え等も含め適正な執行に十分配慮願いたいとの意見

がございました。 

また、諸支出金は、合併に伴い、旧両町の借入金８億１，０３０万５千円を返済

するなど、１３億２，９７４万９千円となっております。 

以上、歳入歳出決算の主なるものを申し上げましたが、今回は、合併前年度のこ

ともあり、事務事業の選択や緊急性の勘案など見受けられましたが、今後、新市建

設計画の着手等については、三位一体の改革など厳しい地方財政を十分見極めるな

ど、一層の努力を願うものであります。 

次に、特別会計につきましても、三つの決算状況を合算して申し上げます。 

先ず、国民健康保険特別会計決算につきましては、歳入決算額２４億８，２９２

万５千円、歳出決算額は２３億７，３６７万９千円で、歳入歳出差し引き額は１億

９２４万６千円となっております。歳入の主なものは、国民健康保険税８億５，０

８７万６千円、国庫支出金は８億２，８２３万９千円、療養給付費交付金４億３，

８１９万７千円が主なものでございます。特に、国民健康保険税の収入未済額は２

億１，０６６万６千円で、収納率は７９．６パーセントであります。現下の厳しい

状況の中で、これら収納対策に万全の取り組みを願うところでございます。 

一方、歳出の主なものは、保険給付費１４億６，４５２万７千円、老人保健拠出

金６億８，０４５万９千円、介護納付金１億８７２万７千円となっております。審

査の過程で、高額療養費制度及び保健事業における「人間ドッグ」のあり方等につ

いて質疑がありました。特に、医療費の抑制を念頭に、各種保健事業の積極的な推

進など十分配慮されるよう願うものであります。 

次に、老人保健特別会計決算について申し上げます。歳入決算額は３７億２，２

８８万９千円、歳出決算額は３７億３，０２８万７千円で、歳入歳出差し引き金額

は７３９万８千円の赤字決算となっております。一方、歳出決算の医療諸費は総額

３６億６，８３０万８千円で、対前年比９６．６パーセントとなっております。し

かしながら、恒常的には老人医療費が増加の傾向にあるため、今後とも高齢者の健

康対策に取り組まれるとともに、適正受診の指導などきめ細かい努力を願うもので

あります。 

次に、金津雲雀ヶ丘寮特別会計決算について申し上げます。歳入決算額は４億１，

８５７万４千円、歳出決算額は３億８，２６０万４千円で、歳入歳出差し引き額は

３，５９７万円となっております。審査の過程で、本会計の収支状況について論議

が出されました。特に、雲雀ヶ丘寮の民営化等を見据え、その経営内容など現在の
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事務の中で十分検証されるよう意見が出されましたが、理事者側では、企業会計の

導入も含め研究しているとのことであります。 

次に、公共下水道特別会計決算について申し上げます。歳入決算額２２億６，３

１８万５千円、歳出決算額２２億４，６９５万３千円で、歳入歳出差し引き額は１，

６２３万２千円となっております。審査の過程で、旧両町において管渠整備進捗率

の違いについて論議が出されておりますが、理事者側では、芦原地区では都市排水

を考慮し雨水等の整備を先行させており、下水普及率ではほぼ同率とのことであり、

国、県の標準を上回っているとのことであります。また、金津地区での排水不良地

域についても、雨水の整備については下水のみならず、他の方策との調整を取って

行きたいとのことでありました。このほか、使用料未収について質疑が集中しまし

たが、受益者負担金を含めその徴収に万全の対応を執るよう強い意見が出されてお

り、併せて、供用区域における未接続世帯への接続督励など強力に推進されるよう

願うものであります。 

次に、農業集落排水事業特別会計決算について申し上げます。歳入決算額６，４

０６万９千円、歳出決算額は６，１９６万６千円で、歳入歳出差し引き額は２１０

万３千円であります。 

次に、モーターボート競走特別会計決算について申し上げます。歳入決算額は３

２億３９２万６千円、歳出決算額は３２億３３５万６千円で、歳入歳出差し引き金

額は５７万円となっております。本場における売上金及び入場者数とも、下げ止ま

りの傾向にあるものの、近年の経済状況からその収益は、ほとんど見込まれない状

況にあります。審査の過程で、競走事業の収支状況及び今後の対応などについて論

議が集中しております。理事者においては、三国町と本市の経費負担等をはじめ、

徹底した経費削減を進めており、併せて、従事員等の合理化も計画を上回る状況と

のことであります。また、今後の事業継続については、本市の動向を見据えたシミ

ュレーション等を念頭におきながら、慎重に対応していくとのことであります。 

次に、企業会計であります水道事業会計決算について申し上げます。総収益８億

９，６３３万８千円に対し、総費用９億３，５４５万６千円で、差し引きは３，９

１１万８千円の純損益となっております。一方、年間配水水量は、４５９万８４６

立方メートルで、有収水量は３８３万２，４２４立方メートルとなり有収率は８３．

４パーセントであります。現下の経済不況などその経営環境も年々厳しさを増して

くるものと思われることから、長期的展望に立った事業運営など一層の努力を願う

ものでありますが、審査の過程で、その対策の一つである、石綿管の布設替えなど

有収率向上に積極的に対応を望む意見が出されたところであります。 

次に、工業用水道事業会計決算について申し上げます。総収益１，０７６万３千

円、総費用８４３万７千円で、差し引き２３２万６千円の純利益となっております。 

次に、芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算について申し上げます。水道事業

収益は、１億８，１５５万５千円、事業費用は１億６，８３９万９千円で、当期純

利益は１，３１５万６千円となっております。審査の過程で、業態者の利用人員の
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減少などその対応について、論議が出されました。近年の温泉観光を取り巻く厳し

い環境を十分認識され、今後とも一層の経営努力を願うものであります。 

以上、各会計ごとにその概要と意見を申し上げましたが、このほか、論議の集中

した事項について申し上げます。 

先ず、市税の滞納対策について、昨今の厳しい経済状況の中、今後とも累積滞納

額の増加が懸念されることから、納税に対する市民への「責任と義務」を的確に周

知するとともに、これらの強制執行はもとより、「広域滞納整理機構」への加入な

ど積極的な対応を願うものであります。 

次に、金融機関の公金取扱いの経費ついては、本年１０月実施を１年間延期する

など各方面から検討されているとのことでございますが、他自治体の状況等を見定

め適切に対応していただくようお願いをするものであります。 

次に、各課にわたり外部事業者等への委託料が執行されておりますが、それぞれ

の契約内容等の見直しを含め、今後の精査を期待するものであります。また、各種

の物品購入に際し、リース及び買い取りなど財政運用上の方策が取られているが、

契約の統一など検討をお願いするものであります。 

次に、今回の台風２３号の襲来に関し、市民への緊急時通報体制の方策として、

防災行政無線の全市的な整備について検討願うものであります。 

次に、芦原温泉上水道財産区水道につきましては、従来の経緯はあるものの、本

市水道事業の適正化のために、早期一本化など念頭においた経営の見直しについて

検討されたいとの意見が出されております。 

以上、今回の審査の経過と概要を申し上げましたが、「合併前年度」とのことか

ら、旧両町の施策の違いなど複雑な決算内容となっており、改善・要望等多く出さ

れておりますが、この決算が新市行財政の適正な運営に繋がることを願うものでご

ざいます。 

なお、審査の結果、議案第６５号、平成１５年度芦原町一般会計歳入歳出決算の

認定についてをはじめ、議案第６８号、議案第７１号、議案第７９号、議案第８４

号、議案第８５号、議案第８８号及び議案第９０号は、多数の賛成をもって認定及

び可決すべきものと決した次第であります。 

また、議案第６６号、平成１５年度芦原町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてをはじめ、議案第６７号、議案第６９号、議案第７０号、議案第７２

号、議案第７３号､議案第７４号､議案第７５号、議案第７６号､議案第７７号、議

案第７８号、議案第８０号、議案第８１号、議案第８２号、議案第８３号、議案第

８６号及び議案第８７号については、全員賛成をもって、認定すべきものと決した

次第であります。 

以上、決算審査特別委員会の審査を申し上げ、私の報告とさせていただきます。 

ありがとうございましたす。 

○議長（渡邉重夫君） これから、決算審査特別委員長に対する質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 
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（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） 討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 討論なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） これから、日程第２から日程第２６までの採決に入ります。 

○議長（渡邉重夫君） 日程第２、議案第６５号、平成１５年度芦原町一般会計歳入

歳出決算の認定についてを採決します。 

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 起立多数。 

したがって、議案第６５号、平成１５年度芦原町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついては、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

○議長（渡邉重夫君） お諮りします。 

日程第３から日程第７までの、決算の認定に関する議案につきましては、一括採

決を致したいと思いますがご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

これから日程第３から日程第７までの、平成１５年度芦原町各会計の決算の認定

について、一括採決致します。 

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第６６号、平成１５年度芦原町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてから、議案第７０号、平成１５年度芦原町上水道事業会計歳入

歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、日程第８、議案第７１号、平成１５年度金津町一般会

計歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 起立多数です。 

したがって、議案第７１号、平成１５年度金津町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついては、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

○議長（渡邉重夫君） お諮りします。 

日程第９から日程第１５までの、決算の認定に関する議案につきましては、一括



 78 

採決を致したいと思いますがご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

これから日程第９から日程第１５までの、平成１５度金津町各会計の決算の認定

について、一括採決致します。 

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第７２号、平成１５年度金津町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてから、議案第７８号、平成１５年度金津町工業用水道事業会計

歳入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、日程第１６、議案第７９号、平成１５年度あわら市一

般会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 起立多数です。 

したがって、議案第７９号、平成１５年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定

については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

○議長（渡邉重夫君） お諮りします。 

日程第１７から日程第２５までの、決算の認定に関する議案については、一括採

決を致したいと思いますがご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

これから日程第１７から日程第２５までの、平成１５年度あわら市各会計の決算

の認定について、一括採決します。 

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第８０号、平成１５年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定についてから、案第８８号、平成１５年度芦原温泉上水道財産区水道

事業会計決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、日程第２６、議案第９０号、平成１５年度芦原温泉上

水道財産区水道事業会計決算による剰余金の処分についてを採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決とするものです。 

委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第９０号、平成１５年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決

算による剰余金の処分については、委員長報告のとおり決定することにしました。 

 

 

◎議案第１０７号から議案１１６号までの委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第２７から日程第３６までを、会議規則第３５条の規定

により、一括議題とします。 

これらの議案につきましては、常任委員会に付託し、審査願っておりますので、

各常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

まず、総務常任委員長より報告願います。 

○２１番（宗澤 彰君） ２１番、宗澤。 

○議長（渡邉重夫君） ２１番、宗澤 彰君。 

○２１番（宗澤 彰君） 議長のご指名がありましたので、総務常任委員会のご報告

を申し上げます。 

当委員会は、去る、１２月１３日に開催し、第６回あわら市議会定例会において、

当総務常任委員会に付託されました、議案第１０７号、平成１６度あわら市一般会

計補正予算（第４号）をはじめとする、議案４件について、市長、副市長及び担当

部長等の出席を求め審査いたしました。 

以下、審査の経過と結果についてご報告いたします。 

議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計補正予算（第４号）の当委員会

所管分につきまして申し上げます。 

先ず、今回の補正予算では、各款にわたり市町村職員共済組合の負担金率等の改

正に伴う所要の措置がなされておりますが、各課ごとに論議の集中した事項につい

てご報告申し上げます。 

先ず、市長室政策調整課では、企画費に一般コミュニティー助成事業補助金など

５５０万が計上されております。今次の災害に関連し避難場所としての機能をもつ

集落センター等の修繕事業に当該事業を適用できないかとの議論が出されました

が、理事者では集落センター等の改修については、現行の集会施設整備事業により

対応したいとのことであります。 

また、総務課では、総務管理費に統合型地理情報システム構築業務委託料など、

１億８，９２０万３千円が計上されており、選挙費は、市長選挙及び参議院議員選

挙等に係る経費の精算など４８４万円を減額し、消防費で新潟中越地震被災地への

物資支援に係る経費など１，１２３万３千円が計上されております。 

審査の過程で、統合型地理情報システムの構築について、理事者の説明では、当

該事業は本年度と平成１７年度の２ヵ年間で実施することとし、今後、プロポーザ

ルコンペ方式により行うとするもので、その経費は国の合併補助金を当てたいとし
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ております。特に、論議の集中したことは、過去に多額の経費をかけ実施した、課

税客体把握事業及び農地情報管理システム等の情報の有効活用など十分配慮され

たいとの強い意見が出されており、担当課の説明では、プロポーザルコンペの際、

土地情報、住宅地図情報を含め衛星画像等もリンクするよう検討し、将来の汎用性

も含めて最良のシステムとなるよう進めていくとのことであります。 

次に、財政課では、歳入において、本年度普通交付税決定額２７億２，２４８万

７千円のうち、２１４万７千円が計上されておりますが、全国的な災害の発生によ

る特別交付税の大幅減など、交付税の減少に伴う歳出の抑制について、更に厳しく

取り組まれたいとの意見が出されており、また、合併関連補助金の次年度以降の使

途計画についても、その使途内容等十分検討願いたいとのことであります。 

次に、監理課では、昨今の原油高騰による燃料費及び研修バスの修繕料など４３

１万８千円が計上されております。 

また、税務課では、歳入において、法人市民税５，０００万円が計上されており

ます。審査の過程で、来春の所得税等の申告事務について論議が出され、担当課の

説明では、農業所得者の収支計算方式など申告者が増加することなどから、金津庁

舎１ヶ所で行いたいとのことであります。また、市税の滞納額及びその徴収額等に

ついて質疑が出されております。 

次に、市民生活部生活環境課では、三国あわら斎苑組合負担金 539 万 3千円が計

上されており、関係資料を添え、今後の取り組み状況について説明がありましたが、

平成 18 年 3 月完了を目指しているとのことであり、委員からは、限られた工期で

多額の経費を投じる事業であるため、その取り組みに万全を期すよう意見が出され

ております。 

次に、議案第１０８号、平成１６年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について申し上げます。 

本案は、歳入歳出総額で２８３千円を減額するもので、総務管理費において、一

般職共済組合負担金の追加のほか、時間外勤務手当ての減額であります。 

次に、議案第１１４号、平成１６年度あわら市モーターボート競走特別会計補正

予算（第１号）につきましても、歳入歳出総額で１万円の補正となるもので、同額

を管理費において追加しております。 

なお、関連として、三国競艇場における売上状況等について説明があったところ

であります。 

以上が、審査の経過であります。 

次に審査の結果をご報告いたします。 

先ず、議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計補正予算（第４号）の所

管分については、挙手採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

次に、議案第１０８号、平成１６年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）及び議案第１１４号、平成１６年度あわら市モーターボート競走特別会計補
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正予算（第１号）については、それぞれ所要の措置であり、全員賛成をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１１６号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し

た次第であります。 

以上、当委員会に付託されました議案４件について、審査の経過と結果を申し上

げ、総務常任委員会の報告といたします。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、産業建設常任委員長より報告願います。 

○２０番（北出重雄君） 議長、２０番、北出。 

○議長（渡邉重夫君） ２０番、北出重雄君。 

○２０番（北出重雄君） 議長のご指名がありましたので、産業建設常任委員長報告

をいたします。 

第６回あわら市議会定例会において、産業建設常任委員会に付託されました、議

案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計予算（第４号）にかかる所管事項、

議案第１１０号、平成１６年度あわら市公共下水道特別会計補正予算（第２号）、

議案第１１１号、平成１６年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）、議案第１１２号、平成１６年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）、議

案第１１３号、平成１６年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１号）、議

案第１１５号、あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に

関する条例の制定について、以上６議案の主な審議内容と結果を報告いたします。 

産業建設常任委員会は、去る１２月１０日に、市長、副市長、担当部課長が出席

して行いました。 

まず、議案第１０７号あわら市一般会計補正予算（第４号）の所管事項につきま

して申し上げます。 

経済産業部農林水産課でございます。 

農業振興費は、有害鳥獣駆除委託料１２万９千円の補正ですが、今後の熊出没を

見込んでのものであります。 

農地費では、芦原排水機場のディーゼルポンプの点検委託料１４万５千円の補正

であり、また、上番土地改良区への農業水利システム保全対策に補助金としての１

０万円の補正であります。 

治山費では、１５０万円の補正でありますが、台風２３号により樋山地区におい

て、山林が崩壊したため治山工事を行うものです。 

水産業総務費では、北潟湖に設置してありました浮礁が、これも台風２３号で、

損壊等の被害が出たため、その撤去委託料１５０万円の補正であります。 

災害復旧費では、赤尾他４地区の農地災害に２６２万４千円、北潟西他５ヶ所の

農業用施設災害に４５７万４千円、坂井北部土地改良区に対する災害復旧の補助に

１５６万１千円、剱ヶ岳線の林道災害に３９５万７千円の補正であります。 

農林水産課に対しての質疑を申し上げます。 
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芦原排水機場のディーゼルポンプの故障原因、保守契約の内容はとの質問には、

地下タンクからの冷却水で弁が錆つきエンジンが作動しなかった、保守点検につい

ては、本来なら月１回の点検が必要だが、財政上のこともあり、近年は年２回の点

検であったとのことでした。 

有害鳥獣駆除委託料の関係で、今年は駆除申請が遅れたのではとの質問には、確

かに遅れた、７月上旬に突如として熊が出たものでありやむを得なかった、今後は

早め早めの対応をしていくとのことであります。また、関連して、猪対策について

も万全を期すよう要望が出されました。 

台風２３号による被害状況の確認について、遅かったように思うがどのように行

ったのかとの質問には、道路や河川災害とは違って、発見が遅れる場合がある。調

査は、各土地改良区に依頼し、被害報告をお願いしたが、約２週間かかったとのこ

とでした。 

復旧工事の発注時期はとの質問には、国の認可があり次第着工していく、林道剱

ヶ岳線については、冬の時期に向かうので、施工時期については県と協議していく

とのことでした。 

次に、経済産業部観光商工課でございます。 

労働費１９万４千円の補正は、勤労者の住宅資金、４名に対する利子補給であり

ます。 

商工振興費では、芦原商工会へ台風２３号の被害による倉庫損壊に対し、５５万

１千円、金津商工会へ経営改善指導事業等に対し、３０万１千円を補助するもので

す。 

また、中小企業経営安定資金の利子補給に２５万７千円の補正であります。 

観光商工課への質疑につきましては、勤労者住宅安定資金の利子補給の内容はと

の質問には、２％の利子補給で５年間との回答でありました。また、この制度につ

いてＰＲが不足しているのではとの問いには、対象の金融機関である労金と併せて

ＰＲに努めるとのことでした。 

土木部建設課について申し上げます。 

除雪対策費は、雪に強いまちづくり支援として、いわゆる民間が行う融雪工事な

どでありますが、１２７万円の内、１００万円については、木村病院関係であるが、

ウェルネス木村が私道に施行する融雪工事に対しての補助金であります。 

また、２７万円については、各地区が行う小規模除雪機械整備に対する補正であ

ります。これにつきましては、今後啓蒙し、地域ぐるみでの除雪体制の確立を進め

たいとのことであります。 

道路橋りょう新設改良費では、滝、熊坂区が行う区道整備に対する補助でありま

す。 

道路橋りょう災害復旧費は、市道井江葭４号線の路肩復旧工事に３２７万５千円

の補正であります。 

河川災害復旧費の６４２万４千円は、清滝川災害復旧工事に５９１万２千円、関
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谷川の災害復旧工事に５１万２千円でいずれも台風２３号の被害によるものです。 

建設課に対しての主な質疑を申し上げます。 

民間が行う融雪工事等の補助率の質問があり、融雪工事は３０％補助で１００万

円上限、小規模除雪機械整備は３０％補助で５０万円上限とのことであります。 

次に土木部都市計画課でございます。 

住宅管理費４７２万５千円は、住宅管理システムを導入するものであります。 

都市整備課に対しての質疑を申し上げます。 

住宅管理システムの内容はとの質問には、合併関連の補助金を利用するものであり

ますが、入居者の登録から収納状況、退去・建替異動などパソコンにて管理をしてい

くとの回答でした。 

次に上下水道課でございます。 

平成１６年度あわら市公共下水道特別会計補正予算（第２号）につきまして申し

上げます。 

高料金対策としての一般会計からの繰入金１千万円を減額いたしております。あ

とは、人件費関係の補正であります。 

次に、平成１６年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、平

成１６年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）平成１６年度あわら市工業用

水道事業会計補正予算（第１号）については、ほとんどが人件費関係の補正であり

ます。 

以上、下水道、農業集落排水、水道、工業用水道の４議案については、特に質問

はありませんでした。 

次に、議案第１１５号あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為

の規制に関する条例の制定についてでありますが、これまでの金津町、芦原町それ

ぞれあった条例をあわら市の条例として新たに制定するものであります。 

主な改正点は、罰則規定を更に厳しく設けたことであります。 

質疑については、環境保全を図るもので特にありませんでした。 

議案外では、観光商工課から、観光会館の今後の方向、小松空港バスの今後の方

向についての説明があり、観光会館については、県と併せて設立している財団を解

散し、その後はあわら市として、改修工事を施工し、文化教育施設として利用して

いくとのことであります。 

小松空港バスについては、京福バスの決算状況をみても約２，５００万円の赤字

であり、廃止の方向もやむを得ずとの考え方で来年３月末をもって廃止になるとの

ことでありました。 

廃止後は、本丸岡バスターミナルからのバスを利用することになります。 

観光会館の改修に向けては、その利用計画を十分検討し、慎重に対応していただ

きたいとの意見が出されました。 

また、小松空港バスについては、廃止後は、本丸岡バスターミナルからのバスを

利用することになります。 
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建設課からは、除雪対策基本計画について、最重点除雪路線、一次除雪路線、民

間業者に委託する二次除雪路線などの説明がありました。 

各委員より、交通機能がマヒしないよう万全を期していただきたいとの要望がだ

されました。 

また、融雪装置の推進についても要望が出され、長期除雪計画の中で検討してい

くとのことでありました。 

次に芦原温泉上水道財産区から、本年１１月末までの給水状況の報告がありまし

たが、８月までは、前年度を上回る給水量であったが、９月以降は前年度を下回っ

ている状況であり、不当表示の件や水害、地震の関係があるのではないかとの見解

でありました。 

以上が主な審議内容でございますが、次に審議結果について申し上げます。 

議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計補正予算（第４号）の所管事項、

議案第１１０号、あわら市公共下水道特別会計補正予算（第２号）、議案第１１１

号、平成１６年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、議案第

１１２号、平成１６年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）、議案第１１３

号、平成１６年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１号）、議案第１１５

号、あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

の制定について、以上６議案とも挙手採決の結果、全員賛成で原案のとおり、可決

すべきものと決しました。 

以上、産業建設常任委員会に付託されました案件について、主な審議内容と結果

を申し上げます。 

議員各位のご賛同をお願い申し上げまして報告といたします。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、教育厚生常任委員長より報告願います。 

○２９番（橋本達也君） 議長、２９番、橋本。 

○議長（渡邉重夫君） ２９番、橋本達也君。 

○２９番（橋本達也君） 教育厚生常任委員会のご報告を申し上げます。 

当委員会は、去る１２月９日、市長、副市長および教育長をはじめ関係部課長の

出席を求め、当委員会に付託されました議案につき慎重に審査をいたしました。以

下、その経過と結果についてご報告をいたします。 

議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計補正予算（第４号）のうち、当

委員会付託分についてご報告いたします。 

まず、福祉保健部所管について申し上げます。 

社会福祉課所管の社会福祉総務費において、「いきいき支え合い地域づくり事業」

委託料１００万円と、それにともなう社会福祉協議会への事業補助１０５万３千円

が新規に計上されております。これは、老人福祉総務費において委託料２２１万２

千円が減額補正された「生きがい活動支援通所事業」に代わるものであります。従

来、国の介護予防政策のメニューであった「通所支援事業」が今年度で廃止される

ため、これに代わる県の単独事業として新設されたものであります。これは、地域
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コミュニティー単位での子どもからお年寄りまでの地域づくり事業を対象とする

もので、従来の「通所支援事業」に比べ、より幅広い活動がその対象となるもので

あります。 

保育所費では、台風被害による伊井保育所入り口ゲート修繕料２３万１千円が計

上されております。この件に関し、公設民営化された施設の修繕責任について議論

が交わされました。市長によれば、公設である以上、施設の修繕責任は原則的とし

て市が負うべきものの、簡易な修繕については事業主体で負担していただきたいと

のことであります。しかし、どこまでを簡易な修繕とするかの取り決めは行ってい

ないとの説明であり、これでは施設の運営を任された指定管理者の利益を損なうと

の指摘がなされました。 

同じく保育所費において、細呂木保育園の公設民営化にともなう｢社会福祉法人

さくら福祉会｣への寄付金１,４２０万円が計上されております。これが内訳は、基

本財産１,０００万円と一ヶ月分の運営資金４２０万円であります。運営資金は貸

付金的性格のものでありますが、今回、寄付金として計上した関係上、１７年度の

同福祉会への委託料で精算するとの説明であります。 

健康長寿課所管では、予防費において、来年度の結核予防法の年齢改正にともな

うＢＣＧ，ツベルクリン予防、各５回の接種費用に６５万６千円が計上されている

ほか、保健費において、精神障害者の地域生活援助事業補助３１万８千円の計上が

主なものであります。 

その他、歳入の民生費県補助金で、基幹型在宅介護支援センター運営事業補助金

４４０万３千円が減額補正されておりますが、これは現在、市が行っている在宅支

援センターが基幹型として国の認定を受けられなかったことによるものとの説明

でありました。 

次に、教育委員会所管について申し上げます。 

教育総務課所管において、錦城中学校生徒委託料として交付税の額変更により２

万円の補正が計上されております。この件については、対象生徒や保護者に対して、

あわら市内の中学校への入学を勧めているものの、将来の高校進学や就職先の関係

もあり、成果をあげるには至っていないとのことであります。 

学校管理費では、各小中学校の消防法定点検によるもののほか、金津中学校の落

雷による設備修繕費として４１７万９千円。工事請負費で、芦原中学校の特別室の

照明取り替え、コンセント修繕費２０８万３千円の計上が主なものであります。 

文化学習課においては、文化振興費で、創作の森ガラス工房の溶解炉修繕料に１

２６万５千円が計上されております。創作の森オープン以来７年が経過しており、

稼働率も高いための老朽化によるものとのことであります。 

その他、財団運営補助金として、陶芸専門員２名、学芸員１名にかかる人件費補

正１５６万３千円が主なものであります。 

スポーツ課においては、体育振興費で体育協会補助金として１６０万円が計上さ

れております。これは初の市民体育祭にかかる経費としてブロックごとに１０万円
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を補助したものであります。この件については、ブロックの大小に応じて補助金額

に差をつけるべきではないかとの意見も出されましたが、当該補助金は、合併によ

って初めてブロックを編成したことによる準備経費を賄う性質のものであるとの

説明でありました。いずれにせよ、来年度以降は補助金の性質や交付方法につき十

分な理解を得たうえでの予算化を求めるものであります。 

ここで、議案外ながら論議のあった点について申し上げます。 

まず、中高一貫教育問題については、実践研究委員会からの報告を受けて教育委

員会臨時会が開催され、教育委員会として正式に導入を決定し、市長にその旨の報

告がなされたとのことであります。 

次に、芦原中学校建設問題では、市長の中学校統合発言を受けて更に質問が出さ

れました。統合については市民やＰＴＡの話を聞く必要があり、今後さらに意見の

集約を行い、早い時期に着手を決めたいとの説明でありました。 

次に、今般、幼児教育推進特区の認定を受けた件につき説明がありました。特区

が認定されたことにより、交付税は約２,０００千万円の増額になるとのことであ

ります。また、この特区は芦原地区だけの認定で、金津地区は対象外となっており

ます。幼保一元化の流れのなかで、今後２年間をかけて金津地区についての整理を

行っていきたいとの市長の説明でありました。 

次に、議案第１０９号 平成１６年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算

（第２号）についてご報告いたします。 

今回の補正総額は３２万１千円であり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億６,

２４２万８千円とするものであります。補正はいずれも人件費の変動によるもので

あります。 

以上、当委員会に付託されました、議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般

会計補正予算（第４号）、および、議案第１０９号、あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別

会計補正予算（第２号）は、慎重な審査の結果、いずれも所要の措置と認め、両案

とも全員異議なく可決すべきものと決した次第であります。 
○議長（渡邉重夫君） これから、各常任委員長に対する質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

○３０番（林田彌三吉君） 議長、３０番、林田。 

○議長（渡邉重夫君） ３０番、林田彌三吉君。 

○３０番（林田彌三吉君） ただ今の、総務委員長の経過、結果の報告について、ご

質問をいたします。 

経過、結果説明の中に、芦原庁舎を閉鎖して、金津庁舎へ統合するというような

お言葉があったんでございますけれども、合併協議会のときに芦原庁舎、金津庁舎

をフルに使って、違いますか。芦原庁舎、金津庁舎をフルに使ってやるということ

で、合併の協議会に諮られたんですので、申告の場合も芦原は芦原で、そうしない

と、私金津町の合併委員長として最初から最後まで、足が折れても、松葉杖突いて

も、その協議に参加したんです。 
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芦原町民にうそをついたとううことで、まだ１０ヶ月しかたっていないのです。

1 年ぐらいは約束を守ってやって欲しい。そういう言葉が総務委員会の中であった

んですか、なかったんですか、いっぺん、それを聞きたい。 

○２１番（宗澤 彰君） はい、議長。 

○議長（渡邉重夫君） ２１番、宗澤 彰君。 

○２１番（宗澤 彰君） ただ今の質問にお答えをいたします。 

この件につきましては、税務課所管でございますけれど、いろいろ論議がなされ

ましたが、担当課の税務課の方では、農業所得者の収支計算方式等、申告する方が

増加することとなることなどから、金津庁舎一箇所で行いたいというような答弁で

ございましたので、林田議員がおっしゃるように、合併協議会でそいううことがあ

ったというようなことと、なぜ２ヶ所でしなければならないかというような論議は、

総務委員会ではございませんでした。 

以上でございます。 

○議長（渡邉重夫君） 他に質疑はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） 討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 討論なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） これから、日程第２７から日程第３６までの採決に入ります。 

○議長（渡邉重夫君） 議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計補正予算 

（第４号）を採決します。 

本案に対する各常任委員長の報告は原案可決であります。 

各委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１０７号、平成１６年度あわら市一般会計補正予算（第４号）

は、各常任委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１０８号、平成１６年度あわら市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）を採決します。 

本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１０８号、平成１６年度あわら市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）は、総務常任委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１０９号、平成１６年度あわら市金津雲雀ヶ丘

寮特別会計補正予算（第２号）を採決します。 
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本案に対する教育厚生常任委員長の報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１０９号、平成１６年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補

正予算（第２号）は、教育厚生常任委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１１０号、平成１６年度あわら市公共下水道特

別会計補正予算（第２号）を採決します。 

本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１１０号、平成１６年度あわら市公共下水道特別会計補正予

算（第２号）は、産業建設常任委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１１１号、平成１６年度あわら市農業集落排水

事業特別会計補正予算（第１号）を採決します。 

本案に対する産業建設常任委員長報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１１１号、平成１６年度あわら市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）は、産業建設常任委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１１２号、平成１６年度あわら市水道事業会計

補正予算（第１号）を採決します。 

本案に対する産業建設常任委員長報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１１２号、平成１６年度あわら市水道事業会計補正予算（第

１号）は、産業建設常任委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１１３号、平成１６年度あわら市工業用水道事

業会計補正予算（第１号）を採決します。 

本案に対する産業建設常任委員長報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１１３号、平成１６年度あわら市工業用水道事業会計補正予

算（第１号）は、産業建設常任委員長報告のとおり可決されました。 
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○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１１４号、平成１６年あわら市モーターボート

競走特別会計補正予算（第１号）を採決します。 

本案に対する総務常任委員長報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１１４号、平成１６年あわら市モーターボート競走特別会計

補正予算（第１号）は、総務常任委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１１５号、あわら市土砂等による土地の埋立て、

盛土及びたい積行為の規制に関する条例の制定についてを採決します。 

本案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、議案第１１５号、あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びた

い積行為の規制に関する条例の制定については、産業建設常任委員長報告のとおり

可決されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、議案第１１６号、あわら市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

本案に対する総務常任委員長の報告は原案可決であります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 起立多数です。 

したがって、議案第１１６号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、総務常任委員長報告のとおり可決されました。 

暫時、休憩いたします。 

（午後 15時 51 分） 

 

○議長（渡邉重夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 16時 02 分） 

 

 

◎請願第１号から請願第３号及び陳情第１号、陳情第２号の 

委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第３７から日程第４１までを、会議規則第３５条の規定

により、一括議題とします。 

これらの請願、陳情につきましては、各常任委員会に付託し、審査願っておりま

すので、各常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 
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まず、総務常任委員長より報告願います。 

○２１番（宗澤 彰君） 議長、２１番、宗澤。 

○議長（渡邉重夫君） ２１番、宗澤 彰君。 

○２１番（宗澤 彰君） 議長のご指名がありましたので、総務常任委員会に付託さ

れました、請願第２号、金津東部土地区画整理組合に対して支援を求める請願及び

請願第２号、年金制度の抜本的改善を求める意見書採択に関する請願、陳情第１号、

危険物製造所設置計画の中止を求める陳情及び陳情第２号、郵便局の現行経営形態

（日本郵政公社）堅持を求める陳情、以上４件について、当委員会の審査の経過と

結果について、ご報告いたします。なお、審査の都合上予め時間を延長して審査を

行っております。 

先ず、請願第１号、金津東部土地区画整理組合に対して支援を求める請願につい

て申し上げます。 

本件については、旧金津町時代における組合施行による区画整理事業であること

から、当時の取り組み状況及びその経緯等について、関連資料を踏まえ理事者から

詳細に説明を受け慎重に審査をいたしました。 

集中した論議の中で、これまでの経緯を踏まえると、当初から行政主導型の区画

整理事業として、将来的な芦原温泉駅東側の街づくりと地域振興を目指して取り組

まれてきたことが伺われるところであります。 

しかしながら、その後の当地係りにおける埋蔵文化財の発掘調査や予期せぬバブ

ル経済の崩壊など社会経済状況の急変は、当初の予測を大きく見誤ることとなり、

組合運営も地価の下落や長引く経済不況のあおりによる保留地販売の遅延など、そ

の危機的状況に陥っているとのことであります。 

委員から、今日の危機的事態は、社会経済状況の変貌もあるものの、組合自体の

予測を見誤った責任の重大性が大きく問われるのでないかとの強い意見が出され

ております。理事者では、当該区画整理事業が当区域の道路・公園等の整備による

街づくりや整備新幹線の動向を見極め、組合施行であっても極めて公共性の高い事

業であるとしております。また、委員からも同様の意見が出されております。 

また、組合の解散について論議が集中し、保留地処分の未済のままでの解散がで

きない場合の対応など厳しい意見が出されておりますが、担当部長の説明によりま

すと、最終的には理事の連帯責任、区画整理の再減歩、賦課金の徴収など法的措置

ができるとし、全国的にも行政支援による援助を行っているところもあるとのこと

であります。 

一方、当該区画整理については、入居住民の権利関係や今後の整備新幹線の動向、

及び現在進めている芦原温泉駅周辺整備計画の策定などを考慮し、応分の支援を検

討すべきでないかとの意見も出されております。理事者においては、特に、新幹線

の整備がようやく見えてきた中、芦原温泉駅高度化推進事業が確定されれば、駅東

側を含む周辺整備計画の具体化など、これらを見据えた保留地の取得も将来的に考

えていかなければならないとしております。 
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以上、質疑、意見等が紛糾いたしましたが、当総務常任委員会といたしましては、

「継続審査」とすべきとの結論に達した次第であります。 

よって、閉会中の継続審査を申し出るものであります。 

次に、請願第２号、年金制度の抜本的改善を求める意見書採択に関する請願につ

きましては、現下の少子高齢化社会における年金制度の見直し案に対する、抜本的

改善に関する意見書提出を求める内容でありますが、採決の結果、全員反対をもっ

て「不採択」とすべきものと決しました。 

次に、陳情第１号、危険物製造所設置計画の中止を求める陳情について申し上げ

ます。 

本件については、本あわら市の蓮ヶ浦地係りにおいて、石油類の低硫黄化精製施

設を建設する動きがあることに鑑み、この危険物製造施設の設置を未然に中止させ、

周辺地域の環境を保全しようとする内容の陳情であります。同趣旨は本市の環境保

全上欠くことのできない事態であり、全員賛成をもって本件を採択すべきものと決

しました。 

次に、陳情第２号、郵便局の現行経営形態（日本郵政公社）堅持を求める陳情に

ついては、ご承知のとおり、平成１５年４月から郵政事業が、郵政公社として発足

し、「郵便・貯金・保険」の三事業のサービスは、国民生活に大きく寄与されてお

り、このことから、現行体制の存続について意見書の提出を求める内容の陳情であ

ります。本件についても、全員賛成をもって採択すべしと決した次第であります。 

以上、当委員会に付託されました請願２件、陳情２件について、審査の経過とそ

の結果を申し上げ、総務常任委員会の報告といたします。 

以上でございます。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、教育厚生常任委員長より報告願います。 

○２９番（橋本達也君） 議長、２９番、橋本。 

○議長（渡邉重夫君） ２９番、橋本達也君。 

○２９番（橋本達也君） 教育厚生常任委員会に付託されました、請願第３号、利用

者負担の大幅増など介護保険の改悪に反対し、改善を求める意見書採択に関する請

願につき、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

紹介議員であります田中洋行議員から請願趣旨を聞き、また、関係担当課からも

事情を聴取するなど慎重に審査いたしました。 

請願には８つの項目があり、なかには賛同できるものもありましたが、議案を一

体として取り扱うべき請願であることから、挙手採決の結果、賛成者少数により、

採択しないものと決しました。 

○議長（渡邉重夫君） これから、各常任委員長に対する質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

○１６番（野口征夫君） 議長、１６番、野口。 

○議長（渡邉重夫君）１６番、野口征夫君。 

○１６番（野口征夫君） １６番、野口、請願１号につきまして、請願の紹介議員の
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一人として、総務常任委員長にご質問をさせていただきたいと思います。 

ただ今、委員長の方から委員会での審議内容についてご報告をいただきましたけ

れども、もう少し詳しく教えていただきたい、といいますのは現在、北陸新幹線は

芦原温泉駅併設ということになっております。そして又、福井駅につきましても県

民上げての運動が功を奏し、４、５年先には新しい福井駅が建設をされるというふ

うに報道がなされております。 

芦原温泉駅に関しましても、早急にその対策をとらなければ、駅そのものの実現

も、まだはっきりしてこないんじゃないかなというような気がいたします。その関

連と致しまして、先の１１月の１日に駅周辺整備基本計画策定委員会というのが設

置をされました。その構想の中に、この請願にあります大型保有地が含まれており

ます。この保有地については、新幹線関連用地として、また、周辺整備の代替え地

としての活用が非常に重要性を帯びてくるものと思われます。 

このような観点から、今私が申し上げた、大きく分けると２点でございますが、

そのことについて、委員会等の審議の中で、どのようなご意見が出されたのか、も

う少し詳しく教えていただけたらと思います。 

○２１番（宗澤 彰君） 議長、２１番、宗澤。 

○議長（渡邉重夫君） ２１番、宗澤 彰君。 

○２１番（宗澤 彰君） ただ今の野口議員の質問でございますが、先程、私の方か

らご報告申し上げた中でもあります。これらを踏まえて、当初から時間延長を致し

て慎重に審議をいたしたところでございます。 

先程も申し上げましたが、この問題につきましては、以前から行政指導で進めて

きたというような事業でございますので、今、議員ご指摘の総務常任委員会の中で

も、当然発言が出ておりますし、理事者の中からも芦原温泉駅の高度化推進事業が

確定されれば、駅東側を含む、周辺整備計画の具体化等、これらを見据えた保留地

の取得も将来的に考えていかなければならないというような回答を頂いておりま

す。 

そういうことでございますので、今後は東部土地区画整理組合も当然ですが、あ

わら市としても、そういう観点から進めていくということで、当然、総務常任委員

会では論議が集中したところでございます。 

以上でございます。 

○１６番（野口征夫君） 議長。 

○議長（渡邉重夫君）１６番、野口征夫君。 

○１６番（野口征夫君） 私はもう少し細かい内容がお聞きできるかなと思っていた

んですが、大体のことは察しがつきます。 

先程も申しましたように、駅周辺整備基本計画等がですね、この対応が遅れてき

ますと、いつも松木市長が申し上げています、あわら市というのは福井県の北の玄

関口である。北の玄関口としての大きな発展性を秘めてる、このあわら市、そして

新幹線を呼び込むことによって、あわら温泉への集客等が考えられます。この対応
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が非常に遅れてきますと、市の発展に支障をきたすばかりじゃなくて、やはりあわ

ら温泉にとっても死活問題に波及してくるんではないかと思われます。 

先程の全員協議会の席上でも、杉田議員も述べられておりましたけれども、本請

願がですね、一日も早く、採択をされ、そして明るいまちの将来が目に見えるよう

に総務常任委員会の方に強くお願いを致しまして、私の質問を終わります。 

○議長（渡邉重夫君） 他に質疑はありませんか。 

○４番（坪田正武君） 議長、４番、坪田。 

○議長（渡邉重夫君） ４番、坪田正武君。 

○４番（坪田正武君） 今、野口議員が申し上げたことはですね、痛切に我々も感じ

ておりますし、ぜひ一日とも実現なるように、同じ内容でございますけども、採択

されるよう、委員長さんに再度お願いを申し上げまして、要望を終わります。 

○議長（渡邉重夫君） 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） 討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 討論なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） これから、日程第３７から日程第４１までの採決に入ります。 

請願第１号、金津東部土地区画整理組合に対して支援を求める請願は、総務常任

委員長から閉会中の継続審査の申し出がございます。 

○議長（渡邉重夫君） お諮りします。 

請願第１号は委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに、ご異議あ

りませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、総務常任委員長申し出のとおり、請願第１号、金津東部土地区画整

理組合に対して支援を求める請願は、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、請願第２号、年金制度の抜本的改善を求める意見書採

択に関する請願を採決します。 

本請願に対する総務常任委員長の報告は不採択であります。 

したがって、会議規則第７０条の規定により、｢問題を可とする｣ことに対して、

採決を行います。 

○議長（渡邉重夫君） 請願第２号、年金制度の抜本的改善を求める意見書採択に関

する請願に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 起立少数です。 

したがって、請願第２号、年金制度の抜本的改善を求める意見書採択に関する請

願は、不採択とすることに決定いたしました。 
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○議長（渡邉重夫君） 次に、請願第３号、利用者負担の大幅増など介護保険の改悪

に反対し、改善を求める意見書採択に関する請願を採決します。 

本請願に対する教育厚生常任委員長の報告は不採択であります。 

したがって、会議規則第７０条の規定により、｢問題を可とする｣ことに対して、

採決を行います。 

○議長（渡邉重夫君） 請願第３号、利用者負担の大幅増など介護保険の改悪に反対

し、改善を求める意見書採択に関する請願に賛成の方は起立願います。 

○議長（渡邉重夫君） ありがとうございました。起立少数です。 

したがって、請願第３号、利用者負担の大幅増など介護保険の改悪に反対し、改

善を求める意見書採択に関する請願は、不採択とすることに決定いたしました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、陳情第１号、危険物製造所設置計画の中止を求める陳

情を採決します。 

本陳情に対する総務常任委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、陳情第１号、危険物製造所設置計画の中止を求める陳情については、

総務常任委員長報告のとおり決定されました。 

○議長（渡邉重夫君） 次に、陳情第２号、郵便局の現行経営形態（日本郵政公社）

堅持を求める陳情を採決します。 

本陳情に対する総務常任委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、陳情第２号、郵便局の現行経営形態（日本郵政公社）堅持を求める

陳情については、総務常任委員長報告のとおり決定されました。 

 

 

◎発議第６号の提案理由の説明・質疑・討論・採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第４２、発議第６号、平成１７年度地方交付税所要額総

額確保に関する意見書を上程します。 

○議長（渡邉重夫君） 本案について、提出者の提案理由の説明を求めます。 

○３０番（林田彌三吉君） 議長、３０番、林田。 

○議長（渡邉重夫君） ３０番、林田彌三吉君。 

○３０番（林田彌三吉君） 最近の地方交付税の推移については、皆さんも十分ご承

知やと思います。 

そこで、あわら市議会といたしまして、議会運営委員会と致しましてこの意見書

を提出するものでございます。 
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提案理由といたしましては、三位一体改革の全体像では、平成１７年度、平成１

８年度は地域の行政課題に対し、適切な財源処置を行うとされているところではご

ざいますけれども、地方交付税については、三位一体改革とは別枠で削減するとの

動きが見られる平成１７年度政府予算編成にあたりまして、地方交付税の所要総額

が確実に確保されるようにこの、意見書を提出するものでございます。 

どうか、ご理解いただきまして、ご賛同願えるようお願いを申し上げる次第であ

ります。 

○議長（渡邉重夫君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） 討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 討論なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） これから発議第６号を採決いたします。 

本案を原案のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、発議第６号、平成１７年度地方交付税所要額総額確保に関する意見

書は、提案のとおり提出することに決定されました。 

 

 

◎発議第７号の提案理由の説明・質疑・討論・採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第４３、発議第７号、郵政事業の現行公社経営形態の堅

持に関する意見書を上程いたします。 

○議長（渡邉重夫君） 本案について、提出者の提案理由の説明を求めます。 

○２１番（宗澤 彰君） 議長、２１番、宗澤。 

○議長（渡邉重夫君） ２１番、宗澤 彰君。 

○２１番（宗澤 彰君） 議長のご指名がありましたので、発議第７号、郵政事業の

現行公社経営形態の堅持に関する意見書の提出について、提案理由の説明を申し上

げます。 

ご承知のとおり、郵政事業は平成１５年４月より、国営の公社として、郵便、貯

金、保険の３事業のサービスを提供し、国民生活の安定向上と福祉の増進に大きく

寄与されております。特に近年は行政機関の支援として、郵便局における高齢者の

生活状況の確認をはじめ、道路状況や廃棄物不法投棄の情報提供等、地域住民に安

心と潤いを与えるべく、情報サービスも行っております。しかしながら、郵政事業

が民営化されますと、これらのサービスも収益性の高い都市部に集中することにな

り、地方や不採算地域における郵便局は縮小、もしくは廃止の可能性が生じてまい
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り、従来の郵便局の公益性が損なわれ、ひいては地域住民へのサービスの低下につ

ながるものであります。 

このようなことから、地域の拠点としての郵便局の役割を評価し、地域住民の福

祉向上のためにも、国営公社としての現行経営形態を存続するよう求めるものであ

ります。 

所定の賛成者を得て、提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をお願

いをいたします。なお、意見書案については、お手元に配布のとおりでありますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（渡邉重夫君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） 討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 討論なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） これから発議第７号を採決いたします。 

本案を原案のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 全員起立です。 

したがって、発議第７号、郵政事業の現行公社経営形態の堅持に関する意見書は、

提案のとおり提出することに決定されました。 

 

 

◎発議第８号の提案理由の説明・質疑・採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第４４、発議第８号、議員の問責決議に関する件を議題

とします。 

○議長（渡邉重夫君） 本案について、提出者の提案理由の説明を求めます。 

○２９番（橋本達也君） 議長、２９番、橋本。 
○議長（渡邉重夫君） ２９番、橋本達也君。 
○２９番（橋本達也君） 提案理由を申し上げます。 
今般の二面温泉区による補助金不正取得事件については、あわら市が設置した調

査委員会の調査結果からも明らかなように、当時、同区の区長を務め、本件の当事

者であった大幸幸一の責任は明白であります。しかるに、同君はその責任を認めよ

うとせず、議会における釈明も矛盾に満ちたものとなっております。 
かかる事態を放置することは、市政及び区の運営に対する市民の信頼をさらに失

墜させることとなり、市民の付託に応えるべき議会として、看過すべきではありま

せん。よってこの際、あわら市議会としての機関意思決定を持って、大幸幸一議員
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の責任を問うべく、この案を提出するものであります。 
本案は、議会の権威と議員の有り方について、我々一人ひとりが議会人としての

見識を問われているものであります。所定の賛成者を得て、提出いたしております

ので、議員各位のご賛同をいただきますようお願いいたします。 
以下、案文を朗読いたします。 
大幸幸一議員に対する問責決議案。 
今般の、二面温泉区による補助金不正取得事件は誠に残念であり、当時、同区の

区長であった大幸幸一議員の責任は重い。 
当該事件の当事者として補助金を虚偽申請し、かつ収受した同君の行為は悪質で

あり、少なくとも有印私文書偽造、同行使にあたると思料される。 
また、あわら市から二面温泉区に対して出された補助金返還命令の金額と同額を、

同君が同区に対して支払っている。この件に関し、議会運営委員会及び全員協議会

において、同君は、自分の非を認めた上での支払ではないと強弁し、非を認めるな

ら議員の職を辞すとまで主張している。 
しかし、これが支払義務のない支払いであるとは、社会通念に照らして到底考え

られない。また、仮に同君が主張するように、これが支払い義務のない支払いだと

すれば、公職選挙法に定める議員の寄付禁止規定に違背する恐れもある。 
かかる同君の言動は、高い倫理観を求められる議員にあるまじきものであり、 
市政及び区の運営に対する市民の信頼を失墜させ、更にあわら市議会の権威をも著

しく傷つけるものである。 
よって、あわら市議会は、大幸幸一議員に対し、強い意志をもって、その責任を

問うとともに、本問責決議を重く受け止めるよう、猛省を促すものである。 
以上、決議する。平成１６年１２月１５日、あわら市議会。 

○議長（渡邉重夫君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（渡邉重夫君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 質疑なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） ただ今、議題となっております発議第８号につきましては、

会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと

存知ますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

○議長（渡邉重夫君） これから発議第８号を採決します。 

発議第８号、議員の問責決議に関する件について、提案のとおり可決することに

賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（渡邉重夫君） 起立多数です。 

したがって、発議第８号については、提案のとおり可決されました。 
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◎議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件の採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第４５、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を

議題とします。 

議会運営委員長から、会議規則第１０４条の規定により、お手元に配布のとおり、

閉会中の継続審査の申し出があります。 

○議長（渡邉重夫君） お諮りします。 

議会運営委員長より申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議あ

りませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。 

 

 

◎常任委員会の閉会中の所管事務調査の件の採決 

○議長（渡邉重夫君） 日程第４６、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題

とします。 

総務常任委員長、産業建設常任委員長、教育厚生常任委員長から、所管事項のう

ち、会議規則第１０４条の規定により、お手元に配布のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

○議長（渡邉重夫君） お諮りします。 

総務常任委員長、産業建設常任委員長及び教育厚生常任委員長申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（渡邉重夫君） 異議なしと認めます。 

したがって、総務常任委員長、産業建設常任委員長及び教育厚生常任委員長申し

出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 

 

◎閉議の宣言 

○議長（渡邉重夫君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 

 

◎議長閉会挨拶 

○議長（渡邉重夫君） 第６回あわら市定例会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を

申し上げます。 
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去る７日に開会以来、議員各位には、上程議案に対する慎重なご審議と、ただ今

は妥当なご決議を賜りまして誠にありがとうございました。 

今年は、３万２千市民の強い希望と期待の元に、新市が誕生し、合併記念式典を

始め多くの市民融和のための記念イベントが開催されました。議員各位には積極的

なご参加をいただきまして、大変ご苦労様でございました。 

今年も、後半月となりましたが、迎え来る２００５年が、あわら市にとって、ま

た議員各位、理事者、そして職員各位におかれましても明るく元気な年となります

ように心から祈念を申し上げまして、一言お礼とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

◎市長閉会挨拶 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（渡邉重夫君） はい、市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 傍聴者の皆さん、大変ご苦労様でございます。 

閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 

第６回のあわら市議会に提出いたしました各議案すべて、ご決議を賜りました。

誠にありがとうございます。 

委員会での審議内容と議員のご指摘、いろいろございました。それらを基に致し

まして、これから運営をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

今、新幹線が非常に、ちょうど山場になっておりまして、明日の午前中には福井

駅の新幹線での予算が決まるということになりそうでございます。また、芦原温泉

駅の高度化推進事業につきましても、平成１７年度に何とか取り付けたいと、考え

ているところでございまして、引き続き要請活動を続けて行きたいと思います。 

今日、東部ニュータウンの問題もございましたけれども、これはあわら市にとり

まして、非常に大きな問題になるかなと思っております。新幹線の予算が決まれば、

これから芦原温泉駅を中心にしまして、大々的な取組を皆さんとともにやっていか

なければならないと考えているところでございます。 

これから年末年始、いろんなところで議員の皆さん方、市民の皆さんと懇談する

機会があろうかと思います。今、市ではいろんな問題を抱えております。そういっ

た問題につきまして、市民の皆さんの十分ご意見を汲み上げていただきまして、ま

た、議会でいろんなご発言を賜りまして、市が真っ直ぐ行くように、ぜひ、お力添

えを賜りますように、お願いを申し上げます。 

こらから寒い時期にあたります、十分体に留意をされまして、新しい年を皆さん

と共に健やかにお向かいしていただきますように、心からご祈念申し上げまして一

言お礼とさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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◎閉会の宣告 

○議長（渡邉重夫君） 平成１６年第６回、あわら市議会定例会を閉会します。 

（午後 4時 41 分） 
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